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１．議事日程（第１日目） 

  （予算決算常任委員会） 

                             令和２年 ９月１７日 

                             午前 ９時００分 開会 

                             於  第１委員会室 

 １、開 会 

 ２、議 題 

  （１）認定第１号 令和元年度安芸高田市一般会計決算の認定について 

  （２）認定第２号 令和元年度安芸高田市国民健康保険特別会計決算の認定について 

  （３）認定第３号 令和元年度安芸高田市後期高齢者医療特別会計決算の認定につい 

           て 

  （４）認定第４号 令和元年度安芸高田市介護保険特別会計決算の認定について 

 ３、散 会 

 

 

 

２．出席委員は次のとおりである。（１３名） 

   委員長   大 下 正 幸      副委員長  武 岡 隆 文 

   委員    新 田 和 明      委員    芦 田 宏 治 

   委員    玉 井 直 子      委員    山 根 温 子 

   委員    前 重 昌 敬      委員    児 玉 史 則 

   委員    熊 高 昌 三      委員    宍 戸 邦 夫 

   委員    秋 田 雅 朝      委員    塚 本   近 

   委員    金 行 哲 昭 

 

 

 

３．欠席委員は次のとおりである。（なし） 

 

 

 

４．委員外議員（なし） 

 

 

 

５．安芸高田市議会委員会条例第２１条の規定により出席した者の職氏名（３５名） 

  市 長  石 丸 伸 二  総 務 部 長  西 岡 保 典 

  企 画 振 興 部 長  猪 掛 公 詩  会計管理者兼会計課長  森 岡 和 子 

  市 民 部 長  宮 本 智 雄  福祉保健部長兼福祉事務所長  大 田 雄 司 

  消 防 長  土 井 実貴男  消防本部次長兼消防総務課長  近 藤 修 二 

  消 防 署 長  益 田 輝 喜  総 務 課 長  内 藤 道 也 
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  秘 書 広 報 室 長  新 谷 洋 子  情 報 管 理 課 長  竹 本 伸 治 

  危 機 管 理 課 長  神 田 正 広  財 産 管 理 課 長  稲 田 圭 介 

  財 政 課 長  高 藤   誠  政 策 企 画 課 長  河 本 圭 司 

  地方創生推進課長  高 下 正 晴  総 合 窓 口 課 長  佐 藤 弘 美 

  税 務 課 長  竹 本 繁 行  環 境 生 活 課 長  毛 利 幹 夫 

  人権多文化共生推進課長  中 村 慎 吾  社 会 福 祉 課 長  北 森 智 視 

  子育て支援課長  久 城 祐 二  健 康 長 寿 課 長  中 野 浩 明 

  健康長寿課特命担当課長  中 村 由美子  保 険 医 療 課 長  井 上 和 志 

  消 防 課 長  吉 川 真 治  予 防 課 長  横 路 勝 己 

  警 防 課 長  下津江   健  行政委員会総合事務局長  国 司 秀 信 

  予 防 課 主 幹  彌 益 耕 平  消防総務課課長補佐  浮 田 雄 治 

  税務課資産税係長  森 川 哲 也  環境生活課環境生活係長  土 井 文 哉 

  総合窓口課窓口係主査  小 井 建 一 

 

 

 

６．職務のため出席した事務局の職氏名（３名） 

  事 務 局 長  森 岡 雅 昭  事 務 局 次 長  佐々木 浩 人 

  総 務 係 長  國 岡 浩 祐 
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   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午前 ９時００分 開会 

○大下委員長  定刻となりました。 

 ただいまの出席委員は13名でございます。 

 定足数に達しておりますので、これより第16回予算決算常任委員会を

開会いたします。 

 当委員会における議案の審査は、9月10日に行われた、令和2年第3回

定例会の初日に付託されました、認定第1号「令和元年度安芸高田市一

般会計決算の認定について」の件から、認定第10号「令和元年度安芸高

田市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について」の件までの10件

であります。 

 審査の日程は、お手元に配付しておりますとおり、本日と明日、18日

の2日間とし、23日を予備日といたします。 

 本日は、総務部、会計課、行政委員会総合事務局、企画振興部、消防

本部・消防署、市民部、福祉保健部の審査を行い、18日は、産業振興部、

農業委員会事務局、建設部、公営企業部、教育委員会事務局、議会事務

局の審査の後、討論・採決を行いたいと思います。 

 この際、審査の方法についてお諮りいたします。 

 審査の方法については、お手元に配付しました「審査予定表」並びに、

主要施策の成果に関する説明書に係る各課の該当ページを記載した「所

管別主要施策一覧表」により、部局ごとに審査することとし、担当部長

から概要の説明を受け、その後、各課の概要説明を受けて、課ごとに質

疑を行います。 

 会計については、一般会計から審査を行い、特別会計が関係する部局

については、一般会計の審査の後、特別会計を審査することとしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

  〔異議なし〕 

○大下委員長  異議なしと認め、本委員会の審査は審査予定表並びに、所管別主要施

策一覧表に沿って、審査することに決定いたしました。 

 審査に先立ち、石丸市長から挨拶を受けます。 

 石丸市長。 

○石 丸 市 長  おはようございます。 

 お忙しい中お集まりくださいまして、誠にありがとうございます。 

 本日は、令和元年度の決算について、部局ごとに審査をいただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○大下委員長  これより、審査に入ります。 

 認定第1号「令和元年度安芸高田市一般会計決算の認定について」の

件を議題といたします。 

 初めに、決算の概要について説明を求めます。 

 猪掛企画振興部長。 

○猪掛企画振興部長  それでは、令和元年度の決算の概要につきまして、配付しております
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普通会計財政状況の資料に基づき御説明いたします。こちらのＡ4横に

なっております資料でございます。 

 それでは、1ページのほうをお開きいただきたいと思います。 

 歳入総額は227億6,119万9,000円。歳出総額は221億7,060万9,000円で、

令和元年度の決算規模は、歳入歳出ともに前年度決算の額を上回りまし

た。歳入総額から歳出総額を差し引いた差引額は、5億9,059万円で、そ

のうち3億3,869万2,000円は、翌年度繰越財源となりますので、実質収

支は2億5,189万8,000円です。 

 令和元年度の実質収支から平成30年度の実質収支を引いて得られる単

年度収支は、4,797万9,000円となります。 

 続きまして、財源調整の役割を果たす財政調整基金については、積立

てが3,266万2,000円、取崩しが5億3,404万5,000円です。単年度収支に

財政調整基金の積立額といった黒字要因を加え、取崩額といった赤字要

因を差し引いて得られる実質単年度収支は、マイナス4億5,340万4,000

円となります。 

 右半分の指数につきましては、資料の後半で別途御説明をいたします

けれども、主立った指数について簡単に申し上げますと、経常的に発生

する費用が、経常的に収入をされる一般財源に占める割合を示す経常収

支比率については、98.2％と平成30年度から0.8ポイント悪化していま

す。これは、地方交付税が減額していることや、臨時財政対策債の発行

可能額が減少したことにより、経常的収入そのものが減少しているため

です。 

 実質公債費比率は、13.8％となり、平成30年度から0.4ポイント改善

しています。 

 将来負担比率は、94.1％となり、平成30年度から2.1ポイント悪化し

ております。 

 以下、積立金現在高等につきましては、後ほど御説明をいたします。 

 1ページ左側の上段に戻っていただいて、年度ごとの財政規模を見て

みますと、合併建設計画に伴う建設事業がおおむね終了したことで、平

成26年度歳出決算は204億円、平成27年度は192億円と財政規模は縮小傾

向で推移してきました。しかしながら、平成28年度198億円、平成29年

度212億円、平成30年度212億円、令和元年度222億円と増加傾向に転じ

ています。要因としては、平成28年度から29年度については、学校規模

適正化に伴う統合小学校整備など、普通建設事業費が増加していること。

平成29年度から30年度については、平成30年7月災害に伴う災害復旧事

業費が増加していること、平成30年度から令和元年度については、道の

駅整備に伴う国道沿線活性化事業費などの増加が挙げられます。 

 続きまして、2ページをお開きください。 

 歳入決算について御説明いたします。 

 下から2段目の合計の欄ですが、227億6,119万9,000円で、平成30年度

と比較して、7億3,092万8,000円の増となっています。 
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 表の上段、地方税は、35億2,233万6,000円で、平成30年度と比較して、

4,952万4,000円の増です。全て税目が増となっています。 

 表の中段、普通交付税は、75億9,274万7,000円で、平成30年度と比較

して、1億6,353万7,000円の減です。 

 表の下から7行目、寄附金は3億3,067万8,000円で、平成30年度と比較

して、2億4,703万8,000円の増です。 

 以上のように、歳入全体の特徴としては、前年比で、7億3,092万

8,000円増額していますが、主な要因には、過年度災害に伴う国庫支出

金が増えたこと、また、ふるさと納税及び企業版ふるさと納税の寄附金

が増えたことなどが影響しています。 

 3ページを御覧ください。 

 歳入決算額と割合を円グラフにしたものでございます。 

 続きまして4ページのほうをお開きください。 

 性質別歳出決算について御説明いたします。 

 表の一番下の段、合計ですが、221億7,060万9,000円で、平成30年度

と比較して9億7,270万1,000円の増となっています。表の上段、義務的

経費のうち、人件費は35億7,014万円で、平成30年度と比較して、1億

4,996万3,000円の減、給料、委員報酬、その他非常勤職員人件費の減が

主な要因です。 

 公債費は、32億8,087万9,000円で、平成30年度と比較して、2億2,483

万9,000円の減です。 

 人件費、扶助費、公債費を含めた義務的経費は、任意には削減するこ

とが難しい性質の経費であり、歳出構成比42.8％で、市財政に占める割

合が高くなっています。人件費は、職員定員適正化計画に基づく適正な

定員管理に取り組み、縮減に向けた努力を続けています。 

 次に、その他の経費のうち、物件費は、32億469万3,000円で、平成30

年度と比較して、1億5,236万2,000円の増、橋梁維持費、地産地消推進

事業費の増が主な要因です。積立金は、7億3,397万1,000円で、平成30

年度と比較して3億9,809万4,000円の増、地域福祉基金、ふるさと応援

基金への積立金の増が主な要因です。 

 次に、投資的経費のうち、普通建設事業費は、29億944万6,000円で、

平成30年度と比較して2億1,928万3,000円の増。国道沿線活性化事業費、

観光振興事業費の増が主な要因です。 

 災害復旧事業費は、11億9,343万1,000円で、平成30年度と比較して2

億3,843万6,000円の増です。 

 以上のように、歳出全体の特徴としては、前年比で9億7,270万1,000

円増額しています。主な要因は、道の駅整備に伴う国道沿線活性化事業

費の増。田んぼアート公園整備に伴う観光振興事業費の増。ふるさと応

援基金への積立金の増などによるものです。 

 5ページを御覧ください。 

 5ページは、性質別歳出決算額と割合を円グラフにしたものになりま
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す。 

 続きまして6ページをお開きください。 

 目的別歳出決算です。 

 先ほど説明した性質別歳出決算を組み替えたものになりますので、詳

細の説明は省略いたします。 

 続きまして8ページのほうをお開きください。 

 財政状況を表す各指標について御説明いたします。 

 左側のグラフを御覧ください。 

 棒グラフは経常収支比率で、財政状況の弾力性をはかる指標となりま

す。人件費や扶助費、公債費などの経常的な経費に、市税収入や普通交

付税などの経常一般財源がどれだけ充当されているかを示す比率です。

一般的には90％を超えると弾力性を欠いているという評価になります。

当市においては98.2％という数値で、合併以降、最も高い値となりまし

た。 

 続きまして折れ線グラフは、実質公債費比率です。公債費が財政の規

模に比べて過大になっていないかをはかる指標となります。平成19年度

から平成21年度まで18％を超えていたことから、起債の借入れに許可が

必要な許可団体となっていましたが、平成22年度からは外れています。

比率が最も高かった平成20年度以降は、年々改善していましたが、平成

28年度から上昇に転じています。令和元年度では13.8％と、平成30年度

から0.4ポイント改善をしております。 

 続きまして、右側のグラフを御覧ください。 

 棒グラフは地方債残高を表しています。平成19年度から起債の償還を

前倒しして、繰上償還を進めた結果、平成23年度には約303億円まで残

高が減りましたが、平成24年度以降、光ネットワーク整備事業、葬斎場

施設整備事業などの大型事業の実施に伴い、多額の借入れをしたため、

地方債残高が増えました。平成25年度以降は、徐々に減少しており、令

和元年度の地方債残高は臨時財政対策債残高を含め、約253億2,200万円

となっており、平成25年度と比較して、約80億円減少、合併後最も残高

が少なくなっています。 

 折れ線グラフは、将来負担比率で、地方債残高や債務負担行為など、

将来負担する必要がある費用が財政規模に比べて、課題になっていない

かをはかる指標となります。国が定めた早期改善基準は350％で、当市

の令和元年度数値は94.1％です。 

 平成19年度の195.7％以降、順調に減少していましたが、平成29年度

より若干ではありますが、上昇に転じています。上昇の原因ですが、将

来負担額を構成するもののうち、地方債現在高は減少していますが、将

来負担に対する充当可能財源である充当可能基金の保有額が減少してい

ることなどが影響しています。 

 9ページを御覧ください。 

 普通交付税について御説明いたします。 
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 普通交付税は、市の面積、人口、公共施設の数、職員の数など、行政

機関として備えるべき機能を維持するために、標準的にかかるであろう

費用を算定した基準財政需要額から当市の税などの収入から、算定した

基準財政収入額を引いた額が交付されます。基準財政需要額が表の中段

辺りの（ア）の数値、基準財政収入額がその下の（イ）の数値、普通交

付税の交付額が一番下の数値です。令和元年度は、基準財政需要額は

110億8,966万3,000円。基準財政収入額は34億4,506万7,000円です。平

成26年度から合併特例加算の段階的な縮減が始まり、平成30年度で終了、

令和元年度からは一本算定となりました。 

 下の折れ線グラフを御覧ください。棒線に三角の表示のある線が合併

算定替を示し、棒線にひし形の表示のある線が一本算定を示しています。

平成26年度から合併特例加算の縮減が始まり、合併算定替のグラフが

徐々に下へ下がって、一本算定のグラフのほうへ近づいています。一方、

一本算定のグラフについては、平成26年度から徐々に上のほうへ上がっ

ています。これは、合併団体には当初想定されなかった特別な事情があ

るということで、平成26年度から平成30年度までの5年間をかけて、段

階的に織り込んだ結果、増加しています。 

 続きまして、10ページをお開きください。 

 基金の状況について御説明いたします。基金は大きく3つの種類に分

けられます。 

 1つ目は、市の貯金に当たる基金で、財政調整基金と減債基金です。 

 2つ目は、特定目的基金で、現在17の基金があります。 

 3つ目は、特別会計の所管する基金です。表の上段、財政調整基金と

減債基金を合わせた残高は、表の右側になります。令和元年度末で11億

3,938万5,000円となりました。平成30年度から約7億円減少しています。

令和元年度中の積立てと取崩しの状況ですが、積立ては平成30年度歳計

剰余金1億1,000万円と、元金3,159万1,000円。利子160万1,000円をそれ

ぞれ積み立てています。取崩しは財源不足の調整財源とするため、財政

調整基金を5億3,404万5,000円、減債基金を3億3,000万円取り崩しまし

た。 

 次に、特定目的基金の残高は、17の基金合計で58億4,135万1,000円。

平成30年度から約2億円増加しています。特別会計の所管する基金を含

めた全ての基金の合計は、令和元年度末で78億2,828万4,000円となって

います。今後、普通交付税、市税収入など、自主財源の大幅な伸びは期

待はできないことから、長期的な視野に立って、基金を有効に活用して

いく必要があります。 

 続きまして12ページをお開きください。 

 会計別地方債現在高について御説明いたします。この表は各会計の地

方債の残高についてまとめたものです。令和元年度末の残高は、上の表

の一番下、上記のうち普通会計分の欄で、右から3列目、253億2,223万

5,000円。平成30年度から8億4,845万7,000円減少しています。 
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 13ページを御覧ください。 

 地方債別現在高、及び借入先別現在高について御説明いたします。 

 左側の表は、先ほどの地方債現在高を事業債の区分ごとに分けたもの

です。最も多いのは合併特例事業債で、全体の38.5％を占めています。

次に多いのは、普通交付税で措置し切れない部分として、平成13年度か

ら発行されている臨時財政対策債で、全体の29.2％を占めています。そ

の次に多いのは過疎対策事業債で、全体の19.9％を占めています。 

 地方債現在高は、約253億円ですが、合併特例事業債、過疎対策事業

債は70％が交付税措置され、臨時財政対策債については100％措置され

ますので、実際の市の負担額はそこまで多いわけではありませんが、地

方債残高があまり増えるのは好ましいものではありません。今後も適切

に管理していく必要があります。 

 右側の表は、借入先別に分けたものです。最も多いのは、財政融資資

金の政府資金で、全体の32.8％を占めています。次に多いのは、その他

の金融機関で、主には広島北部農協から借りており、29.4％を占めてい

ます。 

 続きまして、14ページをお開きください。 

 このページは普通会計の数値を算出するために、一般会計、コミュニ

ティ・プラント整備事業特別会計の数値の合算の仕方についてまとめた

ものです。説明については省略いたします。 

 15ページを御覧ください。 

 このページは、類似団体の決算数値を取りまとめたものです。参考ま

でに御覧ください。 

 16ページ以降は、資料編となっています。 

 令和元年度決算普通会計財政状況についての説明は、以上となります。 

 続きまして、令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比

率について、御報告いたします。 

 資料は、こちらの次につづってあるものになります。 

 報告書のほうですけれども。報告書の1ページをお開きください。 

 総括表として、普通会計における実質赤字比率、全ての会計を合算し

た連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4指標を掲げて

おります。実質赤字比率、連結実質赤字比率については、いずれの会計

も実質収支が黒字であることから、赤字の比率は出ておりません。実質

公債費比率は、公債費の元利償還金や公債費に準ずる経費を市の標準財

政規模を基本とした額で除した比率で、公債費が財政規模に対して過大

になっていないかを確認する数値でありますが、前年度と比較して0.4

ポイント改善し、13.8％となりました。 

 次に将来負担比率でございますが、これは地方債残高や職員の退職手

当に係る費用、設立法人の負債額等に係る将来負担見込額など、将来的

に負担することになっている実質的な負債に当たる額を把握し、負債の

償還に充てることができる基金等を考慮の上、市の標準財政規模を基本
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とした額で除した比率でございます。本市の将来負担比率は、前年度と

比較して2.1ポイント悪化し、94.1％となりました。 

 2ページをお開きください。 

 2ページからは、それぞれの指標の算定内容を記載しております。 

 まず、実質赤字比率でございますが、一般会計等の実質収支額は2億

5,189万8,000円の黒字であります。したがいまして、実質赤字比率は生

じておりません。 

 3ページの連結実質赤字比率についても、一般会計と特別会計等を合

算した実質収支、資金収支が黒字であることから赤字比率は生じており

ません。 

 4ページをお開きください。 

 実質公債費比率でございますが、この指標は単年度ごとに算出した数

値を3か年の平均で表すこととなっております。中段のオの欄に、単年

度の指標を掲げておりますが、令和元年度が13.2％、平成30年度が

13.8％、平成29年度が14.6％となっております。 

 5ページは将来負担比率の算出でございます。アからクについては、

令和元年度末の地方債現在高などの将来的に負担することになっている

負債の額でございます。ケ、コ、及びサについては、上記将来負担額に

係る充当可能財源等で、財政調整基金などの基金や地方債の元金償還と

して交付税措置される額などでございます。将来負担比率の算定方法は、

下段のとおりで、令和元年度決算に基づく比率は、94.1％となっており

ます。 

 6ページをお開きください。 

 令和元年度決算に基づく資金不足比率の報告でございます。これは、

一般会計等の実質収支に当たる公営企業の資金不足について、事業規模

いわゆる営業収益に対する比率でございます。総括表に掲げております

ように、各企業会計の資金不足比率は、いずれも実質収支が黒字であり、

資金不足額は生じていないことから、比率として計上されません。なお、

比率が20％を超える場合は、経営の健全化を求める基準となります。 

 7ページは、法適用の水道事業会計に係る資金不足額を記載しており

ます。 

 現金、預金、未収金等の流動資産、6億269万9,000円が、未払い費用

などの流動負債1億5,028万8,000円を上回っており、4億5,241万1,000円

の資金剰余額となっております。 

 8ページをお開きください。 

 8ページには、法非適用の公共下水道事業特別会計を初め、合わせて4

特別会計の資金不足額等を記載しております。令和元年度決算における

各会計の実質収支額は、いずれの会計も黒字であり、資金不足額はあり

ません。なお、公営企業会計の運営においては、本来、独立採算が原則

でございますが、現在これらの公営企業会計においては、使用料収入等

の収益で、全ての費用を賄うことができないため、収支不足額は一般会
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計から繰り出して補塡を行っております。一般会計の将来的な財政状況

を鑑みますと、現状のような繰り出しを引き続いてできるかは不透明で

ありますので、使用料等の見直しの下に企業会計の健全かつ安定的な運

営に努める必要があります。 

 以上、財政健全化法に伴う健全化判断比率等の御報告をさせていただ

きました。実質公債費比率、将来負担比率の数値ともに、早期健全化基

準は下回っておりますが、適正に管理していくことが必要でございます。

今後も、より一層の財政健全化を目指し、財源確保と徹底した経費の削

減を図って、より効率的、効果的な行財政運営に努めてまいりたいと考

えております。 

 以上で説明を終わります。 

○大下委員長  これより質疑に入ります。 

 先ほどの概要説明について、質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

 これより、総務部の審査を行います。 

 概要の説明を求めます。 

 西岡総務部長。 

○西岡総務部長  改めましておはようございます。 

 それでは、総務部に係ります、令和元年度の決算の概要について御説

明申し上げます。 

 最初に、各会計に関係をしております、職員人件費の状況について総

括的に御説明を申し上げます。 

 先ほど、企画振興部長が説明しました財政状況、この資料もう一度お

願いしたいと思うんですが。この4ページです。 

 普通会計の性質別の歳出決算の状況のうち、義務的経費の人件費でご

ざいます。先ほど企画振興部長が説明をいたしましたように1億4,996万

3,000円の減額となっております。そのうち、その下の欄の職員給でご

ざいますが、前年と比べまして6,933万3,000円の減額となっております。

職員定員適正化計画を進める中で、職員数6名の減が主な要因でござい

ます。 

 職員人件費については以上でございます。資料、以上でございます。 

 次に、総務部における歳出を総括的に申し上げます。 

 決算額は、事業費ベースで申し上げますと、前年度と比べまして、全

体で約1億5,000万円の増となっております。主な要因につきましては、

情報管理課が所掌いたします、光ネットワークの管理事業費におきまし

て、県道の施設整備などによりまして、光ケーブルなどの支障移転や、

庁内ネットワークシステムの更新などにより、1億900万程度。また、財

産管理課が所掌をいたします、地域活動拠点施設事業費、及び庁舎管理

事業費におきまして、吉田町の可愛振興センターの増改築や八千代支所

の移転など、これらによりまして4,800万円程度増加をいたしたところ
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でございます。 

 私からは以上でございます。 

 引き続き、詳細につきましては、各担当課長、担当室長より、説明を

させていただきます。どうかよろしくお願いします。 

○大下委員長  続いて総務課の決算について説明を求めます。 

 内藤総務課長。 

○内藤総務課長  おはようございます。 

 それでは、総務課が所掌いたします事業の決算の概要につきまして、

令和元年度主要施策の成果に関する説明書に沿い、御説明をさせていた

だきます。 

 説明書の9ページを御覧ください。 

 人事管理事業でございます。 

 事業概要ですけれども、職員の人材育成、人事管理、福利厚生や給与

管理でございます。 

 下段の左側、実施内容欄のほうを御覧ください。職員人材育成事業で

は、市独自で行います研修や県の研修センターなどでの研修を実施をい

たしております。職員人事管理事業では、第4次定員適正化計画に基づ

く定員管理を行うとともに、人事評価を行っております。職員福利厚生

事業や衛生管理事業では、定期健康診断を実施をするとともに、カウン

セラーによるカウンセリングを実施をいたしております。 

 その右側、成果と課題欄を御覧ください。 

 まず、成果でございます。職員の定員管理では、定員適正化計画に沿

い、職員数の削減を行っております。また、働き方改革の取組も行って

きております。 

 次に、課題でございます。増加傾向にあります時間外勤務時間数の削

減に向けた取組が引き続き必要であると考えております。 

 次に、1枚はぐっていただきまして、裏面の10ページを御覧ください。

総務一般管理事業でございます。 

 事業概要は、行政情報提供や、顧問弁護士委託など、総務一般管理で

ございます。 

 下段の左側、実施内容欄、こちらのほうを御覧ください。まず、行政

情報提供事業ですけれども、行政嘱託員によります通知公報の発送を行

っております。次に日直・宿直事業では、本庁より各支所での日直・宿

直業務を行ってきております。顧問弁護士委託では、本市顧問弁護士へ

相談業務を委託をいたしております。その他といたしまして、高等学校

等活動支援補助金の交付に加え、令和元年度においてはＪＲ芸備線の運

休に係る市内高等学校通学生徒支援補助金の交付を行っております。 

 その右側、成果と課題を御覧ください。 

 まず、成果でございます。行政嘱託員制度では、会計年度任用職員制

度の導入に伴い、新たな行政嘱託員制度を構築をいたしまして、現在の

嘱託員に対しましては説明会を開催し、制度変更の周知を図ってきてお
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ります。日直・宿直事業では、昨年9月の八千代支所移転に伴いまして、

新たな体制で委託業務を行ったことにより、委託料の削減を行っており

ます。逓送用公用車運転業務では、昨年4月から1日２便１台体制とし、

使用する公用車を2台から1台に減車し、公用車維持管理費の削減を行っ

ております。 

 次に、課題でございます。 

 通知広報物を、広報あきたかたに集約することにより、行政嘱託員の

負担軽減、及び委託料の削減に努めてきておりますけれども、高齢者の

方におかれましては、紙媒体によるチラシ形式のほうがより周知性が高

いとの御意見もあります。このような地域事情も考慮しながら、推進を

していく必要があると考えています。 

 続いて、右側の11ページを御覧ください。 

 法制執務事業でございます。 

 事業概要は、情報公開、個人情報保護、及び法制執務に関する事務で

ございます。 

 下段の左側、実施内容欄を御覧ください。 

 情報公開、個人情報保護事務では、公開請求や開示請求について、制

度運用を行うとともに、公文書等管理、情報公開、個人情報保護審査委

員会を開催しております。法制執務事務では、条例等の制定や改廃を行

っております。 

 その右側の成果と課題欄、こちらを御覧ください。 

 まず、成果でございますが、昨年4月から紙ベースの例規集を全て廃

止をしたことによりまして、例規集更新費用の削減を行っております。 

 次に、課題でございますけれども、これは昨年度から引き続きとなり

ますが、支所の移転や解体等を見据えまして支所保存文書の整理を、引

き続き行う必要があると考えております。 

 以上で、総務課の説明を終わります。 

○大下委員長  これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 金行委員。 

○金 行 委 員  総務課でいろいろ改革されて、かなりの節減が出ておりますよね。ト

ータルどのぐらいの節減が出ておりますか。お聞きします。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 暫時休憩いたします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午前０９時４４分 休憩 

      午前０９時４４分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○大下委員長  会議を再開をいたします。 

 内藤総務課長。 

○内藤総務課長  縮減ということでございましたけれども、いろいろ事業をさせていた

だいてる中で、例えば先ほどの宿日直さんの辺りで申しますと、こちら
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の成果と課題欄にも入れておりますけれども、八千代支所移転に伴いま

して、約30万円の委託料の減という辺りが出ておりますし、というとこ

ろになってまいります。 

 以上です。 

○大下委員長  よろしいですか。 

 金行委員。 

○金 行 委 員  個々には分かるんですが、トータル的に計算してあるなら、どのぐら

い出ているかというのを、お聞きしたんです。していなかったら、また。 

○大下委員長  内藤総務課長。 

○内藤総務課長  大変申し訳ございません。トータル的な数字は持ち合わせておりませ

ん。 

 以上です。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 前重委員。 

○前 重 委 員  10ページですね、総務一般管理事業の中で、実施内容欄で、顧問弁護

士の委託で相談件数が平成30年度が12件だったのが、このたび28件だっ

たかな。倍以上の相談件数ということで、この要因ですね。主立ってど

ういったことが上がってきてるのか、この辺をお聞きしたいと思います。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 内藤総務課長。 

○内藤総務課長  今委員御指摘のように、倍以上の数に上がってきております。昨年に

つきましては、まず市の顧問弁護士の方2名おいていただきます。1名は

民事を専門にされる先生、それから1名は刑事事件を専門にされる先生

ということでございます。 

 その中で、昨年その28件のうち、民事を担当していただく先生には23

件、それから刑事事件を専ら担当される先生においては5件ということ

でございまして、やはり刑事事件に関連する相談件数が増えております。

また、やはり、いじめ等々の諸問題、そういったものも出ておりまして、

民事の先生への相談というものも、増加しているというところが要因で

ございます。 

 以上です。 

○大下委員長  よろしいですか。 

 前重委員。 

○前 重 委 員  こういったところが職員さんに影響が出てくるのか、来ないのか。そ

の辺について、やはり増えてくるということになると、職員の責務と言

いましょうか。やらないといけないこと自体がおろそかになってきて、

こういったいろんな問題に対して、集中してやるような形になると、他

がおろそかになってくるような状況になりかねないんじゃないかと、考

えるわけです。 

 各全体を管轄する中で、教育委員会、今いじめとかありましたが、そ

ういった関連ですると、先ほどありましたストレスとかいろんな形が職
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員さんに、どんどんどんどんストレスがたまってくるという形になりか

ねないんじゃないかということを、私としたら気にするわけです。職員

さんの中にも、そうしたことでやはり休暇を取ってくるということが、

ちょっと考えられます。今現在職員さんに対して、研修とかされており

ますが、そういった状況等は今のこの市の行政執行等に対して、影響が

出ているのか、出ていないのか。その辺について伺いたいと思います。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 内藤総務課長。 

○内藤総務課長  まず弁護士相談の件ですけれども、弁護士相談につきましては年々増

えておりますが、一方でやはり法律等の解釈部分についてアドバイスを

多分に頂いているところがございます。そういった解釈の部分、それか

ら法的にどのような形で対応させていただければいいのか。そういった

ところに対してアドバイスを頂いておりますので、これは職員にとって

はとても強みだというふうに考えております。 

 一方で、今御指摘のように、こういった対応に対する職員のストレス、

これも大きなものがかかってるというのも事実としてございますので、

これにつきましては、やはり1人で当たるのではなく、組織として、対

応していくというのがとても大事になってまいります。その中にあって

一つのこととして、弁護士の先生のアドバイスを頂戴し、それも用いて

いくということもあろうと思いますが。まずは組織で当たりながら、ス

トレスをためないということも大事ですし、万が一ストレス等々たまっ

た場合、またある場合、本人もしんどいというときにはカウンセリング

もありますので、そういったところを使っていただきながら、職員の健

康維持、精神面も含めて図っていきたいと考えます。 

 以上です。 

○大下委員長  前重委員。 

○前 重 委 員  弁護士さんのほうではアドバイスも頂くということを今言われました

ので、これをどうのこうの言うんじゃないんですが、職員さんに疲労が

ないような形で、アドバイスがうまく、そういう形の対応の中に入って

いるということになれば、理解しますので、しっかりとその辺も含めて、

職員さんに過度なストレス等がたまらないような形で、執行業務に当た

っていただきたいと願っております。 

 終わります。 

○大下委員長  ほかに質疑はありますか。 

 新田委員。 

○新 田 委 員  旧町から引き継いだ文書、昨年も同じ内容だったと思うんですが、今

後の方向性がもし今年度等決まっていれば、その辺を教えてください。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 内藤総務課長。 

○内藤総務課長  昨年度も課題の中に入れております。やはり、たくさんの文書がござ

います。また、文書の整理中では歴史的に保管をしなければいけないも
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の、また廃棄をしていくもの、そういった分類分けというのもございま

す。ただ、行います職員も限られておりますので、単年度でできること

が限られておりますが、やはり引き続きやっていく必要があると思って

おりますので、先ほども申し上げましたけれども、また今後、支所等の

文化センターの移転に伴っていきますと、また支所の書庫あたりの整理

もしていく必要があります。それをにらみながら、少しずつ整理をして

いくということでありますので、引き続きという形で進めていきたいと

思っております。 

 以上です。 

○大下委員長  新田委員。 

○新 田 委 員  デジタル化に伴い、せっかくそういった技術がもう進んでいるので、

どうかこの大切な資料、永久に残していくということであれば、早めに

手続をされることを希望しておきます。 

 以上です。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 山根委員。 

○山 根 委 員  私も文書のことについてお聞きしたいと思います。関連なんですけれ

ども。 

 公文書の管理については、安芸高田市はある程度早めに条例化されて

いたのじゃないかと思うんですけれども、その中で一度聞いたときには、

各担当というか、文化の中で、整理をしていって保管についてもちゃん

とできるようになっていると聞いておりました。それがいまだにこうや

って上がってくるということが、残念だなと思うのと。それから、終戦

にかけても芸備線沿いで、向原、甲田については、被災者を受け入れた、

そういう写真や文書等も残ってたと思います。終戦後もう70何年たちま

すけれども、そういう貴重な資料等もあったのに、あるときに関わる方

に処分したというようなことも聞こえてきましたので、しっかりとそこ

のところは押さえて、歴史にまつわること、さらには公文書の条例です

よね。ありましたよね。その中でこうこうこうやるといったことについ

ては、各職員がしっかりと押さえていって、残していただきたいと思い

ます。管理はよろしくお願いいたします。 

○大下委員長  答弁はいいですか。 

 内藤総務課長。 

○内藤総務課長  ありがとうございます。委員御指摘のとおり、公文書の管理しっかり

としていく必要があると思っております。 

 まず、平成16年合併をいたしまして、合併後で毎年結構な量の書類が

保管庫のほうへ入ってまいります。これにつきましては、ルールに基づ

きさせていただいております。また、合併までの旧町の書類につきまし

ても合併して数年後には、各書庫の中を一度全ての書類を、ファイリン

グを整理し、リスト化して、データベースにしております。その部分で、

まだデータベースにはしておりますので、どういったものがどこの書庫
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にあるというのは把握しておりますけれども、個々のものがどういった

ものなのかというところの整理が、終わるまでに膨大な時間がかかって

おります。ここをしっかりと今後も進めていくということでございます

ので、先ほど御指摘いただいた部分、それはしっかりと踏まえながら整

理を進めていきたいと思います。 

 以上です。 

○大下委員長  ほかに質疑はありますか。 

 宍戸委員。 

○宍 戸 委 員  9ページの右側の活動成果指標というのがありますが、そこで職員1人

当たりの時間外の計画が93.7時間、それが実績では105時間ということ

になっておりますが、この原因をお願いいたします。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 内藤総務課長。 

○内藤総務課長  時間外の縮減でございますけれども。昨年度におきましては、時間外

のほう101時間ということで、本年度105時間というところで4時間ほど

増加をしております。 

 時間外の縮減に努めておりますけれども、1つの要因といたしまして、

一昨年度より6名ほど職員が計画値の中でも減っていっておりますけれ

ども、それに事務事業の縮減のほうが伴っていないという辺りが、この

原因だというふうに捉えております。 

 以上です。 

○大下委員長  よろしいですか。 

 宍戸委員。 

○宍 戸 委 員  時間外というのは、なかなか減ってくるというのは、職員数も減って

きておりますので、そこらの負担が大きくなる。いろいろ働き方改革を

する中で、できるだけ縮減をしていくように、努力をお願いしたいと思

います。 

 それからもう一つ、その上の研修参加者数1,460人、これが985人とな

っておりますが、これらの原因は何でしょう。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 内藤総務課長。 

○内藤総務課長  研修につきましては、当市で行います独自研修、それから研修センタ

ーで行います研修とございます。独自研修につきましては、人権研修で

ありましたり、また接遇マナーの研修、それから人事評価の研修など行

っておりますし、研修センターにおきましては、各職務階層ごとに行う

管理職なら管理職研修、また特別研修といたしまして、民法とか税務と

かというふうな辺りの研修も受講をいたしております。 

 計画値として、前年度と同等ぐらいの人数を受講していただきたいと

いうふうには計画をしておりますけれども、結果的にこの人数になって

いるということでございます。 

 今後につきましても、積極的に研修を開催するとともに、各職員に対
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して、研修を受講するよう促していきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○大下委員長  ほかに質疑はありますか。 

 玉井委員。 

○玉 井 委 員  10ページの通知広報、広報あきたかたのことでお伺いいたします。 

 課題のところで、地域事情も考慮しながら推進を進めていく必要があ

るというふうになっていますが、その中身を教えていただきたいと思い

ます。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 内藤総務課長。 

○内藤総務課長  通知広報につきましては、毎月一遍、行政嘱託員の方を通じまして、

各市民の方に行政からのお知らせをさせていただいてます。その中には、

広報等もございますし、議会だより等も入っております。その中に、個

別にチラシを同封してお配りをしておりますけれども、この部分がやは

り増えますと、行政嘱託員で配っていただく重量も増えますし、また当

然枚数が増えますので、委託料等も増えてくるということがあります。 

 そういった中、ここ数年その縮減のため、できるだけ取りまとめて、

計画的に広報あきたかたの中へ記事として入れていただくような取組を

ずっと進めてきております。ただ、一方で、あきたかた広報の中に記事

として入りますと、やはり目立ちにくくなるという課題もありまして、

御高齢の方からは、やはり1枚もののチラシがいいとか、という声も一

方では頂いております。 

 その辺の両立もあるということで、一方的に記事の中にまとめていく

ということではなく、この辺りの御意見も頂きながらということで考え

ております。 

 以上です。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 児玉委員。 

○児 玉 委 員  9ページの人材育成の件なんですが、人事評価制度を本格導入し、と

ありますけれども、これ以前から言っとるんですが、人事評価システム

を、給与システムと連動しないとやはり職員のモチベーションが上がら

んのじゃないかということは常々お願いしとるんですが、やはり一緒に

連動して。給与システムの見直しというのは、まだまだ当面進めるとい

うお考えはないでしょうか。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 内藤総務課長。 

○内藤総務課長  既に人事評価につきましては、進めておるところでございますけれど

も、今委員御指摘のとおり、それを給与の昇給、また給与の格付への活

用というところには至っていない現実がございます。 

 進めていくよう考えておりますけれども、やはり評価を行う評価者、

こちらの能力アップというところ、また本市の人事評価につきましては、
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組織目標を各個人の目標として業績評価の目標として取り組む姿勢でご

ざいますので、この目標設定のつくり方。こういったところへの課題が

まだまだありますので、この辺りも研修を通じながら、レベルアップを

し、早期の活用につなげたいというふうに考えております。 

○大下委員長  児玉委員。 

○児 玉 委 員  やはりインセンティブがないと、そういったところっていうのは非常

に評価を行っても効果が出てこないんじゃないかと思うので、そこらを

ぜひ、能力の部分をどう見るかですが、例えばその給与全体の中で全く

100％ということにはいきませんから。5％でも、10％でも、そこらをぜ

ひ考えていっていただきたいと思いますが。 

 それともう一つ、職員の福利厚生ということで、定期健康診断とかカ

ウンセリングを行っているということですけれども、その成果と課題の

ところには、例えば定量的に病気で休んでおられる方が、どれぐらいの

減になったとか、あるいはカウンセリングを行うことによって退職とか

休職とか、そういった件数が減ってきたとか、ある程度定量的に効果が

把握できる部分というのは、できれば数値を出していただければと思う

のですが、その辺いかがでしょうか。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 内藤総務課長。 

○内藤総務課長  カウンセリングにつきましては、ここ数年、一定の割合で受診をする

職員がおります。ただ、やはり定量的な数字を出していくことは、あま

りそぐわないというふうには考えておりまして、今のような記述にとど

めております。 

 現状で申しますと、カウンセリングを受診をしながらでも、今長期に

わたって、また短期でも休職をしているという職員は現段階ではおりま

せんので、少しずつ職場でのフォローアップ、コミュニケーションの取

り方、またこういったカウンセリングの利用、こういったところの効果

が出てきているのではないかなというふうには、総務課としては考えて

おります。 

 以上です。 

○大下委員長  ほかに質疑はありますか。 

 児玉委員。 

○児 玉 委 員  感覚的にはそういう取られ方をするんでしょうけれども、こういうと

ころに成果と課題という結果で出す以上、やっぱりそこはある程度数値

で出せるものは、できる限り数値評価に切り替えていくということをぜ

ひ考えていただきたいということをお願いしておきたいと思います。 

 答弁は結構です。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、これをもって総務課に係る質疑を終了いたします。 

 次に、秘書広報室の決算について説明を求めます。 
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 新谷秘書広報室長。 

○新谷秘書広報室長  おはようございます。 

 総務課秘書広報室が所掌いたします事務事業令和元年度における決算

について、主要施策の成果に関する説明書により説明をいたします。 

 12ページをお開きください。 

 広報広聴事業でございます。 

 決算額は、2,248万3,000円でございます。広報あきたかたの発行、及

びホームページの管理等による情報の提供を行っております。 

 下段左側、実施内容欄を御覧ください。 

 主な実施内容といたしましては、毎月1回の広報紙の発行、ホームペ

ージの保守管理に伴う業務委託を行ったところでございます。 

 右側、成果と課題欄を御覧ください。 

 成果といたしましては、災害時の情報発信に課題がありましたが、災

害用トップページを設置することで、情報を特化させるとともに、ホー

ムページへの負荷を低減させることができました。 

 課題といたしましては、まず動画広報への対応と情報発信媒体の活用

でございますが、視覚と聴覚に訴えることができる動画広報への対応に

取り組むとともに、より多くの人に情報を伝えていくため、ターゲット

に応じた情報発信媒体を活用してまいりたいと考えております。 

 また、障害者を含め、誰もがアクセスしやすいホームページとするこ

とを目的とするウェブアクセシビリティ確保の推進につきましては、ホ

ームページを作成する際のマニュアルの整備を進めてまいりたいと思っ

ております。 

 以上で、秘書広報室が所掌いたします事業に係る令和元年度決算の説

明を終わります。 

○大下委員長  これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 秋田委員。 

○秋 田 委 員  まず前置きで断っておきますけれども、否定するものではないんです

が、広報紙についてお伺いしたいと思います。 

 成果のほうでアンケート結果で読みにくいという回答のほうが2％し

かなかったんで、読みやすい紙面になっているというふうに記述されて

おられます。さっき言うたように否定するんじゃないですが、ある意味、

読みやすい広報紙、議会のほうも一生懸命広報委員さんが取り組んでお

られますが、そこら辺りは、やっぱり一番は市民の声だと思うんです。

当然、ここのアンケートの数値は、その基になっているということなん

ですが、アンケート自体の結果についてはどのようになってるのか、内

容についてお伺いできればありがたいんですが。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 新谷秘書広報室長。 

○新谷秘書広報室長  アンケート結果につきましては、広報紙に、結果報告はさせていただ

いておりますが、対象のほうが市民全員ではないというところがありま
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す。アンケートを出された方っていうのが、全体ではないので、一部の

アンケートっていうところは否めない部分がございます。 

 アンケートの詳細、今持ち合わせてないんですけれども、確認いたし

ましたところでは、ほとんどの方が広報紙を読んでいるよということを

答えていただいており、読みやすい広報となっている。それは、業者に

委託していることを受けて、行政が作る物よりも、業者に全面委託して

いるという部分の評価ではないかなと考えております。 

○大下委員長  秋田委員。 

○秋 田 委 員  分かりました。 

 ただ、業者さんが作っていただいている中では、民間委託したのは2

年前でしたか。それまでは行政のほうで作られてたんですけれども、民

間に委託されて、やはり地域の声をしっかり聞いた広報紙になるという

ことになれば、行政、職員さんのほうも入っていって、より読みやすい

広報紙になるということが大事だと思うんですが、そこら辺りは今後、

やはり民間にずっと委託したままで、任せてやっていくという考えなの

か、少しずつ変えるところがあれば。 

 例えば、さっき行政情報提供という部分でも通知広報については、い

ろいろ行政嘱託員さんにもお願いしている中で、なかなか紙面が読まれ

てないといったような部分の声も聞いたことがあるので、そうしたこと

を踏まえたときには、読みやすい広報紙になるのは、ちょっと意味が違

うかも分かりませんが、しっかり内容的なことで、読みやすい広報にな

っていただくということなんですが、そこら辺り、今後どのようにお考

えか、お伺いして終わりたいと思います。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 新谷秘書広報室長。 

○新谷秘書広報室長  読みやすい広報という部分でございますが、行政が全く関わっていな

いということではなく、企画の段階で、行政と業者で、企画会議をいた

しまして、掲載の中身について検討させていただいております。 

 記載につきましても、随時業者側と連携を取りまして、構成等を行っ

ておりますので、全く投げたまんまということではございません。今後

につきましても、より市民の方の意見を聞きまして、より良い広報紙を

つくってまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 熊高委員。 

○熊 高 委 員  広報について今までにもいろいろ申し上げてきましたが、まずページ

数が多過ぎるというのがずっと気にはなっておりますし、内容も本当に

市民が欲してるような情報かどうかということも含めて、何をもって読

みやすいというような評価になったかというのは、詳しくは私も出した

ものを見ておりませんけれども。 

 特に、地域の人が読みたいのは、やはり身近な情報が欲しいというの
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が随分あるんですね。例えば、高宮で、地域版の月間の広報というのが

ありましたが、これまだ続けてはもらっておりますが、配送等もかなり

集約をしているということで、そういった地域で読みたいものがなくな

って、全体で趣味的なものも多く含んでおりますので、そういった意味

で本当に市の広報であるかというような中身の精査も、もっともっと必

要じゃないかと思います。 

 以前も申し上げましたが、広島市の広報は新聞紙の半分の紙面に簡潔

に出してありますし、それぞれ区ごとの情報がそこに載っております。

そういったものも含めて、やはり全てを読むというのはなかなか難しい

と思うんですよね。特に若い皆さんが紙という媒体を読みにくくなって

いるということも含めて、情報の発信の在り方もあるんでしょうけれど

も。そういったことを考えると、本当に読みやすいという評価が、それ

で満足してもらっては困るなという気がするんですが。総括的なことで

申し訳ないですけれども。さらに、本当に市民に身近なものになるよう

な方法というのは、読みやすいという評価で、ここで満足していくのか

なという気がしますが、その辺はどういうふうに受け止めておられるか。

改めてお聞きしたいと思います。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 西岡総務部長。 

○西岡総務部長  以前にもそういった内容の質疑いただいたと思いますが、基本的にこ

れまでも申し上げておりますように、情報発信においては、いわゆる相

手方がどういった部分を望むかと。その媒体においても、今後において

先ほど委員おっしゃったように、若い世代であったり、高齢者であった

り。そういった部分での区分けという部分、手法を今後考えていく必要

があろうと思います。 

 場合によっては、全ての家庭へ紙媒体でお送りすることは要らないと

か。ホームページに掲載しておれば、それで若い人は見られるとか。そ

ういった部分を、含めて今後考えていかないといけんと思っております。 

 以上です。 

○大下委員長  熊高委員。 

○熊 高 委 員  一定の理解はしてもらっとるというふうに思うんですが。 

 例えば新聞を読むときでも、全て隅から隅まで読むわけじゃないんで

すね。ざっと読んで、必要なところを精査をしていくという読み方が必

要だというふうに思うんですね。ですから、パッと見たときに、ここが

読みたいという場面が、見るためには大きな紙面で枚数を少なくして、

目に入るものを選択できるような、そういった紙面にしていただくとい

うことが必要かなと思いますので、さらにバージョンアップしていただ

きたいということを要望して終わります。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 前重委員。 

○前 重 委 員  今のお二方の関連になるんですが、12ページに、私のほうはちょっと
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いい形でこれは伸びてるのかなということで理解してるんですが、広報

の発行部数ですよね。これが昨年に比べると3,600部ぐらい増えとるわ

けですよ。ということは、皆さんが目に取っていただける広報になって

きているのかなと。私はちょっと感じておる状況です。 

 今言われるように、今安芸高田市高齢化率4割です。そういう中でこ

れが部数が増えてきている状況にあるのか。それとも、会社等、企業誘

致される中で、そうしたところに含めて、広報が発送されているのか。

どういったところに、こういう部数をプラスした要因がきているのか。

逆に言うと、今度は嘱託員は減っとるわけですよね。地域でなかなかそ

ういう状況で配られないということで、減っている中で増えてる。やは

りそこら辺のプラスの要因が何かあるのかなと考えます。その辺の要因

等分かれば教えていただきたいと思います。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 新谷秘書広報室長。 

○新谷秘書広報室長  発行部数のプラスの要因でございますが、寄附でございます。寄附の

ほうをしていただいた方に対しまして、広報紙のほうを発送をさせてい

ただいております。 

 また、事業所のほうにも配布をさせていただいたり、また商工会を通

じまして関連した事業所のほうにも配荷等をさせていただいたりしてお

ります。広く皆さんに手に取っていただくように、努めているところで

す。 

○大下委員長  前重委員。 

○前 重 委 員  できましたら、そういった内訳も書いていただいとけば、より市民に

分かりやすいかなと。やはり安芸高田市がそうやって応援してくれてる

外部、東京圏域、関西圏域の方とか、こういったところに発信していた

だいとるいうことを理解していただければ。やっぱり安芸高田市もまだ

まだこれから、外へ出て、市長さんも言われておりますが、世界一の町

にしたという思いでおられると思いますので、その辺に向けて、しっか

りと広報、これからも続けていただければと思います。 

 終わります。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、これをもって秘書広報室に係る質疑を終了いたしま

す。 

 ここで10時30分まで休憩といたします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午前１０時１８分 休憩 

      午前１０時３０分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○大下委員長  休憩を閉じて、再開をいたしますが、その前に委員の皆さんに、本日、

決算の審査でございますので、質疑を簡潔にお願いしたいと思います。
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よろしくお願いします。 

 次に、情報管理課の決算について説明を求めます。 

 竹本情報管理課長。 

○竹本情報管理課長  それでは、情報管理課が所掌いたします事務事業の令和元年度におけ

る決算の概要について、説明をいたします。 

 主要施策の成果に関する説明書の13ページをお願いいたします。 

 光ネットワーク管理運営事業でございます。 

 実施内容につきましては、中国ブロードバンドサービス株式会社と情

報通信に関するＩＲＵ契約を締結し、行政情報の提供サービスを実施い

たしております。また、あじさいネット及びお太助フォンを運営するた

めに、伝送路の保全・機器設備の改修等を行ったところでございます。

支障移転については、強度不足の電柱等の移転、道路拡張工事等に伴う

移転等を行ったところでございます。 

 課題でございますが、お太助フォンの更新について、今後の新サービ

スの展開に対応し、情報取得方法が選択できる、拡張性のある更新とな

るよう、費用対効果を考慮しながら、計画的に更新を進める必要がある

と考えております。 

 次に、14ページをお願いいたします。 

 地域情報化推進事業でございます。 

 実施内容につきましては、ＩＣＴの利活用を総合的に進めるため、市

内全域に敷設した光ファイバーによるインターネット環境を生かした取

組について、調査検討を行い、令和元年度は、観光目的のアクセスポイ

ントを道の駅に2か所、災害関連用アクセスポイントとして、主要避難

施設2施設に設置いたしました。また、お太助フォン設置補助金交付事

務、地デジ難視聴解消工事補助金交付事務を行い、お太助フォンでのホ

ームページ閲覧機能の追加や、オープンデータの公開をいたしました。 

 課題でございますが、今後の災害関連用のＦｒｅｅＷｉ－Ｆｉ環境整

備につきましては、通常利用者との兼ね合いや費用対効果を考慮し、設

置場所を検討していく必要があると考えております。引き続き、ＩＣＴ

を活用した新たなサービスの検討と、既存サービスの向上に努めてまい

ります。 

 次に、15ページ、広域ネットワーク管理事業でございます。 

 実施内容につきましては、本庁及び各支所の主要ネットワーク機器で

あるＡ3スイッチやＬＧＷＡＮ系仮想サーバ、ＡＤサーバをはじめとし

た、各サーバ機器類の更新を公募型プロポーザルにより、金銭面、技術

面を総合的に判断し、調達を実施。予定どおり、令和2年3月から稼働を

いたしております。また、本更新で八千代支所を含めたループネットワ

ークを構築し、基幹業務系、ＬＧＷＡＮ系、インターネット系、教育系

を完全分離し、セキュリティの高いネットワーク構築を実現いたしまし

た。 

 ネットワーク保守につきましては、インターネット系、ＬＧＷＡＮ系、
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基幹系のネットワークごとに、ウイルス対策や修正プログラムの配信等

のセキュリティ対策を行うとともに、定期的なネットワークメンテナン

ス等により、安定したネットワーク環境の提供に努めてまいったところ

でございます。 

 課題でございますが、セキュリティ強靭化により進めた、ネットワー

ク三層分離は安定した運用が実現できておりますが、次期自治体情報セ

キュリティクラウドの構築検討が総務省で始まっており、現状からさら

にセキュリティ要件、技術的要件が変更になる可能性が高い状況にあり

ます。また、近年の情報技術の高度化に伴い、市民サービスの向上や行

政事務の効率化が進む一方で、個人情報の漏えいやシステム障害による

業務停止などの様々な問題が起こり得る可能性があり、これらの問題に

対し、情報資産の保護や情報システムの安全、信頼性を確保するため、

ネットワークやセキュリティ対策等に関する最新情報を迅速に入手し、

ネットワークの安全、安定かつ、効率的な運用について、恒常的に調査

研究を行い、運用方法についても随時見直す必要があると考えておりま

す。今後も全職員にセキュリティやネットワーク運用について周知し、

人的セキュリティを向上させてまいります。 

 次に、16ページをお願いいたします。電算システム事業でございます。 

 実施内容でございますが、住民基本台帳ネットワークシステムの更新、

後期高齢者医療システムの開始を実施いたしました。また、基幹業務シ

ステム、及び内部情報系システムの新元号対応も予定どおり実施完了い

たしました。 

 セキュリティ対策につきましては、全職員を対象として、マイナンバ

ー制度、及び個人情報保護に関することに重点を置いた情報セキュリテ

ィ研修を実施いたしました。 

 課題についてですが、マイナンバー制度関係のシステム改修が毎年続

いております。今後も予想されますが、不透明な部分があり、必要経費、

及び改修スケジュール等の精査が難しい状況があります。国、県等の関

係機関及び当市関係部署との情報共有、連携により、適切なシステム改

修を進める必要があると考えております。 

 また、ＡＩ及びＲＰＡの導入を推進するに当たり、どのような業務で

活用を図れるか、費用対効果を含めて検討する必要があると考えており

ます。 

 いずれにいたしましても、システム導入、改修を進める上で、導入、

改修費用及びライフサイクルコストを抑制しながら、適正なシステム導

入、改修を行う必要があると考えております。 

 以上で、情報管理課が所掌いたします事業に係る令和元年度決算の概

要説明を終了いたします。 

○大下委員長  これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 新田委員。 

○新 田 委 員  13ページなんですが、お太助フォンが恐らく30年度と比べて300台程
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度減っているのは、これはお亡くなりになられて、自然減という形で減

ったのか。その辺がもし調査がされていればそれを1点。 

 もう1点は、青地域の無線エリアの解消ということで非常にありがた

いことだと思うんですが、もしほかの地域の方向性が決まっていれば、

その辺もちょっと伺います。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 竹本情報管理課長。 

○竹本情報管理課長  まずお太助フォンの設置台数につきましては、お亡くなりになられた

方とかいった人口減に伴います、部分で、やめられる方がいらっしゃい

ますが、逆にインターネットのほうで情報収集するということで、あじ

さいネットをインターネットのほうに切り替えられるとか、あじさいネ

ットにインターネットを追加されるとかという部分で、お太助フォン自

体は減っておりますけれども、インターネット系のあじさいネットのサ

ービスについては、増えている状況にあります。 

 それと、もう1点、現在あじさいネットのサービス、無線エリアにつ

きましては、昨年度当初までは8か所無線でのサービスを行っておりま

す。そのうち、昨年度、美土里町の青地区について有線化を実施いたし

ました。今年度、美土里町の本郷橋上地区について、有線化を実施する

予定にしております。引き続き、次年度以降におきましても、支障のあ

る部分につきましては、無線エリアから有線化に向けて順次対応をして

いきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○大下委員長  新田委員。 

○新 田 委 員  ぜひとも有線化を早めにやっていただければと思います。 

 特にインターネットの閲覧数が、30年度と比べて1万件ぐらい増えて

ると思うんで、その辺はすごく評価できるなと思ってます。引き続き、

先ほど課長がおっしゃったとおりで、インターネットの安芸高田市のホ

ームページをしっかり閲覧できるような、仕組みを引き続き推進してい

ただければと思います。 

 以上です。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、これをもって情報管理課に係る質疑を終了いたしま

す。 

 次に、危機管理課の決算について説明を求めます。 

 神田危機管理課長。 

○神田危機管理課長  危機管理課が所掌します決算の概要について御説明をさせていただき

ます。 

 説明書の17ページをお開きください。 

 最初に消防施設管理整備事業でございます。 

 消防団活動に必要な設備、資機材、あるいは消防水利の整備や維持管
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理を行うものでございます。 

 実施内容としましては、消防団車両の更新として、2台の消防積載車、

それから1台の指揮広報車の計3台の車両を更新を行いました。防火水槽

設置事業としましては、吉田町と向原町において、それぞれ1基ずつの

防火水槽の設置を行いました。消防団施設の修繕として、高宮方面隊第

3分団車庫の屋根が老朽化しておりましたので、これを修繕をいたしま

した。そのほか、消防団詰所、あるいは車両の維持、管理の支払い、そ

のほかでございます。 

 成果でございますが、消防団車両、及びポンプの更新によりまして、

車両、ポンプともに性能が向上しております。また、防火水槽を設置す

ることによりまして、地域の消防水利の確保を図ってまいりました。 

 課題でございますが、旧式の防火水槽について、維持修繕、市民から

の要望などが増えております。それから、防火水槽の設置要望が11件ご

ざいまして、これからも計画的な整備が必要となってまいります。 

 続きまして、18ページをお開きください。 

 非常備消防事業でございます。 

 これは、消防団員の報酬や費用弁償等でございます。 

 実施内容は、消防団員の報酬、費用弁償、退職報償金が主な支出とな

っております。出動につきましては、火災、水害、捜索出動が計29回、

延べ1,573名が出動しております。そのほか訓練、研修、啓発等の活動

を行っております。 

 成果としましては、30年7月豪雨災害を踏まえまして、水害に備えた

水防訓練にも積極的に取組を行ってまいりました。 

 課題としましては、毎年引き続きではあるんですが、定員数よりも大

幅に団員数が少ない状況でありますので、団員の確保が課題でございま

す。 

 続きまして、19ページを御覧ください。 

 災害対策事業でございます。 

 これは、防災・減災のためのソフト的事業を中心にした事業でござい

ます。 

 主な実施内容としては、災害時の職員の配備態勢の時間外等の人件費、

それから備蓄物資の購入、それからＷＥＢ版のハザードマップを構築を

いたしました。自主防災活動への補助などでございます。 

 成果につきましては、ＷＥＢ版ハザードマップを構築したことにより

まして、最新のハザードマップの情報を毎年更新できるようになりまし

た。そして、拡大して詳細を知ることができるようになりましたので、

個々の家の状況とかが分かりやすくなったということでございます。 

 課題につきましては、避難行動要支援者の対策でございまして、この

支援体制の基となる個別計画の作成にはまだ至っておりませんので、引

き続き取り組んでまいりたいと思います。 

 続きまして20ページを御覧ください。 
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 交通安全推進事業でございます。 

 これは、安芸高田警察署、あるいは交通安全推進隊などと連携し、交

通安全施策を推進する事業でございます。交通死亡事故ゼロを目指して

取組を進めましたが、残念ながら昨年は1件の死亡事故がございました。 

 実施内容としては、高齢者運転免許証自主返納事業により、107人の

方に自主返納を促しました。交通安全テント村などの啓発や、交通安全

推進隊への活動補助などを行いました。 

 成果につきましては、高齢者の交通安全意識の向上を図ったほか、運

転免許自主返納者が昨年に引き続き100人を超え、高齢ドライバーによ

る事故防止に貢献できたものと思っております。 

 課題につきましては、死亡事故は減少傾向にあるものの、高齢歩行者

が犠牲となる事故が発生しております。高齢歩行者の保護、啓発につい

ても力を入れる必要があると考えております。 

 続きまして、21ページを御覧ください。 

 防犯事業でございます。 

 これは、防犯パトロールなどの防犯活動、並びに防犯灯の新設補助を

行うことにより、地域の安全・安心に対する取組を行うものでございま

す。 

 実施内容は、ソフト面では、地域安全推進員への研修会の開催、老人

クラブなどへの防犯啓発活動、それから防犯連合会が主体となった各種

の活動が主なものでございます。 

 施設面では、防犯灯設置事業補助制度の実施を行いまして、18団体に

31基の補助金を交付をしております。 

 成果につきましては、県警から派遣の危機管理課職員が講師として特

殊詐欺被害防止などの講話を行いまして、防犯意識の向上を図ってまい

りました。 

 課題としましては、若年層への防犯教育などにも取り組む必要がある

と考えております。 

 22ページをお開きください。 

 最後に、消費者行政推進事業でございます。 

 これは、消費生活相談を行う事業でございます。 

 実施内容は、64件の消費生活相談や啓発、それから広島県からの移譲

事務である電気用品安全法などによる立入検査などを行いました。 

 成果としましては、消費者相談窓口が身近な相談窓口として定着して

きておると思います。安芸高田市での特殊詐欺被害は、今のところ発生

をしておりません。 

 課題としましては、相談員が交代しまして、相談員の研修などにより

知識や経験の向上が急がれるものと考えております。 

 以上、簡単ではございますが、危機管理課の説明を終わります。 

○大下委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 山根委員。 
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○山 根 委 員  19ページの災害対策事業について、成果としてＷＥＢ版ハザードマッ

プを構築したことにより、我が家のハザードマップを作成することがで

きるようになったと、成果で挙げられてますが、成果はものによっては、

すぐ課題となると思います。 

 マップが構築された。ＷＥＢが使える方はそれを取り込んで、我が家

のハザードマップ、また地域のハザードマップをつくることもできます

が、そういうＷＥＢ等、日頃使ってない方にとっては、何がどうなって

るのか、この成果は成果にはなりません。これをどういうふうに使うの

かは課題として、また市のほうではまちづくり、振興会等、そういうと

ころとの連携も必要だろうし、今コロナの時代ですので、もう振興会よ

りも行政区単位での防災計画等も必要になってきてると思います。しっ

かりと、今こうできたから、という成果だけに終わらずに、次へのステ

ップも課題として出てくるべきだと思いますが、いかがお考えですか。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 神田危機管理課長。 

○神田危機管理課長  委員御指摘のとおり、この一応システム上は我が家のハザードマップ

をつくることができるようになりましたけれども、確かにホームページ

をうまく見ることができない、印刷がうまくすることができないという

方も多いと思います。そういった方々には、市役所、あるいは支所に来

ていただいて、あるいはお尋ねいただいて、御提供させていただくこと

を考えてまいりたいと思います。 

 それらの広報も、今年度はコロナの関係で自主防災の研修活動がなか

なかできておりませんけれども、そういった研修活動などを通じて、市

民の皆さんに広報し、市役所に気軽に御相談をいただけるように、広報

してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○大下委員長  よろしいですか。 

 山根委員。 

○山 根 委 員  今後に向けては、そのように考えてらっしゃるということで、それが

課題として挙がってきてなかったので、申し上げました。 

 令和元年度の決算でありますが、市長もブック形式で、また自主防災

については、また配布されるということですけれども、それを配布した

のは成果ではありますが、その先をどのように使っていただくかという

のは、やはり課題となりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○大下委員長  ほかに質疑はありますか。 

 児玉委員。 

○児 玉 委 員  18ページのコスト情報の事業費の報償費ですが、退職報償金、これ28

名分で1,600万、実際には計画のときに2,500万、900万ぐらい多く見積

もられとったわけですが、ちょっと金額的には非常に多いんで、予想が

これはできるんじゃないかと思うんですが、その辺の違いを少し、当初
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予想とどうしてずれたんかというのを説明していただけますか。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 神田危機管理課長。 

○神田危機管理課長  まず、退職がどれぐらいあるかという見込みはなかなか立たないのが

現状でございます。それに加えて、退職報償金は、全てが市の財源では

ございません。入ってくるものでございますので、多めに予算を取って

おきまして、入ってきてそのまま出るといいますか。出した額がそのま

ま入ってくるといいますか。そういう事業でございますので、多めに予

算を組んでいるというのが現状でございます。 

 以上でございます。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、これをもって危機管理課に係る質疑を終了いたしま

す。 

 次に、財産管理課の決算について説明を求めます。 

 稲田財産管理課長。 

○稲田財産管理課長  それでは、財産管理課が所掌いたします事業の決算の概要について、

引き続き令和元年度主要施策の成果に関する説明書に沿って御説明させ

ていただきます。 

 説明書の23ページを御覧ください。 

 一般車両管理事業でございます。 

 事業内容は、公用車の維持管理や総括管理でございます。 

 下段左側、実施内容欄を御覧ください。 

 公用車台帳を基に、車検の手配や所有車のメンテナンスを実施してお

ります。また、10年10万キロを基準として、所有車両を廃止し、維持管

理コストの削減を図るため、フルメンテナンスリース車両に変更してお

ります。車両の更新に際しては、普通自動車から軽自動車への変更も行

っております。廃車車両売却では、インターネット入札により売却を実

施しております。 

 その右、成果と課題欄を御覧ください。 

 まず、成果でございますが、本課で管理しております車両の70台中、

75％の軽自動車化を図りました。また、インターネット入札によりまし

て、廃車車両4台を売却し、合計188万4,000円の収入を得たところでご

ざいます。 

 次に、課題でございますが、職員によります車両事故が多発している

ため、安全運転講習等の事故防止啓発等を行う必要があるかと思ってお

ります。 

 続いて、24ページを御覧ください。 

 公有財産管理事業でございます。 

 事業概要は、未利用地の売却、貸付事務、建物災害共済保険事務など、

市有財産の総括管理でございます。 
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 下段左側、実施内容欄を御覧ください。 

 （1）公有財産総括管理では、台帳の整理、未利用地の売却及び貸付

け等を実施しております。また、福原八幡神社裏市有地ののり面復旧工

事を執行しております。（2）建物災害共済保険事務、及び（3）財産区

運営事務を行っております。 

 その右、成果と課題欄を御覧ください。 

 まず成果でございますが、未利用地の売却3か所、及び貸付け107件を

実施しております。 

 次に、課題でございますが、現在の売却可能地は、狭小地や不便な立

地など、魅力のない土地が大部分であり、掘り起こしが必要であります。

また、ＰＲの仕方にも検討が必要であると思っております。 

 続いて、25ページを御覧ください。 

 地域活動拠点施設事業でございます。 

 事業概要は、地域住民の拠点施設である基幹集会所の総括管理、及び

地域小規模集会施設整備費補助金に係る事務でございます。 

 下段左側、実施内容欄を御覧ください。 

 基幹集会所管理運営では、30施設28団体と、指定管理に伴う年度別協

定を締結いたしております。また、修繕要望のあった8施設の修繕の実

施、可愛振興センターの増改築工事、ほか2件を実施いたしました。ま

た、地域小規模集会施設整備費補助金の交付を行っております。 

 その右、成果と課題欄を御覧ください。 

 まず成果でございますが、地域小規模集会施設整備費補助金3件を交

付いたしております。また、可愛集会所を年度当初より利用停止し、指

定管理も途中解約を行いました。令和2年度で解体いたします。 

 次に、課題でございますが、基幹集会所の計画的な修繕等を行うため

に、長寿命化計画5年ごとの見直しが必要かと考えております。 

 続いて、26ページを御覧ください。 

 庁舎管理事業でございます。 

 事業内容は、本庁舎及び各支所庁舎の維持管理に係る事務でございま

す。 

 下段左側、実施内容欄を御覧ください。 

 本庁舎及び各支所庁舎維持管理として、19件の修繕対応、維持修繕工

事として、本庁、アージョのエレベーターの経年劣化対応の修繕工事、

甲田支所への落雷に伴う緊急工事、消防点検による不具合箇所の修繕工

事を実施いたしております。その他として、八千代支所のフォルテの移

転完了、美土里支所の空調リースの実施、本庁舎クリスタルアージョの

修繕計画により個別計画の策定を行いました。 

 その右、成果と課題欄を御覧ください。 

 本庁舎のピーク電力抑制に取り組み、契約デマンドを410から406に下

げることにより、基本料金の抑制が図れました。 

 次に、課題でございますが、各支所の老朽化による維持管理費の増加
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及び職員数比に対しての保守管理費、維持管理費のコストの増により、

総合管理計画の方針にのっとり、支所移転等を検討していかなければな

りません。また、本庁舎、クリスタルアージョの個別計画に即した長寿

命化を図っていく必要があります。 

 続いて、27ページを御覧ください。 

 用度管理事業でございます。 

 事業概要は、事務用消耗品及び事務機器の総括管理でございます。 

 下段左側、実施内容欄を御覧ください。 

 消耗品管理では、消耗品の見積入札による一括発注、及び一括購入を

実施しております。消耗品の購入に際しましては、記載しておりますと

おり、全品市内業者から調達しております。事務機器総括管理、広告掲

載寄附封筒の寄附募集、及び封筒掲載広告の募集を実施しております。 

 その右、成果と課題欄を御覧ください。 

 まず、成果でございますが、消耗品に関してはその都度、見積入札の

実施や消耗品の品目を絞ることにより、コストの削減に努めております。

また、事務機器に10台の一括入札によりコストの削減を図ることができ

ました。広告掲載封筒印刷におきましては、広告入り封筒の納入募集を

したところ、参加がありませんでしたので、独自に募集を行い、コスト

削減を行いました。 

 次に、課題でございますが、コピー用紙購入費用抑制のため、電子媒

体による資料作成など、ペーパーレス化の推進、及び大量配布物の印刷

費や消耗品の増加抑制を担当課と図っていく必要があると思っておりま

す。 

 以上で、財産管理課の説明を終わります。 

○大下委員長  これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 山根委員。 

○山 根 委 員  27ページの用度管理事業の、活動と成果指標の中で、本庁舎の輪転機

使用枚数が計画値をぐっと上回る実績値になっておりますが、これにつ

いては何か理由があるんでしょうか。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 稲田財産管理課長。 

○稲田財産管理課長  輪転機の使用枚数なんですが、これについてはコピー機よりもこの印

刷輪転機のほうが経済的に金額が安く済むという部分で、皆さん大量印

刷するときに、その輪転機を積極的に使われるという成果だと思ってお

ります。 

 以上です。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、これをもって財産管理課に係る質疑を終了いたしま

す。 



32 

 ここで、総務部全体に係る質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、これをもって全体質疑を終了し、総務部の審査を終

了いたします。 

 ここで、説明員交代のため、暫時休憩いたします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午前１１時０２分 休憩 

      午前１１時０３分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○大下委員長  休憩を閉じて、再開をいたします。 

 次に、会計課の決算について審査を行います。 

 要点の説明を求めます。 

 森岡会計管理者。 

○森岡会計管理者  会計課が所掌いたします令和元年度の決算状況につきまして、主要施

策の成果に関する説明書に基づき御説明をいたします。 

 事務事業評価シートの153ページをお開きください。 

 事務事業名は、会計管理事業でございます。 

 事業費の決算額は520万6,000円でございます。 

 事務事業の実施内容は、現金の出納及び保管、各種伝票審査、決算の

調整等の出納事務で、支払期限内に遅滞なく迅速適正に支払い事務を行

うため、職員の会計伝票作成事務能力の向上を図る取組を実施いたしま

した。また、コンビニ収納では、会計課において、収納消込を行うとと

もに、項目ごとの集計結果データを年度末に各課に提供し、情報の共有

を図りました。 

 成果と課題でございますが、総支払件数6万2,753件のうち、電子デー

タによる振込件数は5万7,508件で、その比率は昨年度と比べ若干下回っ

ておりますが、相手先口座の消滅や異動等による振り込み不能件数は前

年度より減少し、振り込み適正化率としては、99.75％と高い水準を維

持しております。 

 課題といたしましては、職員の事務処理能力の向上が引き続いた課題

であり、そのため伝票作成時においてミスがあった場合、職員の個別指

導を随時行っており、職場内にも徹底をするように指導を継続しており

ます。今後も公金の適正な管理のため、こうした取組を継続してまいり

たいと考えます。 

 以上で、会計管理事業に関する決算概要の説明を終わります。 

○大下委員長  これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、これをもって会計課の審査を終了いたします。 

 次に、行政委員会総合事務局の決算について審査を行います。要点の
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説明を求めます。 

 国司行政委員会総合事務局長。 

○国司行政委員会総合事務局長  失礼いたします。それでは、行政委員会総合事務局が所掌する事務

事業の決算について要点の説明をいたします。 

 説明書の192ページをお願いいたします。 

 監査委員事業です。 

 実施内容としては、例月現金出納検査など、4種類、7件の監査等を実

施しました。 

 成果として、年間監査計画のとおり実施し、その結果をホームページ

で公表しております。 

 課題として、定期監査の実施部局数が、実施機関の関係で年間1つの

部局としており、効果的、かつ効率的に実施する必要があります。 

 次に、193ページをお願いします。 

 選挙管理委員会事業です。 

 委員会を9回開き、議案69件を審議しました。また、検察審査員、及

び裁判員それぞれの候補者予定者の選定をしました。 

 成果として、必要な議案の議決等、事務を適正に行っております。 

 課題としましては、選挙制度の改正に応じて、必要な運営を図る必要

がございます。 

 次に、194ページをお願いします。 

 選挙啓発事業です。 

 明るい選挙推進協議会の研修会、小中学生による選挙啓発ポスター募

集など、8回の啓発活動を実施しました。 

 成果として、選挙出前講座を外部講師によらず、選管職員で行うこと

ができました。 

 課題として、多くの人が政治に関心を持ち、選挙に積極的に参加して

もらうため、啓発活動を工夫する必要があります。 

 続いて、195ページをお願いします。 

 選挙執行事業です。 

 実施内容として、広島県議会議員一般選挙と参議院議員通常選挙を執

行し、安芸高田市長選挙、安芸高田市議会議員補欠選挙、広島県議会議

員安芸高田市選挙区補欠選挙の準備を行いました。 

 成果として、おおむね適正に執行できております。 

 課題として、職員の研修、及び選挙の都度、事務処理要領の再点検や

説明会で注意喚起の徹底をする必要があります。 

 続いて、196ページをお願いします。 

 公平委員会事業です。 

 令和元年度は、該当する事案はなく、総会・研究会へ参加、及び委員

会を1回開催しました。 

 成果として、研究会に参加し、人事行政に関する知識を学んでおりま

す。 
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 課題として、迅速に審査を行うため、引き続き、知識の習得が必要で

ございます。 

 最後に、197ページをお願いします。 

 固定資産評価審査委員会事業です。 

 令和元年度は審査申出はなく、委員会を1回開催し、研修会に1回参加

しました。 

 課題としては、迅速かつ適正な審査のため、引き続き、知識の習得が

必要と考えております。 

 以上で、行政委員会総合事務局が所掌する決算の要点の説明を終わり

ます。 

○大下委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 塚本委員。 

○塚 本 委 員  決算審査ですけれども、決算には直接ということにはならないかも分

かりませんが、啓発事業の中で、投票率が随分下がってきているという

状況を踏まえて、選管としてどのように捉え、また市長部局、市長さん

いらっしゃいますけれども、投票率を上げる工夫というか、そういうと

ころのお考えがもしあれば、お伺いしたいと思います。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 国司行政委員会総合事務局長。 

○国司行政委員会総合事務局長  投票率が年々下がっているということと啓発の在り方でございます。 

 一般質問でも通告されておられるようでございますが、これは全国的

な傾向ということで、総務省の出してる資料等も見ますと、やはり政治

に関心が薄くなっているのではないかという分析がされております。 

 事務局の立場での考えとしましては、本市において、なぜそういった

投票率が低下しているかという、調査、分析等はできておりませんけれ

ども、全国的な傾向と同じではないかとは考えております。 

 啓発につきましては、選挙管理委員会が直接やるものと、補助団体で

あります、明るい選挙推進協議会が実施する事業の、2つで今実施をし

ております。こちらの決算にも挙げておりますように、生徒議会、ある

いは選挙出前講座、ポスターコンクール等々で、今後選挙ができる若い

年代については、そういった啓発をしておりますし、選挙の都度、いろ

いろなチラシ等を発行しまして、啓発しておるところでございますが、

これもなかなか、これといった特効的な啓発の在り方というのは、今模

索しているというのが正直なところでございます。 

 一方で、県内、全国的に本市の投票率、決して低いほうではないとい

うのも現実なところでございます。 

 先日ありました、府中町の町議会議員、40％を切っているような状況

でございます。といいましても、年々低下しているというのは課題とし

て受け止めておりますけれども。いろいろと工夫をしながら、各市町、

あるいは全国的な、そういった先進的なところもまた研究しながら、取

り組んでいきたいと思っております。 
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 以上です。 

○大下委員長  塚本委員。 

○塚 本 委 員  今それぞれ全国的な傾向については、確かに述べられましたけれども。

しかし、本市のような、中山間地域、投票率を上げるための原因は既に

分かっておりますけれども、それを上げるための政策的な工夫というの

は必要だろうと思うんですよね。 

 ですから、具体的に、例えば、地域の投票所を随分削減してきたのも

一つの大きな原因にもなっておるし、高齢化率が高くなって、投票に行

きたくても行けない状況がある中で、具体的に投票率を上げるために、

本市としてどのようにすればいいかというところを、やはり検討してい

かないといけないのではないかと思うんですよ。もし、そこらを考えた

ときに、市長さんのほうで、そういうお考えがあれば、伺ってみたいと

思います。 

○大下委員長  石丸市長。 

○石 丸 市 長  一般質問に挙げていただいていましたので、その場でお答えすべきも

のだと認識しています。この場に関しては、簡潔に一言申し上げておく

と、今、説明があったとおり、傾向ですね。これを捉えての対策を今検

討している段階です。策については、具体的な内容は後日、御説明しま

す。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、これをもって行政委員会総合事務局の審査を終了い

たします。 

 ここで、説明員交代のため、暫時休憩をいたします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午前１１時１６分 休憩 

      午前１１時１７分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○大下委員長  休憩を閉じて、再開をいたします。 

 これより、企画振興部の審査を行います。 

 概要の説明を求めます。 

 猪掛企画振興部長。 

○猪掛企画振興部長  それでは、企画振興部に係る令和元年度決算の概要について説明いた

します。 

 企画振興部では、市の重点課題であります、人口減対策に係る諸事業

を着実に進め、活力あるまち、魅力あふれる安芸高田の実現を図るため、

各事業に取り組んでおります。 

 財政状況につきましては、先ほど御説明いたしましたが、普通交付税

の合併特例加算の終了など、歳入の一般財源が減少する中で、今後の財

政運営はますます厳しい状況が見込まれます。事業の選択と集中により、

重点課題に対処するため、令和元年度では、第4次行政改革大綱を策定
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いたしました。これに基づき、行政改革及び財政の健全化を着実に推進

していきたいと考えております。 

 また、ＳＤＧｓ、いわゆる持続可能な開発目標の理念を取り入れた第

2次まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し、目標体制に向けて進行

管理をしていく計画でございます。 

 生活交通確保対策では、お太助バスやお太助ワゴンの運行により、市

民の交通手段の確保に取り組みました。特に、平成30年の西日本豪雨で

鉄橋が被災し、不通となっていたＪＲ芸備線については、令和元年10月

に運行が再開され、市内3つの駅で運行再開イベントを開催いたしまし

た。 

 道の駅整備事業では、本市の新たな、にぎわいの場となり、産業や観

光の振興、交流人口の拡大、新たな魅力の創出など、市の活性化につな

がるよう、庁内各部局や関係機関等と連携し、施設の整備と運営体制づ

くりに取り組みました。コロナの影響でオープンは遅れましたが、現在

までに多くの人に御利用いただき、好評を得ております。 

 ふるさと納税につきましては、平成元年度は2億4,587万円の寄附を頂

き、目標をはるかに超える結果となりました。専門ポータルサイトやク

レジット決済の導入に加え、返礼品の工夫などでさらに寄附額を増やし

ていきたいと思います。 

 以上、概要説明とさせていただき、詳細につきましては、それぞれの

担当課長より説明をさせていただきます。 

○大下委員長  続いて、財政課の決算について説明を求めます。 

 高藤財政課長。 

○高藤財政課長  それでは、財政課が所管します事務事業評価シートにつきまして、御

説明をいたします。 

 28ページをお開きください。 

 財政管理事業では、通常、予算編成、決算、地方交付税の算定、起債

の借入れ等の事務を行っております。 

 実施内容につきましては、必要な施策の推進と財政の健全性を両立さ

せるための財政関連業務、市の最重要課題と位置づけております、人口

減対策、平成30年度決算分に係る財務書類の作成、また、公共使用料の

適正化として、集会施設、グラウンド、体育館の類似施設で料金が統一

されていなかったことから、統一単価を設定するとともに、合わせて減

免措置の見直しを行いました。 

 次に、成果と課題でございますが、成果といたしましては、公共施設

の受益者負担の適正化とともに、関係条例の利用料金に係る規定を改正

するとともに、使用料の減免では、施策等の整合に配慮し、適用範囲は

限定としたものといたしました。 

 課題といたしましては、財政上の評価指標である、経常収支比率が増

加傾向にあり、弾力性を欠いた財政構造となっていることから、さらな

る行革への取組と、事務事業評価シートを活用した事業効果の検証を行
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う必要があると考えております。 

 続いて、29ページをお願いいたします。 

 基金管理事業では、基金の管理事務を行っております。 

 実施内容といたしましては、基金の金融機関への預け入れにより発生

する利子について、552万4,000円、それぞれの基金設置時のルールに基

づきまして、7億2,844万6,000円の元金積立てを行っております。また、

基金の戦略的な活用として、ふるさと納税をふるさと応援基金に、2億

4,438万8,000円を積み立てるとともに、その基金。4,271万8,000円を財

源として、まちの魅力向上、移住定住につながる施策を実施いたしまし

た。 

 次に、成果と課題でございますが、成果といたしましては、災害時へ

の対応として、歳計剰余金のうち、1億1,000万円を財政調整基金に積み

立て、また、目的に応じた特定目的基金の活用を行っております。 

 課題といたしましては、市の貯金である財政・減債基金の年度末残高

が、災害対応等により、計画値より減少していることから、特定目的基

金の活用と合わせ、新たな行政改革大綱の実施計画の下に、行財政改革

による歳入確保と歳出削減による健全な財政運営の推進が必要と考えて

おります。 

 続きまして、30ページをお願いいたします。 

 償還金等管理事業では、起債の元利償還等の事務を行っております。 

 実施内容の欄を御覧いただきますと、義務的経費であります公債費に

つきましては、成果指標の欄にも記載しておりますように、財政規模に

比べて大きくなり過ぎないよう、実質公債費比率という指数で管理を行

っております。また、将来負担を軽減するため縁故債の利率見直しを行

いました。 

 次に、成果と課題でございますが、成果といたしましては、将来の負

担軽減のため、先ほどの縁故債利率見直しを実施いたしました。 

 課題といたしましては、普通交付税の減額等により、標準財政規模が

縮小傾向にある中、過去に行った大型事業の起債完了が終了したことに

より、実質公債比率におきましては、前年度と比べ0.4ポイント改善と

なりましたが、今後も厳しい財政状況が想定される中、経費削減のため

には、事業への起債充当は慎重に検討するとともに、その内容について

も精査の必要があると考えております。 

 続いて、31ページをお願いいたします。 

 行政改革推進事業です。 

 実施内容の欄を御覧ください。 

 まず、行政改革の推進です。第3次行革大綱及び実施計画に基づき63

の実施項目により、改革を推進しました。そして、第4次行革大綱につ

いては、行政改革懇話会への諮問、審議、答申を経て、令和2年1月に大

綱を策定いたしました。 

 行政評価システムの構築・運用につきましては、事務事業評価シート
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を主要施策の成果に関する説明書として、決算報告に活用し、ホームペ

ージでも公表するとともに、予算編成においても活用いたしております。 

 次に成果と課題でございますが、成果といたしましては、第3次行革

の取組につきましては、令和元年度が最終年の5年目の取組となり、実

施計画に基づき、着実に推進をしてまいりました。その効果額は令和元

年度分といたしまして、8億7,200万円となり、平成27年度からの5か年

の累計では、21億7,490万円となりました。また、第4次の大綱では、新

たな課題にも不断に取り組み、持続可能な行政経営を目指してまいりた

いと考えます。 

 課題につきましては、コロナ禍において懇話会の開催が見送りとなっ

たことにより、予定していた実施計画の選定に至っておりません。また、

第4次の大綱を推進するに当たりましては、現在実施しております全て

の事務事業について、新たな視点での見直しを行うとともに、効果の出

ていない事業等につきましては、廃止や縮小を含めた改善策等の検討が

今後必要と考えております。 

 以上で、財政課の説明を終わります。 

○大下委員長  これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 金行委員。 

○金 行 委 員  29ページの戦略的な活用で、まちづくりに関する事業に充当、4,271

万8,000円となっているのが、移住定住につながっているいうことで、

全て成果は出てないと思うんですが、今のところで出た数字があれば、

教えてもらいたいと思います。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 高藤財政課長。 

○高藤財政課長  これはふるさと応援基金の充当でございます。これにつきましては、

メニューも何項目かございます。そうした中で、先ほどありました、移

住定住というか、まちづくりのところを含めて、そういったところにも

充当しております。 

 そういう魅力あるまちづくりということが、移住定住にもつながって

くると思います。そういったことで、現在、定住人口のほうも若干増え

ているような状況もありますので、成果は出てきていると思っておりま

すが、そういったことを今後も目指しながら、基金の充当のほうを考え

ていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 山根委員。 

○山 根 委 員  ちょっと全般になるかもしれないんですけれども。行政改革推進事業、

31ページで成果を挙げられているということで、成果は成果であります

が、実際の安芸高田市の財政状況はなかなか厳しい状況で、新市長にお

かれましては、本会議のときに火の車という言葉も出されたと思います。 

 実質単年度収支についても4年続けてマイナスと。これについては以
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前合併後に3年続けてマイナスのときがありました。そのとき私は議員

ではなかったけれども、かなり大変な状況だということを後々研修いた

しましたときに、財政分析の先生から言われました。 

 そんな状況がありながらも、これまでの市長の中にはふるさと納税を

しっかりと大きく上げられてきたこともあります。今後について、決算

ですから、これを見て、できれば新市長にこの火の車と言われたこの決

算の問題点をバンカーとして見られたところの、御意見を頂きたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 石丸市長 

○石 丸 市 長  この場での答弁がどこまでが適切か自信がないので、できる限りでお

答えします。 

 課題・問題点としては、とにもかくにも固定費が大き過ぎるところに

尽きると思います。その背景というのは、極めて高福祉になっていると

いうところかと思います。それはもちろん、必要性があるから生まれた

ものだったはずなんですが、時間が経過する上で、果たしてそれほどの

サービス、これはインフラを含めてなんですけれども、それを保ち続け

ることが適当かという観点でいくと、恐らく不適当になってきていると。

要は、過度に行政がサービスを供給し続けている面がある。それが、こ

の財政の硬直化、財政状況が非常に厳しい、悪いというところの背景か

と認識しています。 

○大下委員長  ほかに質疑ありませんか。 

 児玉委員。 

○児 玉 委 員  29ページの先ほどの金行委員と同じなんですが、ふるさと納税ですよ

ね。唯一これが歳入でここのところ増えてきておるということで非常に

ありがたいんですが、その当然使用目的を書かれて、こういうもんに使

ってほしいという希望を書かれて出されておるんですが、実際には出さ

れたほうとしてふるさと納税していただいた方に対して、返礼品が届く

にしても、実際にお金はこういう場合に使用していますとかいうような、

そういった返信というか、返答いうのはこれはされているんですか。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 高藤財政課長。 

○高藤財政課長  ただいま財政課のほうでちょっと説明させていただきましたのは、基

金の管理ということでお話しさせていただいております。 

 このふるさと納税の所管が地方創生推進課のほうが、そういった、使

用目的等の管理とか、そういった公表とかということをやっております

ので、そちらのほうでまたお話をさせていただければと思います。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、これをもって財政課に係る質疑を終了いたします。 

 次に、政策企画課の決算について説明を求めます。 
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 河本政策企画課長。 

○河本政策企画課長  それでは、政策企画課が所管いたします事務事業の決算について、説

明をいたします。 

 主要施策の成果に関する説明書の32ページをお願いいたします。 

 道の駅管理運営事業です。 

 道の駅の整備事業については、庁内プロジェクトチーム会議を設置し

取り組みました。政策企画課では、事業全体の調整と道の駅の運営に向

けた事務を中心に、具体的な準備を進めてまいりました。道の駅の運営

母体となる安芸高田市、ＪＡ広島北部、広島駅弁当株式会社、安芸高田

市観光協会の4社での運営組織発起人代表者会議、運営組織準備会等の

会議を重ね、道の駅スタートに向けた協議、準備を進めてきたところで

す。 

 具体的には実施内容欄に記載をしております。 

 道の駅認定に向けての諸手続をはじめ、施設整備に向けた工事等につ

いては、それぞれの工事担当課と連携をして、進めてまいりました。ま

た、実際に道の駅にテナントとして入る事業者とともに、テナント会議

を開催し、開業に向けて万全を期してまいりました。 

 結果として、施設については、予定どおり、今年4月14日に記念式典

を開催し、工事の竣工を祝うことができました。しかしながら、開業に

ついては、新型コロナウイルス感染拡大により、ゴールデンウイーク前

のオープンとはならず、レストランも予定していたバイキング方式での

食事提供はできず、大幅に遅れて6月のスタートとなりました。オープ

ン後は来訪者数、売上げともに、大きなものを得ているというふうに聞

いております。 

 今後は、市としましても、効果的な地域振興につなげるよう努めてま

いります。なお、竣工式後は、商工観光課のほうに道の駅に関する事務

を移管しておるところでございます。 

 続きまして33ページをお願いいたします。 

 生活路線確保対策事業です。 

 当事業では、主に路線バスのお太助バス、予約乗合型のお太助ワゴン、

市町村運営有償運送のもやい便、トロッコ便の運行を実施しています。 

 実施内容の欄を御覧ください。 

 路線バスについては、11路線を6事業者で運行しております。お太助

ワゴンは、4区域を7事業者で運行し、加えて予約受付センターの業務を

地域振興事業団へ委託をしました。運行日数は242日、延べ3万1,994人

の方に御利用いただきました。1日の平均利用者数は、132.2人でした。

市町村運営有償運送は2地区で運行し、延べ1万34人の利用がありました。

広域路線バス、及び高校通学便については、それぞれ運行補助を行って

おります。また、安芸高田市公共交通協議会を開催し、市内における公

共交通の現状や課題の分析、持続可能な交通体系の実現に向けて関係者

と連携して協議を行いました。 
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 旧三江線に関しましては、その鉄道資産の活用について検討委員会を

設置し、4回の委員会を開催しました。式敷駅を中心に、にぎわいづく

りにつながる取組ができないだろうかという内容の報告書を提出いただ

きましたが、実施主体や財源等課題もあり、具体的な動きにはなってお

りません。 

 成果と課題ですが、現行の公共交通システムの運行を着実に実施した

ことにより、これまでどおり利用者の交通手段を確保することができま

した。また、被災しておりましたＪＲ芸備線は4月に部分運行の再開、

10月には全線運行が再開され、沿線市民とともに運行再開を祝い、改め

ましてＪＲ芸備線の重要性、必要性を感じたところであります。一方で

は、お太助ワゴンや路線バスの運転手の人出不足や若い年齢層のお太助

ワゴンの利用促進、さらには市外からの来訪者の移動等については、今

後の大きな課題とも言えます。 

 続きまして、34ページをお開きください。 

 企画調整事業です。 

 当事業では、広域行政に関すること、及び各種計画の管理等を主に行

っております。広域行政につきましては、共通する行政課題を広域的な

自治体間で連携し事業に取り組んでおります。具体的には、広島、山口

の24市町で構成する広島広域都市圏協議会に参加し、共同事業に取り組

みました。中でも、8つの市町で構成する神楽まちおこし協議会では、

事務局として、ひろしま神楽の日を開催するなど、ひろしま神楽をＰＲ

するとともに、後継者育成事業などを実施しました。 

 各種計画の管理等につきましては、実施計画のローリング、過疎計画

の変更等を行っております。 

 成果と課題です。成果につきましては、連携する自治体とともに、

様々な共同事業に取り組み、行政資源の相互利用や圏域内の住民へのサ

ービスの提供に努めることができました。また、神楽まちおこし協議会

では、ひろしま神楽の日での神楽上演など、神楽の認知度を高めること

に努めるとともに、子ども神楽の支援など、神楽後継者育成に努めてま

いりました。 

 課題としましては、総合計画の後期基本計画の策定のスケジュールが

今年度に持ち越しとなっております。また、過疎地域自立促進計画が今

年度をもって失効します。新法の制定や過疎地域の要件等について、本

市としての要望活動を行ってきました。また、市議会におかれましても、

国に対して意見書の提出等を行っていただきましたが、その内容等につ

いては、いまだ具体的なものが示されず、引き続き、要望活動に努めて

いくということを思っております。 

 続きまして、35ページをお願いいたします。 

 統計調査事業です。 

 実施内容でございますが、毎年実施します学校基本調査、工業統計調

査などに加え、5年に一度実施されます農林業センサスや今年度行われ
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ております国勢調査の調査区の設定などを行いました。 

 成果でございますが、統計調査の結果は、国や地方自治体の行政施策

などの基礎資料となるわけですが、調査員の御協力の下、調査結果を国

に提出することができました。 

 課題につきましては、統計調査員さんの確保に苦慮している現状がご

ざいます。調査員の負担軽減も含め、インターネットなどオンラインで

の回答の啓発を行うことも必要であるというふうに考えております。 

 以上で、政策企画課の説明を終わります。 

○大下委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 熊高委員。 

○熊 高 委 員  33ページの実施内容の一番下の旧三江線鉄道資産検討委員会、この予

算は幾らかかっていますか。 

○大下委員長  答弁を求めます 

 河本政策企画課長。 

○河本政策企画課長  検討委員会に係る予算につきましては、委員さんの報酬等の予算を組

んでおります。この表の中には具体的な数字は入っておりませんけれど

も、4回開催しております、委員さんの報酬を予算化しております。 

 以上です。 

○大下委員長  熊高委員。 

○熊 高 委 員  予算額はそんなに大きなものじゃないんだと思いますけれども。市民

を巻き込んだ検討委員会ですから、予算以上に、非常に市民も関わる中

で、期待を持った委員会だったというふうに思います。 

 年度が変わるということで、一定の整理をした上で終了しましたが、

これを新年度にどのように生かしておられるか、お伺いしたいと思いま

す。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 河本政策企画課長。 

○河本政策企画課長  今年3月の中盤ぐらいになりますけれども、委員会の検討内容につい

ての報告書をまとめ、それを市のほうに委員会から提出をさせていただ

いております。その内容につきましては、先ほども申しましたけれども、

具体的には式敷駅を中心に、にぎわいづくりができないだろうかという

ふうな内容でありました。このことにつきましては、市長等の交代もあ

りましたので、前市長の児玉市長のときに、この内容について報告をし

ておるところです。 

 もう一つは、ＪＲさんの資産となります鉄路、また鉄橋、それからト

ンネル等、そういった資産がありますけれども、そういったものについ

ても、ＪＲさんのほうから譲渡についての要望という期間が過ぎておっ

たわけですけれども、検討委員会をしているので、そこの部分をもう少

し回答を待ってくださいということで、延ばせていただいたのが、今年

の6月ということで一定の期間がありました。そういったところを前市

長のほうに報告をし、またそういった大きな資産の、譲渡についてとい
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うことの相談をさせていただき、そのことにつきましては、市として大

きな資産は譲渡を受けるべきではないだろうというところで、6月にＪ

Ｒさんのほうに譲渡については、鉄橋、トンネル等の大きな資産につい

ては、市のほうでは譲渡は受けられませんということを回答しておりま

す。 

 その後、この報告書に基づいて、それでは、これからの展開をどうし

ていくんかというところについては、今のところはまだ動いていないと

いう状況であります。 

 以上です。 

○大下委員長  熊高委員。 

○熊 高 委 員  ちょっと手順がおかしいんじゃないですかね。報告書を作るのが目的

でこの会議をしたわけじゃないんで、今後どう生かすかということで、

検討委員会で協議をし、その資産を活用しようということで、一定の方

向性を決めた。それを基に具体的に何かをしていこうという新年度に動

きがあるというふうに市民は期待をして待っておったんですよ。 

 それが、市民の検討委員会も含めて、全くそういう連絡がなく、ＪＲ

のほうは鉄道資産の一部を撤去する、そういったことに今6月にされた

ということですが。そういう情報が我々に全く入ってないんですよ。何

のために予算を使って、この検討委員会をしたかということが全く意味

がなくなってくるんですね。その辺をどのように今後考えていかれるの

か。確認をしておきたいと思います。 

○大下委員長  河本政策企画課長。 

○河本政策企画課長  ＪＲさんの所有されております鉄道資産の譲渡等につきましては、こ

の三江線が廃止になった時点から、1年間をもって市の要望をというこ

とで、期限が一旦ありました。その間には、式敷駅の一部と、それから

船佐駅の一部を市のほうで譲渡を受けるということで、やり取りがござ

いました。 

 その後につきましては、ＪＲさんのほうは鉄道資産のほうを大きな鉄

橋であったり、トンネルだったりの撤去については進められておったと

ころだと思いますけれども、昨年こういった検討委員会をするにあたっ

て、ＪＲさんのほうに再度協議を申し入れて、検討委員会を開くので、

撤去については少し待ってくださいという話をさせていただいて、その

期限が今年6月ということでありましたので、前市長と相談する中で、

その大きな資産については、市で持つべきではないだろうという判断の

下、ＪＲさんのほうにはそういった話をさせていただいたというところ

が、一つの経緯です。 

 それから、今後のこの三江線の鉄道資産に関わっての、昨年度開催し

た検討委員会をいかに生かしていくかというところではございますけれ

ども、現在のところ、先ほども申しましたけれども、実施団体となる、

どういった方々がそれをされるかというところ。あるいは投資的な経費

であったり、それを継続していくための経費であったり、そういったも
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のをどうしていくかというところの検討なりは、しておるところではあ

りますけれども。実際に、誰が本気になってやるんだというところが一

つは大きなところになるのかなと思っております。 

 ただ、現時点ではそういった動きもないというところで、動きが止ま

っておるという状況になっておるというところであります。 

○大下委員長  熊高委員。 

○熊 高 委 員  動きがないんじゃないんですよ。行政が動きを止めとるんですよ。 

 検討委員会でいろんな方向を出して、それに基づいて、今年度にそう

いった検討がされるんだろうと。市民の皆さん、一部の皆さん含めて、

いろんな夢を描いて行動しようとしておる。だけれども、ＪＲの資産と

しての間に入っとる行政の意向がやはりきちっと出てこないと、そうい

った動きになりづらいということですよ。 

 それを6月は市長の判断でＪＲ処分してもいいですよというような話

になったというのは、そんなことは市民は誰も知りませんよ。ＪＲが撤

去するというふうな意向を間接的に聞いて、初めて我々も知ったんです

よ。だからこの検討委員会というのは、何のためにやったんかというの

は全く分かりませんね。 

○大下委員長  石丸市長。 

○石 丸 市 長  今、大変気を使って言ってもらいまして、前市長という断りがあった

んですが、私が就任してからも、この話はレクチャーを受けて承知して

います。その中では、今あったとおり、検討委員会の一旦のこの委員会

の中での結論として、私のよく知る式敷駅かいわいですね、あの辺りの

みを有効利用していくと。それ以外については、ＪＲさんの意向に基づ

いて処分を進めるというところで、私も承知しています。 

 ただ、今熊高議員が御指摘のあったところは、この委員会の使い方そ

のものだというふうに認識をしています。そこについては、多分に改め

るべき、改善すべきポイントがあるんだろうと。私も今伺って感じまし

たので、その点については改めてこの委員会とは何ぞやと。どういうふ

うに使っていくべきものなのかというのは、再度検討していきたいと考

えています。 

○大下委員長  熊高委員。 

○熊 高 委 員  ぜひ検討委員会が年度で終わったと言いながら、このメンバーは期待

をしてますので、検討委員会の改めての集まりをするとか、そういうと

ころ含めて御検討いただきたいと思います。 

 以上です。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 山根委員。 

○山 根 委 員  基金について、質問しようと思ったのを思い出しましたので。 

○大下委員長  全体のときの質問。 

○山 根 委 員  いえ、今の基金管理で。 

○大下委員長  財政課。 
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○山 根 委 員  終わってしまいましたか。後で。 

○大下委員長  ほかに質疑は。 

 児玉委員。 

○児 玉 委 員  33ページの生活路線確保対策事業ですが、これは利用計画が1日当た

り160人に対して、実績が132人だったということであれば、1人当たり

のコストが上がったということになるんでしょうが。理由は、いろいろ

書いてありますけれども、それと合わせて上の事業費が当初2億見てた

のが、決算額が1億8,000万ぐらいになっとる。これやっぱりそこの何と

いうんですかね、利用が減ったから事業費が減ったんか。そこをちょっ

とよくうまく相関関係分からんので、説明していただけますか。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 河本政策企画課長。 

○河本政策企画課長  確かに利用者の方が減っているというのも事実ではありますけれども、

この予算にそこまでの影響があったかということは、そうではありませ

ん。どういったことかといいますと、お太助ワゴン、それからお太助バ

スの運行事業者さんに対して、市のほうが委託契約を組んで、委託料を

支払っていくと、いうことで事業を進めさせていただいてるんですけれ

ども、その委託料については、数年前からちょっと制度が変わりまして、

国からの補助金が実はここにも計上されてないように、市にもともと入

っていたものが、制度が変わった時点で運行事業者さんのほうに国から

の補助金が直接入る制度に変わってます。これが多分7年ぐらい前だっ

たと思うんですけれども。 

 そういった状況の中で、運行事業者さんの1年間の運営資金というの

が、その補助金が4月、5月、年度が終わった後に入ってきますので、運

転資金がないというところで、市のほうから1年分の委託料をまず支出

をさせていただいて、国からの補助金が事業者さんに入ってきた時点で

精算をして、また事業者さんのほうから市のほうへお金を戻していただ

くというふうな、からくりが少しありまして、当初の予算は少し膨らん

でるんですけども、決算的には精算後の決算になりますので、正規の支

出額に変わっているというところで、約1億8,000万程度の支出というこ

とであります。 

○大下委員長  児玉委員。 

○児 玉 委 員  今の説明は納得しました。 

 それともう一つですね、やはり利用が減ってきておると、それから高

齢者の免許も自主返納もどんどん進めていかにゃいけんとなると、やは

りここに書いてあるように利便性ですよね。それから、いわゆる市外か

らの来訪者の利便性とかいうのを考えると、これやられてからもう何年

か記憶忘れましたけれども、ぼちぼち抜本的に見直す時期にきてるんじ

ゃないかと思うんですが、利用者が減っているという結果から見てそう

思うんですが、その辺はどう評価されてるんでしょうか。 

○大下委員長  河本政策企画課長。 
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○河本政策企画課長  御指摘の部分は、我々も感じておるところではあります。 

 お太助ワゴンの利用者の方に対するアンケート調査を毎年行っておる

んですけれども、実際に利用されてる方の満足度というのはすごく高い

数字が出てるんです。 

 しかし、先ほどからも言っておりますように、実際にはそういった好

評な乗り物であるのにも利用されていない方もたくさんおられるという

部分でいえば、やはり少し使い勝手が難しい部分があるのかなというふ

うには思います。 

 御指摘のとおり、もう10年が経過して、利用者の方もこの制度になれ

ておられるという部分があって、利用されている方は引き続き使ってお

られるけれども、そうでない方は利用はなかなか進まないというところ。

我々も啓発が足りないとは思いますけれども、おっしゃられるように抜

本的な安芸高田市の公共交通をどういうふうにすべきかというところに

ついては、検討が必要だと感じております。 

 改めまして、これも他の先進事例等も聞くんですけれども、やはり公

共交通はその地域地域に合った形で、例えば広さであったり、大きなバ

ス会社さんがあったりとか、いろんな条件がありまして、一律にあそこ

がうまくやってるから、そのとおりにやろうということも、なかなか難

しさがあって、安芸高田市独自で、どういった形が一番便利でたくさん

の方に利用いただけるのかというところについては、検討していく必要

があるというふうに考えております。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、これをもって政策企画課に係る質疑を終了いたしま

す。 

 次に、地方創生推進課の決算について説明を求めます。 

 高下地方創生推進課長。 

○高下地方創生推進課長  それでは、地方創生推進課の所管の事務事業について説明をします。 

 36ページをお開きください。 

 まず、自治振興推進事業でございます。 

 地域振興会が行う地域づくりに関する活動への支援の経費などを計上

しております。 

 実施内容の主な部分を御説明をいたします。 

 7つ挙げておりますが、そのうち、まず③です。地域振興組織助成事

業につきましては、活動に対する助成として1,800万円、特色ある地域

づくりに対する助成として1,703万円を交付をいたしました。 

 ④の地域振興組織支援事業については、地域振興会の会長や事務局長

など、運営の責任者を対象としたワークショップを開催し、地域の中に

ある団体の関係性、お金の流れなどについて図に示す、地元関係図を32

の振興会それぞれつくるということを行いました。 

 ⑥の地域おこし協力隊起業支援助成金につきましては、令和元年度で
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任期を終了した協力隊員のうち2名に対し、起業支援のための助成金を

それぞれ100万円ずつ交付をいたしました。 

 右側の成果と課題の部分を御覧ください。 

 地域振興組織支援事業においては、地域住民自らが議論しながら作業

をすることで、自分たちの地域活動の成り立ちを見える化し、共通認識

を持つことができたこと。ほかの地域と比べることで、自分たちの地域

の姿を客観的に捉えることができたと考えております。 

 今後はこれを自分たちの住む地域を、より住みやすくするためにはど

ういうふうにすればよいかと検討するところへつなげたいと考えていま

す。 

 また、地域おこし協力隊については、令和元年度で4名採用して、平

成27年度に採用を始めてから、これまでで14名になりました。任期終了

後も同じ地域にとどまる地域おこし協力隊の全国平均というのは、約6

割ということですが、安芸高田市においては全員が市内に定住しており

ます。このこと自体が移住定住に大きく寄与しているということととも

に、彼らのつながりによって、人が人を呼ぶ形で移住をしてくる動きが

出てきたりしております。そういった効果が出ている事業だと考えてお

ります。 

 37ページを御覧ください。 

 ふるさと応援寄附推進事業でございます。 

 右上の事業概要のところに少し書いている部分ですが、ふるさと応援

寄附推進事業につきましては、平成28年10月からインターネットでの寄

附申込みを開始をいたしました。 

 それ以来、年々寄附額が増加をしております。特に令和元年度には前

年にインターネットの受付サイトを増やしたということもあって、2億

4,587万6,000円の寄附を頂くことができました。 

 左下の実施内容を御覧ください。 

 国の指針に沿った取組ということで、寄附額の設定の見直しを一部行

いました。令和元年度に寄附額が大きく伸びたという主な理由は、鶏肉

が非常に人気が高くなったということにあります。ですが、その鶏肉に

ついては、冷蔵の指定の発送というふうなことになっておるために、寄

附額に占める送料の割合が高くなっておりましたので、それが全体の多

くを占めることになったことで、国の定める寄附額に占める経費の割合

を超える状況になりました。ので、ここについては事業者と相談をして、

設定を見直し、その指針に沿った取組ができるように、見直しを行った

ところでございます。 

 続いて、寄附金の活用としましては、前年度までの寄附のうち、

4,271万8,000円をここに挙げております7つの事業に活用をしておりま

す。 

 成果と課題のところについて御説明いたします。 

 成果につきましては、寄附金額が前年の3倍余りの2億4,587万6,000円
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になったということであります。全国の多くの方に、安芸高田市を知っ

ていただいたということ。市内の事業者にも返礼品の調達で、6,300万

円余りの経済効果があったということが挙げられるかと思っております。 

 課題としては、そのうちの3つ目のところに書いておる部分です。ふ

るさと納税の商品の発注、配送の手配など、運用の部分を市外の事業者

に委託をしております。この数年でその運用のノウハウが大分蓄えられ

てきましたので、この部分を市内に取り込むということを今後検討して

いきたいと考えているところです。 

 続いて38ページを御覧ください。 

 まち・ひと・しごと創生事業でございます。 

 ここで挙げております経費につきましては、まち・ひと・しごと創生

総合戦略の懇話会委員の委員報酬などでございます。令和元年度は平成

27年度に策定をした、いわゆる第1次の総合戦略のフォローと併せて、

令和2年度を初年度とする、いわゆる第2次総合戦略の策定を行いました。 

 実施内容を御覧ください。 

 第1回の懇話会を12月3日に行って、第1次総合戦略の平成30年度の進

捗管理を行うとともに、第2次総合戦略の基本方針の説明を行いました。

その後、各課が作成した進行管理表のたたき台を基に、各委員から意見

を頂きました。 

 今回、進める上では、特に重要な3つのテーマについて、小委員会を

開催をして議論を深めました。多くの提案を反映をして、内容について

しっかり議論をする時間を取れたと考えております。 

 まとめへの懇話会につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止のために開催をすることができませんでしたが、そこまでに頂

いた意見を基に、各委員の了承を得て、事務局が総合戦略としてまとめ

ました。 

 右側の成果と課題の部分です。 

 安芸高田市の人口減対策や、地方創生に向けた取組の特徴を表すキー

ワードを打ち出して、新しい時代の流れを織り込んだ総合戦略をつくる

ことができたと考えております。地方創生関連の施策については、この

まち・ひと・しごと創生総合戦略を基に、申請ができる交付金制度が多

様に用意されておりますので、これをしっかり活用できるように、スピ

ード感を持って対応していく必要があると考えております。 

 続いて、39ページでございます。 

 定住促進事業につきましては、安芸高田市への移住・定住を推進する

ための情報発信、関係人口づくりに関連する取組に関わる費用を計上し

ております。 

 左下の実施内容のところには、令和元年度に行いました主な取組のう

ち4つ挙げております。 

 1つ目は、若者の職場定着対策として、令和元年度に採用になった新

社会人を対象に、歓迎式や交流会、ボランティア活動や研修会などを行
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って、延べ14社から51名の参加がありました。 

 続いて2つ目でございます。2名の地域おこし協力隊を地方創生推進課

のほうで採用いたしました。農業法人で働きながら、安芸高田市での暮

らしぶりや農業の仕事の内容などの情報発信を始めております。彼らの

ＳＮＳによる情報発信で移住に結びついたという例はまだありませんけ

れども、フォロワー数も確実に増えておりますので、しっかり安芸高田

市の魅力的な産業である農業をしっかりＰＲしていきたいと考えており

ます。 

 3つ目は、関係振興づくりとして、農林水産省の交付金事業を活用し

た、民泊と体験プログラムの推進を行いました。安芸高田市の大きな魅

力は、市民の多くが関わる農業を中心とした、ゆったりとした暮らしそ

のものでありますけれども、それを伝えるためには、いわゆる観光地を

巡る観光ということでは伝えることができません。地域の人と直接交流

をして、地域の暮らしをそのまま体験する民泊や体験プログラムを新た

な観光の形とするために、この事業を行っていきたいと考えております。 

 4つ目は、高校との連携事業として、吉田高校の探求科の授業への参

加協力を始めました。 

 右側の成果と課題の欄を御覧ください。 

 このうち、課題として書いておりますところに、学校と地域の連携の

ことを書いております。学校と地域の連携については、小学校・中学校

のところでは既に始まっておりますけれども、高校の部分では今回の吉

田高校の取組が初めて一部進み始めたというふうなところになります。

商工観光課のほうで就職につなげるためのというふうなところはござい

ますけれども、これをもっと膨らませて、小中高の一貫した取組として

長期的に行って、地域への愛着を感じてもらって、まちを支える人材に

なろうという気持ちを高めていくというふうな取組を進めていくことが

定住につながると考えております。 

 以上で説明を終わります。 

○大下委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 武岡委員。 

○武 岡 委 員  36ページの実施内容のところの6番目なんですが、地域おこし協力隊

の起業支援助成金ということで、2名の方だろうと思うんですが、200万

ですね。交付をされておるということなんですが、具体的な起業の内容

はどういったことなんでしょうか。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 高下地方創生推進課長。 

○高下地方創生推進課長  2名のうち、1名は民泊を卒業後にやっていきたいということで、民泊

を始めるに当たっての改修費用でありますとか、機器の整備というとこ

ろでの、補助をしております。 

 もう一人は、デザイン関係をなりわいとしてやっていきたいというこ

とで、そのデザインの仕事をする上での機器の購入というふうなところ
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で、補助をいたしております。 

 以上です。 

○大下委員長  武岡委員。 

○武 岡 委 員  起業に当たって、そういった助成をされとるんですが、例えば起業し

た後において、その事業が頓挫すると、そういったようなときにはどの

ような扱いになるんですか。例えば、そういった場合には助成金を返還

をさせるとか、そういった担保をなされとるのかどうか。ちょっとお聞

きします。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 高下地方創生推進課長。 

○高下地方創生推進課長  この助成をするための条件としましては、5年間こういったことでや

りなさいよというふうなことが、一応条件としてはついておりますが、

もし途中で頓挫したときに、というふうなことについての条件を付すと

ころまでは入っていないのが現状であります。 

○大下委員長  いいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 前重委員。 

○前 重 委 員  同じく今の36ページの成果のところで、地域住民自ら、ワークショッ

プで議論しながらという中で、必要な共通の基盤をつくることができた

という報告がここに上がっとるんですが、こういった共通の基盤をつく

ることができたとは、どういった内容の基盤ができたのか。この辺が分

かればちょっと教えていただきたいんですけれども。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 高下地方創生推進課長。 

○高下地方創生推進課長  それぞれこのワークショップを始める前というのは、自分たちが実際

に地域振興会の運営を行っているけれども、自分の知っている範囲のこ

としかなかなか分かっていなかったという状況がありました。自分たち

が活動する上での強みがどういうところにあって、というふうなことも、

その関係をみんなで地元関係図という形で、福祉をやるときにはこうい

う施設を使って、こういう人たちが連携をしながらやっとるよ。地域振

興については、こういった、というふうなのを1枚の図面に落とす取組

をやりました。 

 そうやって自分たちは気がついてなかったけれども、こういう仕組み

で自分たちの地域を運営しているんだなというふうなことを地域の人た

ちが同じように認識をすることができて、それじゃあこれを今ここにあ

る資源を生かして、どういうふうに考えていこうかというふうな、その

考えていくための思想的な知識の基盤が共通に持つことができたという

意味で、こういうふうな書き方をしております。 

 以上です。 

○大下委員長  前重委員。 

○前 重 委 員  そうした取組をやっていただくことは、私たちもそういう振興会がで
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きたときに、ワークショップ的なことをやらさせていただいて、できま

した。実質平成16年に振興会組織ができて結構になりますね。で、これ

がもう32自治振興会がある中で、中身がなかなか変わってきていない。

というのが、私1点感じるんですよね。そうした中、どんどんどんどん

振興会の中でも、もう今までやってきたことができないと。だから、私

たちの地域ではもう運動会も1日やってたのを半減、できないところな

んかもできてきた。 

 そうした中で、こういったせっかくできた内容が、私もホームページ

等見させていただいとるんですが、住民自治のホームページ上に載せら

れているのかなと。ワークショップ等が、せっかくみんなが共通基盤が

できているんであれば、そういう情報提供をすることが非常に大切にな

ってくるんじゃないかと思うんですが、昨年度は報告等はできていたで

しょうか。ちょっとお聞きするんですが。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 高下地方創生推進課長。 

○高下地方創生推進課長  この地元関係図のところについては、ホームページのほうに載せてお

ります。といっても、2月に市民フォーラムという形で、これまでやっ

てきた取組の資料を掲載をしております。その中に、それぞれで作られ

た地元関係図というのが載っておりますので、それを見ることはできま

す。 

 ただ、おっしゃっていただいたように、これを作った人たちが、なる

ほどねというふうになっただけでは不十分でありますので、これを住ん

でおられる若い人からお年寄りまで、男性も女性も見ていただいて、自

分たちが住んどる地域をどういうふうにしたら、もっとよくなるかねと

いうふうな議論に持っていくという、その材料にしていく必要がありま

すので、その周知の仕方というのは、もっと工夫をする必要があると思

っております。 

○大下委員長  前重委員。 

○前 重 委 員  一つの施策として、確かにいい方法だと思うんですよ。それがそこで

終わってしまっているので、やはりその情報が役員さんに全部伝わって

おりません。だから、組織に帰って、それを組織に説明して、こうだっ

たよという形に至るまでのところをある程度、行政のほうも指導してい

ただくようになれば、大分この状況は変わってくると思います。私たち

の地域も参加されましたが、ただこうだったでという話で終わっており

ますので、そうじゃなくして、せっかくそういう形であれば、地元に帰

った中で、職員もやはり協力いただいて、そういうことをやっていただ

ければ非常にありがたいんです。振興会組織をつくるときは、出て来て

いただいておりました。そういうところも含めて、今後、役員さんで終

わるんじゃなしに、今職員も、どんどんどんどん減る中で、職員も出向

いて、やることも必要だと考えるわけですが、その辺については、これ

を機に課長のほうで今後どのような方向の、お考えがあるか、もしあれ
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ば。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 高下地方創生推進課長。 

○高下地方創生推進課長  おっしゃるとおり、職員の参加というのが必要だと思っております。

職員として仕事をしていると同時に、地元地域に戻れば、地域の住民で

ありますので、この取組について理解をした上で参加をして、職員はい

ろいろなところとのつながりもあって、情報も多く持っておりますから、

それを地域で生かしていくというふうなことは必要なことだと思います。 

 ですので、参加については、極力参加をして、そこで力を発揮してい

ただけるようにしていきたいと思っております。 

○大下委員長  前重委員。 

○前 重 委 員  ぜひ、その辺のところをこのワークショップに参加されとる職員もお

られると聞いておりますので、含めて、この自治振興会がうまく今以上

な活動ができるようなシステムに変えていただくように願っております。

お願いいたします。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 児玉委員。 

○児 玉 委 員  37ページのふるさと応援寄附推進事業、先ほどの件なんですが、これ

寄附をされる方がこういう具合に使ってくださいという希望を出されて、

これ応援寄附金4,200万のうち、7つの事業に使ったということがあるん

ですが。 

 例えば、結婚相談事業で500万ほど使われたということになってます

が、令和元年の当初予算のときに、例えば結婚事業に500万組んどった

と、その上にこの寄附金が使ったということなら、500万に500万円を乗

せて、1,000万の事業になったと考えてよろしいんでしょうか。そこの

組み方を教えていただきたいんですけれども。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 高下地方創生推進課長。 

○高下地方創生推進課長  ただいまのふるさと納税の財源をどのようにというふうなことであり

ますが、もともとあった事業に充当をした形ですので、その事業の総量

が増えたということではないです。 

 以上です。 

○大下委員長  児玉委員。 

○児 玉 委 員  そうすると、もともとあったものに、この使ったと言われてるけれど

も例えば、あった500万というのはよそへ行くわけですよね、そうする

とこれ寄附していただいた方が要望したことに使われたということにな

るんですか。 

 逃げちゃった500万というのは、またどっかの予算に使うわけでしょ。

そうすると、500万せっかく寄附してくれて、この例えば結婚相談事業

に使ってくださいと言ってるんだったら、本来であれば例えば令和元年

に500万の計画を立っとったとしたら、その上に乗っけるのが、この寄
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附された方の思いじゃないかと思うんですが、それは違うんですか。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 高下地方創生推進課長。 

○高下地方創生推進課長  おっしゃるところはあると思います。 

 寄附を頂くときに、どういった形で寄附をしていただいているかとい

うと、具体的な事業を挙げて、そこに寄附というふうな形にはなってい

なくて、6つの寄附をしていただく柱として挙げております。例えば、

ふるさとづくり事業、地域振興関係ですね。そういったところでありま

すとか、子育て支援関係でありますとか、歴史と文化の支援の関係であ

りますとか、スポーツ活動の支援など。あともう一つ、市長お任せ事業

というふうな形で設けておる部分もございます。その6つの項目から選

択をしていただいて、それで寄附を頂くということになっています。 

 それを充当するときに当たっては、その当年度で寄附をしていただい

たものについては、一旦基金に積立てをして、翌年度充当をしていくと

いうことになりますので、前年度までのものを充当の財源として使うと

いうふうになりますが、その充当をするときには、例えば結婚相談事業

であれば、寄附していただいている、その区分に応じて、その充当先を

財政課と一緒に相談をして決めているというのが今のやり方でございま

す。 

○大下委員長  児玉委員。 

○児 玉 委 員  寄附されている方の意向を無視しているように聞こえていかんのです

が、過去にもあったんですよ。例えば小学校の子供たちにノートパソコ

ンのお金を寄附したいという企業があって、そうするとそれを寄附する

とどうなるかというたら、予算を組んでたものの中に、その寄附金は入

るけれども、入った寄附金分だけほかの事業に抜けるんですよ。いうの

は1,000万の計画を立てられとるんだったら、そこへ100万寄附が入った

ら1,100万使ってくれよということで、私は寄附されてるんだと思うん

ですよね。それが相変わらず100万入っても1,000万だったということは、

ほかに100万を使ってるわけですから、寄附された方が使ってほしいと

言って出された事業には使われてないんじゃないかと。 

 私は個人的に感じてるんですが、今後の使い方で見直しをされる気は

ありませんか。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 高下地方創生推進課長。 

○高下地方創生推進課長  その使い道のところでは、一つ工夫をする必要があるなと考えておる

部分もございます。 

 といいますのが、今のような運用、集まったものの中から、充当先を

決めてというふうな形になっている、その理由の一つとしては、これま

での寄附の金額というのが、それほど多くなかったというところがあり

ます。 

 昨年は2億4,000万ですか。その前は7,000万、その前は2,000万程度で
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ありましたから、例えば2,000万の金額を6つに分けたら300万ぐらいに

しかならなくて、ある程度集まらないと思い切ったことができないとい

うふうなところがありましたので、こういう大きなくくりの中で寄附を

集めて、基金に積んで、それから充当というふうなことをやっていたの

が、これまででございます。 

 ただ、昨年2億4,000万余りというふうに、ある程度一定の額が集まる

ようになりました。 

 例えば子育ての関係であれば、6,000万超える目的で使ってほしいと

いうふうな区分に集まるようになってきましたので、今後寄附をされる

ときに、もう少し具体的な事業、例えば安芸高田市は子育てに力を入れ

るんだというふうなことを立てて、この近年中に具体的な子育てに関係

する取組はこれだというのを示した上で、それで選択をしていただく。

実際にそこにも充てていくというふうなことは一つ工夫をする必要があ

るかなと考えております。 

 以上です。 

○大下委員長  児玉委員。 

○児 玉 委 員  ぜひですね、そこは明確につくっていただきたいと思うんですね。私

らでも、例えば寄附をお願いするときがあるんです。 

 昨年が1,000万ほど寄附したいからという申出があって、これは子供

のために使ってくれと言われるけれども、実際にお金が、一時的に基金

に集まる、というようなことになってくるから、例えば寄附してくださ

いと、お願いしていくから、これに使っちゃってくれよと、分かりまし

た、という返事ができないんですよね、今の状態だと。 

 そこらをしっかりと予算の中に組み込んで、今の当初予算の中と入替

えをするというような姑息じゃなくて、ぜひそこらを見直していただき

たいと。これは強くお願いをしておきたいと思います。 

 以上です。 

○大下委員長  ここで委員さんに申し上げます。 

 時間がずれてきたんですが、企画振興部の審査だけでは、このまま終

わらせたいというふうに思いますが、よろしいでしょうか。 

 じゃあ続けたいと思います。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 秋田委員。 

○秋 田 委 員  39ページの定住促進事業です。 

 事業費の中で、決算額が1,000万ちょっとの安芸高田市の農泊推進協

議会での貸付金ということで出ております。この内容を教えていただき

たいんですが、事業概要としたら、関係人口の増に向け、農泊事業の取

組を3つのグループで指導させたというふうに上に書いてあるんですけ

れども、このことと関連があるんでしょうか。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 高下地方創生推進課長。 
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○高下地方創生推進課長  おっしゃるとおりでございます。 

 この農泊推進事業として具体的に行いましたのは、民泊による宿を業

としてやっていく人たちを増やしていこうというふうなことで、そのた

めの合宿式の研修会でありましたり、広島市内から外国人観光客を誘客

していくために、どのようなことをやっていけばいいかというふうなこ

との議論と、それとマップを高校生と一緒につくる取組でありましたり、

そういったことの体験プログラムをつくっていくために、その関係され

る方に集まっていただいての合宿研修など、そういった体験プログラム

や民泊を業としてやっていって、その地域の魅力を伝えていこうという

ふうな取組の実施でございます。 

 以上です。 

○大下委員長  秋田委員。 

○秋 田 委 員  私、農泊という部分で、今後こうした取組をしっかりしていっていた

だきたいと思うんですが、今年度はコロナの関係等もあって、そういっ

た民泊的なことは少しできなかったのかなと思うけれども、こうした協

議会、去年できたんですかね。おととしだったかな。そこへ貸付金でお

金を貸してあげたりするという一つの効果をしっかり出していくという

ことが大切なことだという認識でおります。 

 であるならば、今後もこうした取組をしっかりとしていただきたいと

思いますが、主体は協議会になるのか。行政がしっかり仕掛けをするの

か。そこら辺りの見解を再度伺っておきます。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 高下地方創生推進課長。 

○高下地方創生推進課長  協議会が中心になって進めるということですが、その事務局として、

中心的な役割を担っておりますところを安芸高田市観光協会で進めてお

ります。そこに、こういった取組に興味のある方が委員ということで、

寄って進めているということになります。 

 これを新しい観光の一つの目玉として観光協会としてもつくっていき

たいということでありますので、そこと、うまくつなげて進めていきた

いと思っております。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、これをもって地方創生推進課に係る質疑を終了いた

します。 

 ここで、企画振興部全体に係る質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 山根委員。 

○山 根 委 員  時間が押している中、失礼いたします。 

 29ページの基金管理事業についてですけれども、ここにも成果として、

特定目的基金はその基金の設置目的達成のために基金を活用したとあり

ます。基金については、今まで活用もされているときもありましたけれ
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ども、それほど表に出てくるようなことは、今回のコロナ以外にあまり

なかったのではないかと。 

 一番気になったのが、先ほど基金の状況説明の中で、企画振興部長が

今後基金を有効に活用していくと明言されました。基金を有効活用とい

う中で、コロナに関しては、やりくりの中で、災害で財調が枯渇しそう

というか、少なくなる中で、使わせてもらったというようなことも聞こ

えてきましたが、今後、基金についての考え方が、特定目的ですから、

そういうものについての有効にというのは、どういうふうなことを指さ

れているのか。改めてお伺いしておきたいと思います。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 猪掛企画振興部長。 

○猪掛企画振興部長  御指摘いただきますように、まず財政調整基金のところが少なくなっ

ているということがございます。そこをいかに回復をしていくかという

ことを踏まえたときに、やはりいろんな事業をしていく段階では、現在

ある地域振興基金を含めて、特定目的金をそれぞれの目的に従って、そ

れに合うような事業であれば、それを活用していくということを、どう

しても財政のやりくりの中ではやっていかなければならないと思ってお

ります。 

 コロナの関係は、地域振興基金を充当させていったということはあり

ますけれども、幸いに国の地方創生臨時交付金がきましたので、それを

できるだけ使わなくて済むような、やりくりのほうをさせていただくと

いうことでございます。 

 どうしても、財源が少なくなる中では、そういったところについては

しっかりと事業の内容を精査しながら、充当させていくということが必

要になってくるという考え方でございます。 

○大下委員長  山根委員。 

○山 根 委 員  厳しい財政の中で、そのように考えられるとは思いますが、特定目的

ですから、さらに言えば解釈次第で、広がる可能性があるものですから、

ここについては、お金というのは、先ほどの地域交通もあれでしたけれ

ども、裏のほうで、やりくりの中で見えないところで、動いていくとい

うところが感じるところもございます。 

 しっかりと目的に応じた解釈をしっかりと大事にしていかれまして、

議会のほうにも、それについては説明をいただきながら、進めていただ

きたいと思います。 

 以上です。 

○大下委員長  答弁いいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、これをもって全体質疑を終了し、企画振興部の審査

を終了いたします。 

 ここで、説明員交代のため、13時30分まで休憩といたします。 
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   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 ０時３０分 休憩 

      午後 １時２７分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○大下委員長  休憩を閉じて、再開をいたします。 

 これより、消防本部・消防署の審査を行います。 

 概要の説明を求めます。 

 土井消防長。 

○土井消防長  それでは、消防本部・消防署における令和元年度の事業概要を御説明

申し上げます。 

 初めに、令和元年度の災害状況でございますが、この点につきまして

は、後ほど署長のほうから件数等について報告をさせていただきます。 

 次に、昨年度の主な取組について、説明をいたします。 

 外国人からの119番通報や、現場における外国人への対応のため、18

カ国にも及ぶ多言語通訳サービスを本年2月から運用を開始をしており

ます。 

 また、聴覚や発語に障害をお持ちの方が直接通報できるネット119、

緊急通報システムを本年4月から運用し、市民の皆さんはもちろんのこ

と、当市に安心をして来ていただける通報環境を整えることができまし

た。 

 また、消防法令の改正に伴う、小規模の飲食店への消火器設置義務に

対する指導が完了し、近々に設置予定の1件を含めて、対象の飲食店全

てにおいて、消火器が設置済みとなる予定でございます。さらに、平成

31年第1回定例会で、火災予防条例の一部改正を行い、制度化しており

ました、違反対象物の公表制度を本年4月1日から施行をしているところ

でございます。 

 次に、当本部の組織体制についてです。 

 近年、現場経験の豊富な職員の退職に伴う、若年化により、本年4月1

日現在、職員の平均年齢が33.9歳、また経験年数10年未満の職員が管理

職を除き56％を占める状況になっております。こうした状況から、知識

や技術の伝承等、人材育成が今後の大きな課題であると捉えており、職

員の技術向上や経験不足を補うため、火災救急救助の重点的な訓練に日

夜取り組んでいるところでございます。 

 また、専任救急隊設置に向け、この間、職員定数の改正もいただき、

来年度の年度当初は58名の職員になる予定でございます。また、合わせ

て組織改編も図り、新規採用者の初任教育が終わる令和4年4月から専任

救急隊の正規運用ができる見込みでございます。今後、専任救急隊の設

置などにより、一層女性消防吏員の活躍推進を図るとともに、若年化や

業務の高度化、専門化に対応可能な組織を構築し、もって市民の皆さん

が安全・安心を実感してもらえるような、まちづくりに貢献をしてまい

りたいと考えております。 
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 それでは、引き続き、各事務事業については次長及び担当課長から御

説明を申し上げますので、よろしくお願いをいたします。 

○大下委員長  続いて、消防総務課の決算について説明を求めます。 

 近藤次長兼消防総務課長。 

○近藤消防本部次長兼消防総務課長  それでは、消防総務課の令和元年度決算について、主要施策の成果に

関する説明書に基づき説明をいたします。 

 154ページをお開きください。 

 事務事業名は、消防総務管理事業でございます。 

 令和元年度の決算額は2,815万9,000円でございます。 

 次に、下段左側の実施内容でございます。 

 1の定員管理でございますが、令和元年度当初には4名の消防士採用に

より、再任用職員を除き54名でスタートいたしました。4名の新規採用

者は、おおむね1年間初任教育や救急隊員の資格取得、学校教育を補完

するための本部研修など、消防吏員に必要な教育を受けております。ま

た、専任救急隊設置のため、平成30年度に職員定数を改正していただき、

計画的に増員を図っておりまして、本年度の採用試験により、来年度当

初58名の職員になる予定でございます。 

 人材育成である、2の職員研修につきましては、実施内容に記載のと

おり、消防学校や、消防大学校に入校する教育、消防業務に必要な資格

取得、研修は救急医学会など、教育機関以外での研修に参加いたしまし

た。 

 また、平成26年度から実施しております広島市消防局との人事交流も

行い、予防課に知識、経験の豊富な職員を予防課長補佐として迎え、予

防課職員の教育に尽力をいただいております。また広島市消防局への派

遣につきましては、広島市安佐北消防署救助隊へ配属され、現場指揮や

救助技術の向上のため、現場経験を積んでおります。 

 4の庁舎維持管理は、消防本部庁舎ＬＥＤ化工事、西浦訓練所サイン

設置工事を行いました。 

 次に、成果と課題でございますが、成果としては、消防庁舎のうち24

時間365日稼働する通信指令施設、及び車庫の照明のＬＥＤ化を行い、

光熱費削減を図ることができたこと。女性職員の職場環境整備に向け、

先進地視察を行うとともに、令和2年度の女性用施設改修工事を目指し

た実施設計を策定できたことなどを挙げております。 

 次に課題でございますが、専任救急隊設置に伴う組織体制の見直しに

向け、引き続き必要な資格者を養成する必要があること、消防隊員の身

体保護のために貸与している防火衣の大部分が耐用年数を経過しており、

新規格に適合した防火衣を導入する必要があることを挙げております。 

 以上で説明を終わります。 

○大下委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 前重委員。 

○前 重 委 員  先ほどの説明の154ページのところで、定員管理いうことで、昨年58
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名の予定で54名という内訳がここに載っておりますが、女性の職員は、

令和元年度の実績で、今何名おられるのか、内訳が分かれば。 

○大下委員長  近藤消防本部次長兼消防総務課長。 

○近藤消防本部次長兼消防総務課長  令和元年度の実績でよろしいですか。 

 令和元年度の4月には、3名でございます。ちなみに、本年度4月に1名、

女性を採用しております。 

○大下委員長  前重委員。 

○前 重 委 員  令和3年度から58名に向けてという趣もあるんですが。昨年度の54名

の中で女性の方が3名おられますよね。この方が今までに、現場に出て、

活動されるといったことはあったんでしょうか。なかったんでしょうか。

お伺いしたいと思います。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 近藤消防本部次長兼消防総務課長。 

○近藤消防本部次長兼消防総務課長  女性職員が現場活動するということは、女性職員を採用した最初の時

点でも男性職員と同じように、現場活動をしておりました。 

 当初は、男性と同じように活動するということを強く、当時の消防長

と指導されておりましたので、そのような形ではございましたが、それ

から時代はちょっと変化をいたしまして、女性が活躍しやすい環境をや

はり整える必要があるということで、専任救急隊を置いて、女性の救急

救命士が活動しやすい環境を整える必要があるというように考えも変化

をしてきております。 

 以上でございます。 

○大下委員長  ほかに質疑ありますか。 

  〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、これをもって消防総務課に係る質疑を終了いたしま

す。 

 次に、消防課の決算について説明を求めます。 

 吉川消防課長。 

○吉川消防課長  それでは、事務事業評価シートに基づきまして、消防課の主要な事業

につきまして、御説明いたします。 

 説明書の155ページを御覧ください。 

 初めに、消防活動管理事業でございます。 

 令和元年度決算額につきましては、2,821万7,000円でございます。 

 次に、実施内容です。消防活動管理といたしまして、緊急消防援助隊

訓練への参加や、防災ヘリコプター研修を企画し、大規模災害等の対応

力の向上に努めております。また、三次地区生コン協同組合と災害時に

おける消防用水等の供給支援に関する協定を締結し、協定に伴う合同訓

練を企画、実施をしております。メディカルコントロール事業につきま

しては、94件の事後検証を行いまして、各種症例研究会に7回参加しま

した。そのうち1回は当消防本部を開催地とし、実施しております。ま

た、外傷の処置の資格でありますＪＰＴＥＣプロバイダーコースを受講
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し、外傷による救急対応力の向上にも努めております。 

 次に、通信指令施設の維持管理といたしまして、通信指令設備及び消

防無線設備の保守点検を年2回実施し、年間を通し、通信指令データの

修正を行っております。また、多様な119番通報に対応するため、外国

人からの通報に対し、多言語通訳サービスを運用開始し、聴覚や言語に

障害がある方を対象に、スマートフォンなどから通報できる、ＮＥＴ

119緊急通報システムを導入し、多様な通報に対応できる体制を整えて

おります。 

 成果といたしまして、特に三次地区生コン協同組合と協定を締結し、

大規模な災害時に消防用水等の供給が実施できることで円滑な災害対応

が可能となりました。 

 課題といたしまして、近年、多発する豪雨災害に対し、他機関との連

携など対応力を高める訓練の企画がさらに必要であること、多言語によ

る119番通報やＮＥＴ119緊急通報システムの構築に伴い、市民やインバ

ウンドなどに対して、これまで以上に安心・安全な一面を広くアピール

していくことを挙げております。 

 続きまして、156ページを御覧ください。 

 消防資機材整備事業でございます。 

 令和元年度決算額につきましては、302万6,000円でございます。 

 実施内容といたしまして、主なものは、空気呼吸器用空気ボンベ、デ

ジタルカメラ、潜水用資機材などの更新が主なものでございます。 

 成果といたしまして、各種災害対応資機材の更新整備を行い、安全に

災害対応が実施できる体制が整えられました。 

 課題といたしまして、今後も老朽化した車両や設備、資機材を各計画

に基づき更新を行うとともに、近年多発する豪雨災害など、複雑多様化

する災害に対応できる資機材を整備していく必要があると考えておりま

す。 

 以上で消防課の説明を終わります。 

○大下委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、これをもって消防課に係る質疑を終了いたします。 

 次に、予防課の決算について説明を求めます。 

 横路予防課長。 

○横路予防課長  それでは、予防課の令和元年度決算について事務事業評価シートに基

づき、御説明いたします。 

 主要施策の成果に関する説明書157ページをお開きください。 

 事務事業名は、火災予防事業でございます。 

 令和元年度の火災予防事業費の決算額は、157万2,000円です。 

 次に、実施内容でございますが、建築物審査関係、消防同意件数29件

をはじめ、主な処理件数は記載のとおりでございます。次に、査察件数

は小規模飲食店を含め、計316件実施し、是正指導は防火対象物51事業
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所、危険物施設12施設の指導を行いました。自動火災報知設備、屋内消

火栓設備、スプリンクラー設備が未設置という重大な違反対象物は18件

中7件の是正が完了しました。火災予防広報行事として、ちびっ子消防

フェスタや防火書道コンクールを開催し、広く市民の火災予防啓発に努

めました。その他の実施内容につきましては記載のとおりでございます。 

 次に、成果と課題でございますが、成果につきましては、長期未査察

対象物の実態把握と違反対象物の発見と是正を行い、火災予防につなが

りました。重大な違反対象物で、特に不特定多数の者が出入りする商業

施設や避難困難者が多い福祉施設等の対象物については、優先的に是正

指導に当たり、7件中6件是正することができました。なお、現時点では、

不特定多数の者が出入りする違反対象物はございません。 

 課題といたしましては、引き続き、専門知識が要求される予防業務に

対応するため、予防技術資格を取得するなど、スキルの向上と若手職員

の育成が必要です。消防用設備等の未設置違反の大半は、建築確認申請

が必要のない建物を増築され、その後、既存の建物との間に雨除けのた

めの屋根を接合することにより消防用設備の基準面積を超え、違反とな

る場合が多く、増改築を行う場合は、消防への事前相談を促すなどの啓

発を行うとともに、予防課職員、及び警防隊の立入検査を継続し、対象

物等の実態を把握し、早期に発見、是正を行う必要があります。 

 以上で、予防課の説明を終わります。 

○大下委員長  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

 山根委員。 

○山 根 委 員  重大な違反対象物是正についてお伺いします。 

 計画値が18件で、実績値が7件、その30年度のときは一応2桁で11件ほ

ど挙がってたんですけれども、先ほどの報告を聞いてますと、最後のほ

うで重大な違反対象物については、不特定多数に関わるものがないとい

うようなことでありましたが、18件の計画の中で、残る11件がまだ是正

されてないということだと思いますけれども、それについては、この時

点で、どのような物件が残って、その後是正されたとかいう報告がある

んであれば、お願いします。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 横路予防課長。 

○横路予防課長  先ほど申しましたように、不特定多数の者が出入りする違反対象物は

現時点ではございません。その他、工場とか倉庫をやっておられる事業

所で、現時点で10事業所ございます。違反の内訳としましては、自動火

災報知設備の未設置が5事業所、屋内消火栓設備が9事業所でございます。

これを足して10以上になるのは両方の違反がある事業所もあるというこ

とでございます。 

 以上です。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 
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○大下委員長  質疑なしと認め、これをもって予防課に係る質疑を終了いたします。 

 次に、消防署・警防課の決算について説明を求めます。 

 益田消防署長。 

○益田消防署長  それでは、消防署における令和元年度の活動概要について御説明申し

上げます。 

 説明書158ページをお開きください。 

 令和元年度の災害出動件数は、火災23件で前年度比11件の減、救急

1,483件で前年度比13件の増、救助20件で前年度比5件の減、警戒70件で

前年度比27件の増、その他の出動7件で前年度と同数でございます。 

 なお、昨年度は当初管内におきまして、特筆されるような災害は発生

しておらず、比較的安寧な1年であったと思います。しかしながら、全

国的には台風や豪雨災害に代表されますように、災害が大規模化してい

るのも現実です。今後におきましても、多種多様な災害活動に備えるた

め、職員共々研さんを重ね、消防団と連携を図りながら、安芸高田市の

安心・安全を担ってまいります。 

 なお、事業概要につきましては、警防課長のほうから御説明申し上げ

ます。 

○大下委員長  下津江警防課長。 

○下津江警防課長  それでは、警防課の主要な事業につきまして、御説明いたします。 

 事務事業名は、現場活動事業でございます。 

 令和元年度の決算額は856万円です。 

 次に、実施内容でございますが、消防団各方面隊の訓練指導に6回出

向しました。 

 防火指導でございますが、地域振興会、自主防災組織に6回、その他

の団体に5回、事業所や学校などに34回職員を派遣し、消火訓練などを

実施いたしました。 

 次に、応急手当講習でございますが、市内事業所や学校、自主防災組

織に73回職員を派遣し、2,764人が応急手当講習を受講されました。 

 成果でございますが、応急手当講習の受講者は、生産年齢人口で

2,278人の受講があり、また、バイスタンダーによる心肺蘇生法実施率

は59.5％となり、いずれも計画値を上回りました。 

 課題としましては、近年、多発する豪雨災害など、複雑多様化する災

害に備え、災害対応力の強化が必要でございます。また、災害現場で効

果的な活動を実施するため、経験豊富な職員から若い職員へ知識や技術

の伝承を継続していく必要があります。引き続き、隊員の安全管理体制

も徹底し、災害対応をしてまいります。 

 以上で、警防課の説明を終わります。 

○大下委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、これをもって消防署・警防課に係る質疑を終了いた

します。 
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 ここで、消防本部・消防署全体に係る質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、これをもって全体質疑を終了し、消防本部・消防署

の審査を終了いたします。 

 ここで、説明員交代のため暫時休憩いたします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 １時５１分 休憩 

      午後 １時５２分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○大下委員長  休憩を閉じて、再開をいたします。 

 これより、市民部の審査を行います。 

 概要の説明を求めます。 

 宮本市民部長。 

○宮本市民部長  よろしくお願いいたします。 

 市民部の令和元年度決算の概要を説明いたします。 

 総合窓口業務では、市民の皆様が必要とされるニーズに対して、関係

課との連携の下、ワンストップ総合窓口業務により、迅速かつ懇切・丁

寧な接遇サービスの提供を心がけてきました。 

 税務においては、税務行政の理念である租税負担の公平と、適正課税

を基本として、市民税等の徴収業務の徹底と納付の利便性を図り、滞納

整理は状況に応じた指導や面談を継続的に進め、自主財源の確保に努め

てきました。 

 環境対策では、深刻化する環境問題に総合的に取り組み、環境学習の

推進を図り、継続的な意識啓発に努め、資源循環型社会を目指し、ごみ

の資源化、及び減量化対策を進めてきました。 

 人口減対策として、若者定住を目的とする結婚サポート事業の推進に、

結婚相談員、コーディネーターと連携して取り組んできました。 

 人権多文化共生推進対策では、誰もが安心して暮らせるまちづくりを

目指し、さらなる人権啓発の推進、青少年の健全育成の推進、男女共同

参画社会の実現に向けた市民啓発、並びに多文化共生のより一層の推進

を図り、心豊かな環境生活の推進を行ってきました。 

 それぞれの事業の詳細につきましては、担当課長から令和元年度決算

事務事業評価シートにより説明をいたします。よろしくお願いいたしま

す。 

○大下委員長  続いて、総合窓口課の決算について説明を求めます。 

 佐藤総合窓口課長。 

○佐藤総合窓口課長  それでは、総合窓口課が所掌しております令和元年度事務事業の状況

につきまして、御説明いたします。 

 令和元年度主要施策の成果に関する説明書の40ページを御覧ください。 

 戸籍住民基本台帳事務でございます。 
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 人件費相当額を除く事業決算額は、1,767万7,000円。主な支出は、窓

口支援業務委託料、電算システム改修業務委託料でございます。 

 実施内容につきましては、戸籍法・住民基本台帳法等に基づき、各種

証明や証明書交付申請を受理し、必要な登録と記載を行うとともに、各

種証明書の交付を行いました。届出及び証明書の交付件数は記載のとお

りでございます。 

 成果と課題でございますが、窓口業務の一部民間委託により、業務分

担が明確になり、事務の効率化と総合案内を含めた、きめ細かい行政サ

ービスが提供できたと考えております。また、関係各課との連携により、

必要な申請や届出を1か所の窓口で済ませるワンストップ窓口サービス

の開始から9年が経過いたしました。戸籍や住民基本台帳に関する様々

な届出等を窓口で受理した際には、市民の方が関係課へ移動されるので

はなく、手続が必要な関係課の職員が窓口に出向いて対応する仕組みで、

待ち時間の短縮と漏れのない正確な窓口業務を提供しております。 

 課題といたしましては、戸籍や住民基本台帳の専門知識と経験を有す

る職員、後継者の育成が緊急の課題となっております。中でも戸籍事務

は法令等に基づいた正確かつ迅速な事務処理が不可欠であり、職務及び

システムに精通した職員の配置により、後継者の指導・育成、事務処理

能力の向上が必要であると考えております。 

 続きまして、41ページを御覧ください。 

 マイナンバーカード交付事業でございます。 

 事業決算額は、555万3,000円。主な支出は、地方公共団体情報システ

ム機構への負担金でございます 

 実施内容につきましては、マイナンバー制度及びマイナンバーカード

についての広報活動を推進するとともに、マイナンバーカードの確実な

交付に取り組んでまいりました。マイナンバーカードの交付状況等は資

料のとおりでございます。 

 主な取組といたしましては、各イベント等において、マイナンバーカ

ードの啓発、及び申請補助のブースを設置いたしました。また、平日に

マイナンバーカードの受け取りが難しい方を対象とした臨時交付窓口を

本庁で開設し、カード交付の推進を図りました。 

 成果といたしましては、各イベントでの広報や、申請補助は少しずつ

ではございますが、効果があったものと思います。特にスマートフォン

を利用しての申請補助は、写真を撮るだけで申請が完了でき、申請者の

負担が軽減できたものと思っております。 

 課題といたしましては、マイナンバーカードの安全性や利便性を市民

の皆様に理解していただくための周知活動を継続するとともに、現在実

施されておりますポイント還元などの消費活性化策や、今後予定されて

いる健康保険証としての利用とマイナンバーカードを利用した事業につ

いて、事業担当課との連携を図り、カードの普及に努めていく必要があ

ると考えております。 
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 以上で、総合窓口課に関する説明を終わります。 

○大下委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 前重議員。 

○前 重 委 員  40ページの活動成果指標の中に、各種証明書発行件数ということで、

計画値4万件に対して3万7,618件という実績値になっておりますが、こ

のうちコンビニエンスストアとか郵便局のほうでも証明書の発行ができ

るということで、この内訳が分かれば、どれぐらい証明書の発行ができ

ているかお伺いをさせてください。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 佐藤総合窓口課長。 

○佐藤総合窓口課長  郵便局の取扱いとコンビニ交付につきまして、御報告させていただき

ます。 

 令和元年度は印鑑登録証につきまして、郵便局が47件、コンビニ交付

が134件、住民票でございますが、郵便局が54件、コンビニ交付が166件

となっております。 

○大下委員長  前重議員。 

○前 重 委 員  ほとんどが本庁舎のほうへ来られて、支所も含めて、そういった発行

という形でまだまだ、マイナンバーカードの普及等が至ってないので、

コンビニエンスストアとかが、こういうことになっているという把握を

させていただいてよろしいでしょうか。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 佐藤総合窓口課長。 

○佐藤総合窓口課長  おっしゃっていただきましたとおり、マイナンバーカードの交付率が

まだ十分でないということもございます。 

 あともう1点が、やはり窓口で申請をしますと、職員が対応いたしま

すので、安心して取得ができるというお声も頂いてはおります。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、これをもって総合窓口課に係る質疑を終了いたしま

す。 

 次に、税務課の決算について説明を求めます。 

 竹本税務課長。 

○竹本税務課長  それでは、令和元年度税務課に係る一般会計決算概要について説明さ

せていただきますので、主要施策の成果に関する説明書49ページを御覧

ください。 

 まず初めに、事務事業名、税務管理事業でございます。 

 人件費相当額を除く事業決算額は852万4,000円で、主な支出は臨時職

員の賃金でございます。 

 税務課業務全般に係る業務の効率化、職員の能力向上、住民税申告体

制の整備等が事業内容でございます。 

 実施内容を4点御説明させていただきます。 
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 まず1点目、税務業務の効率化と情報管理としまして、確定申告事務

及び固定資産税事務補助として、臨時職員を雇用し、事務の効率化、特

定個人情報の漏えい防止、課税台帳整備事務を行いました。 

 次に2点目、職員の能力向上としまして、各種研修会へ参加し、専門

知識の習得に努めました。固定資産税の家屋評価においては、評価員に

よる評価の格差をなくすよう、資産税係独自で家屋評価研修を実施いた

しました。また確定申告相談に備えて、9月から毎週1回、申告事前学習

会を実施いたしました。広島県北部県税事務所職員の併任徴収事業を活

用して、徴収技法の習得や困難案件の対応について、指導・助言を受け

て能力向上に努めました。 

 次に3点目、時間外勤務の縮減の取組として、時間外勤務が著しく増

える申告受付期間中において、課内職員の一層の協力体制と、合わせて

臨時職員を納税通知書発送以降の時期も1人雇用することによって、時

間外勤務の縮減に努めました。 

 次に4点目、課税資料の管理に関する取組として、公図管理システム

を固定資産税の土地評価や現地確認などの資料として活用しまして、正

確で効率的な異動処理を行うとともに、システムの保守点検業務を実施

いたしました。 

 成果としましては、市県民税の賦課決定まで臨時職員を雇用して、情

報の漏えい事故を引き起こすことなく、業務を完了いたしました。資産

税においても、令和元年度の山・耕重複地番の解消作業を完了すること

ができました。 

 平成30年7月から所得証明等のコンビニ交付サービス事業を開始し、

市民の利便性向上を図ることができました。結果、これを利用するため

には、マイナンバーカードが必要であり、カードの普及と併せて、引き

続き事業のＰＲ活動が必要と考えております。 

 また、複雑化する税制改正に対応するため、各種研修に参加し、スキ

ルアップを図ること、課内の協力体制を構築することによって、さらな

る時間外の縮減をすることが必要と考えております。 

 次に、50ページの事業名、賦課徴収事業について説明をいたします。 

 人件費相当額を除く事業決算額は、4,958万4,000円で、主なものは、

令和3年度の評価替えに向けた不動産鑑定業務でございます。事業概要

にございますように、各税全般に係る賦課、調定、徴収、収納管理の諸

業務と、滞納整備、滞納処分についてが事業内容でございます。 

 実施内容ですが、1点目、土砂災害特別警戒区域の認定、そして県が

指定する土砂災害特別警戒区域となった宅地、及び宅地並み雑種地につ

いて、利用制限がかかることから、減額補正率を定めて、対象土地の認

定作業を行いました。 

 次に2点目、納税環境の整備として、平成29年度からコンビニ納付を

開始しております。24時間全国のコンビニにおいて、納付できる環境が

整備されたことで、納税者の利便性向上に役立ったものと思われます。 
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 次に3点目、滞納整理業務の推進として、安芸高田市税等滞納整理対

策本部の実施方針に基づき、市民負担の公平、自主財源確保のため、自

主納付の動機づけ、法的措置の強化等を基本として、滞納者の実態に即

した滞納整理業務を行いました。 

 成果としましては、土砂災害特別警戒区域に指定された地域を土地評

価システムに取り込んで指定地番を一筆ずつ確認して、令和2年度から

の課税準備を行いました。 

 また、滞納対策本部として、税以外の使用料などの関係各課と共同し

て、年度当初に目標収納率を定め、その達成に向けて集中強化月間、休

日夜間納付相談日、夜間電話催告を実施しまして、滞納者との納税交渉

等による実態調査や、分納誓約を結んで、納付を促しました。 

 また、広島県北部県税事務所の職員の方に指導や困難案件の相談をお

願いし、スキルアップを図っているところですけれども、納税に対し誠

意のない滞納者に対しては、100件、約844万円の差押処分を実施しまし

て、美術品等16品をインターネット公売をして21万円を換価し、滞納額

に充てることができました。 

 課題といたしましては、税の少額分納を行っている場合、完納ができ

ないうちに、また次の年度の課税が発生する等の課題がありますので、

分納額の適正化を見極めながら、納付相談を通じ、増額を目指すなどし

たいと考えております。 

 次に、令和元年度の収納率について報告をさせていただきます。 

 市税一般現年度分は99.1％、滞納繰越分は17.1％、現年と滞納の合計

は96.2％となり、昨年度と比較しまして現年分の収納率は0.1ポイント

の減、滞納繰越分は4.2ポイントの増となりました。また、国保税の現

年度収納率は97.0％、滞納繰越分が15.0％、現年と滞納の合計で83.6％

となりまして、昨年度と比較して現年度分の収納率は0.1ポイントの増

加、滞納繰越分は0.5ポイントの増となりました。 

 これからも納税相談によりまして、納税者の生活事情などを聞きなが

ら、実態に即した滞納整理を行い、公平・公正の原則に基づきまして、

滞納整理に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上で、税務課の説明を終わります。 

○大下委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、これをもって税務課に係る質疑を終了いたします。 

 次に、環境生活課の決算について説明を求めます。 

 毛利環境生活課長。 

○毛利環境生活課長  それでは、環境生活課が所掌いたしました事業について、説明いたし

ます。 

 42ページをお願いいたします。 

 結婚相談事業でございます。 

 結婚相談員1名を配置し、19名の結婚コーディネーターにより、令和
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元年度ではカップリング交流イベントを2回開催し、56名の参加をいた

だくとともに、5組のカップリングに発展させることができました。ま

た、元年度中には、8組の成婚につなげることができ、事業開始から成

婚者数56組となり、9月には成婚50組の記念パーティを開催いたしまし

た。 

 課題といたしましては、元年度、各地区にコーディネーターがおられ

る体制にはなりましたけれども、事業当初から比べますと、コーディネ

ーターの人数が減少していること、またコーディネーターが少ない地域

もあり、お手伝いいただける人材の確保が必要と考えております。また、

これから新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防しながら、魅力あ

るイベントの立案、開催が必要と考えています。 

 続きまして、43ページをお願いいたします。 

 環境政策事業でございます。 

 実施内容でございますが、環境基準に基づく河川等の水質、自動車等

の騒音に対する定点調査を実施し、環境保全に努めるもので、併せて個

別の苦情処理にも対応しております。苦情内容につきましては、騒音に

関するものが2件、悪臭に関するものが1件、水質に関するものが5件、

野焼き関するものが7件あり、合計15の案件に対応いたしました。 

 また、啓発活動では、かんきょう祭りを、甲田わいわい祭りとの同時

開催で実施することを計画しておりましたけれども、残念ながら台風の

影響で中止となっております。 

 次に、再生可能エネルギーの普及と促進では、事業者に対する屋根貸

し事業として、市の施設、建物63か所、土地13か所に太陽光発電設備場

所として貸し出し、年間発電容量は281万9,842キロワットとなっており

ます。 

 課題といたしましては、苦情の多くが原因者に対して法的な基準、条

件違反や法的根拠による注意・指導といった強い姿勢で挑むものでない

ため、原因者に粘り強く依頼という対応をしていかなければならず、な

かなか成果が上がらないことです。 

 続きまして、44ページをお願いいたします。 

 塵芥処理対策事業では、芸北広域環境施設組合きれいセンターへの負

担金事業を行うとともに、市民団体と連携し、持続可能な社会、循環型

社会を目指し、ごみの減量化、資源化に向けた取組を行っております。

具体的には25件の生ごみ処理機助成を行い、150の団体に対し、ごみ減

量化対策助成金の交付を行っております。元年度の団体回収、企業によ

る資源回収、甲田地区公衛協によります回収の総計は、778トンになり

ます。 

 課題といたしましては、年々回収量が減少しており、助成の単価の見

直し等を含め、助成制度の改善、また新しいリサイクルの仕組みづくり

を検討する必要があると考えております。 

 続きまして、45ページをお願いいたします。 
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 動物管理指導事業では、狂犬病予防法による、犬の予防注射の実施、

また元となる台帳の整理を実施しております。予防接種では、1,725頭

の犬の飼い主に対して案内通知を行い、個別注射、集合注射を合わせて

1,353頭の予防接種を実施しております。引き続き、犬の登録の啓発、

死亡老齢による台帳からの削除等適正な台帳管理を進めながら、予防注

射接種率の向上に努めていきたいと思います。 

 課題といたしましては、犬、猫の排せつ物の苦情、捨て猫、飼い猫の

多頭飼養、捨て犬が野犬となり、危害を加えるのではないかということ

から、捕まえてほしいという要望が多くあります。特に、猫の多頭飼養

につきましては、家の外に餌を置くなどすることにより始まるケースが

多くあります。猫は家の中で飼い、餌は外に置かないというような取組

を地域全体で行わないと解決に至ることが難しいです。今後も飼い主へ

の責任、マナーの徹底啓発が必要と考えております。 

 続きまして、46ページ、葬祭場運営事業でございます。 

 安芸高田市葬祭場「あじさい聖苑」につきましては、平成28年度より

株式会社五輪によります指定管理を行い、令和元年度は4年目の年にな

っております。火葬件数、また各施設の利用件数につきましては、例年

と変わらず、多少の増減はありますけれども、大きな変動はありません。

葬儀の場所は、民間の葬祭場で行われる割合が多く、約9割は葬祭場で

行われています。また、葬祭、葬儀を行われず、直接火葬されるケース

も増えてきております。そして、近年の傾向といたしましては、ペット

の火葬も増えてきております。 

 今後の対応といたしましては、火葬の開始時刻を調整し、多様な要望

に応えられる体制づくりを検討する必要があると思っております。また、

火葬場の消耗が激しい炉など、一部設備において更新が心配される時期

となってきており、今後計画的な更新を検討する必要があります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○大下委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、これをもって環境生活課に係る質疑を終了いたしま

す。 

 次に、人権多文化共生推進課の決算について説明を求めます。 

 中村人権多文化共生推進課長。 

○中村人権多文化共生推進課長  それでは、人権多文化共生推進課の決算概要を御説明します。 

 まず47ページ、人権推進事業です。 

 人権推進事業は、人権啓発、青少年育成、男女共同参画、多分化共生

推進に係る事業が主なもので、実施内容につきましては、青少年育成事

業は向原のみらいで、青少年育成フェスティバルを開催し、心がほっと

する標語の表彰とともに、180名の参加者と90点の満足度を得ることが

できました。 

 人権啓発推進事業につきましては、安芸高田市人権尊重のまちづくり
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条例の一部を障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消

推進法を明記の上、改正し、インターネット上での悪質な誹謗中傷行為

などの現代的な課題に対応するための条件を整えることができました。

また、3年連続で同和問題解決のための職員研修を実施しております。 

 （2）の男女共同参画事業につきましては、第2次プランに基づきまし

て、男女共同参画審議会の開催、講演会を実施いたしまして、内容を男

女共同参画だよりにして発行、広報することができました。これからも

プランを基に、事業を継続してまいりたいと考えています。 

 （3）多文化共生推進事業は、第2次多文化共生プランを基に、事業推

進を図っております。多言語による相談窓口の開設、市内各中学校での

多文化共生事業、各町の高齢者大学での優しい日本語と翻訳アプリの講

座を実施し、ＮＰＯ法人、安芸高田市国際交流協会と協働して、日本語

教室、多分化共生の推進の事業を実施したところです。 

 また、技能実習生を中心とした外国人を雇用する市内企業、事業所を

訪問、調査し、人材確保のための外国人材の必要性から、多文化共生の

一層の推進、外国人材の住宅活保のため、空き公共施設であった旧安芸

高田市吉田少年自然の家を多文化共生センターきらりとして活用するた

めの準備を行い、この4月から安芸高田市国際交流協会を指定管理者と

してスタートして、するところまでこぎ着けたところでございます。 

 今後も移住定住をしたくなる魅力的な地域づくりのために、市の各部

署と連携して、強化していく必要があると考えております。 

 次に48ページ、人権会館管理運営事業です。 

 これは、市内4か所の人権会館の管理運営に関する事業で、内容は隣

保館設置運営要領に基づく基本6事業、これは社会調査研究事業、相談

事業、啓発広報活動事業、地域交流事業、周辺地域巡回事業、地域福祉

事業でこの6事業を中心に行っております。 

 昨年度は、人権会館設置及び管理条例を改正し、社会福祉分野の幅広

い領域を包含した活動を行えるように、市内4か所の人権会館の名称を

人権福祉センターに統一いたしました。事務事業評価シートには人権福

祉センター分のみ記入しておりますが、具体的には相談事業におきまし

ては、昨年度から市民ニーズの高い相続に関する相談の、相続サポート

やひきこもりに関する相談も加えて、定期的に開催することができてお

ります。また弁護士相談会も人権福祉センターだけでなく、美土里支所、

向原支所でも行うことができています。 

 様々な啓発事業による講座などの受講者のアンケートによる満足度は、

目標を上回っておりますけれども、相談事業の相談も多様化してきてお

ります。そういった中で職員のスキルアップ、あるいは相談員等の後継

者、今後人権を推進していく人材の育成等の課題を抱えておりますが、

果敢に挑戦していく必要があると考えています。 

 以上で、人権多文化共生推進課の説明を終わります。 

○大下委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 
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 児玉委員。 

○児 玉 委 員  これは前々から言っとることですが、48ページの人権会館管理運営事

業、成果と課題のところで、隣保館の利用が減っている。いわゆる高齢

化なんかで利用者が、かなり減ってきているということで、その利用促

進に向けた情報発信を行う必要があるとありますが、これはもともと同

和対策でいろいろやってこられる形でこういった人権会館できてきたん

ですが、前々市長のときに福祉をくっつけられて、いわゆる人権問題全

般のことを取り扱おうということで、今までの同和対策だけじゃない、

いろんなことを扱おうということで、名称を変えられてきとるんですか

ら。 

 減少傾向にあるなら、前々から言っとるように、美土里と向原にはな

いわけで、なくてもできているところがあるわけですから、吉田の一か

所にして、後の3か所を廃止していく、そういう具合に持っていくほう

がいいんじゃないかと、増やす必要はないんじゃないかと私は思うんで

すが、この課題のところに書いてある。この見解をもう一度聞いてみた

いと思います。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 宮本市民部長。 

○宮本市民部長  ただいまの御質疑ですが、確かに、利用件数等は右肩下がりというふ

うにはなっております。ただし、利用件数等相談業務が減ってるとかと

いう結びつきではなく、いろんな要因があって、利用者だけ減っとると

いうふうには考えます。 

 また、いろんな相談業務も継続してやっておりますし、それを統一す

るという考え方も当然どこかでは出てくるかもしれませんが、現状では

まだ時期尚早ではないかというふうに思っておりますが、この件につき

ましては、市長を交えて、詳しく話をまださせていただいておりません

ので、その辺を含めてまた市長の御見解等を踏まえて、今後の検討課題

とさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○大下委員長  いいですか。ほかに質疑はありませんか。 

 芦田委員。 

○芦 田 委 員  47ページの技能実習生のことなんですが、少年自然の家が宿泊ができ

るようになりましたけれども、技能実習生の宿泊の定員が何名で、今宿

泊されてる方は何名おられるか伺います。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 中村人権多文化共生推進課長。 

○中村人権多文化共生推進課長  定員34名で、今日現在で7名の技能実習生が住居として利用いただい

ております。 

○大下委員長  いいですか。 

 芦田委員。 

○芦 田 委 員  今後、宿泊を定員にするのが課題だと思いますが、新型コロナウイル
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スの影響で、外国から日本へ来るのが非常に困難だと聞いておりますけ

れども、現状について伺います。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 中村人権多文化共生推進課長。 

○中村人権多文化共生推進課長  技能実習生は、1号、2号、3号おられますけれども、この3月末から

見ますと、約50名減少しております。要因は、新型コロナウイルスの防

止対策に関わりましての、出入国の制限、それと先の見通せない社会、

経済情勢の中で、企業が新規の採用を抑えておると、いうところもある

というふうに伺っておるところです。 

 以上です。 

○大下委員長  芦田委員。 

○芦 田 委 員  もう1点伺います。 

 少年自然の家がすぐ近くなんで、ほとんど外国人の方が来られても、

地域のほうでは、大きなトラブルもないし、支障もないんですけれども、

宿泊が今国際交流協会の方が泊まり込みで見られてるんですかね。今、

インドネシアの方が7人来られてるというように聞いてますけれども。

中での課題は特にはないんですか。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 中村人権多文化共生推進課長。 

○中村人権多文化共生推進課長  指定管理者の国際交流協会、最初のスタートということで、当分の

間、宿直を置こうということで頑張っていただいておるところでござい

ます。 

 そういった中で、外国人が原因での夜間とか、昼間の近所のトラブル

というのは、伺っておりません。ただ、夜間、ブレーカーが落ちたとか、

そういったトラブルについては報告をいただいておるところでございま

す。 

 以上です。 

○大下委員長  いいですか。ほかに質疑はありませんか。 

 前重委員。 

○前 重 委 員  今の関連なんですが、今のきらりに移る前に、文化創造センターで事

務をされておりましたよね。そこの施設は、今現在どうなっている状況

なのか。あそこはある程度改築されて、事務体制ができるようになっと

ると思うんですが、その後の利活用等はどうされてるのか、伺いたいと

思います。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 中村人権多文化共生推進課長。 

○中村人権多文化共生推進課長  部分的にヤングインの4階を人権多文化共生推進課の所管として、国

際交流協会に入っていただいておりましたが、事務所の移転に伴いまし

て、元の教育委員会のほうへ、所管替えをいたしております。その後の

ことについては、詳細は伺っておりません。 

○大下委員長  前重委員。 
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○前 重 委 員  ならば、教育委員会のほうで、また確認をさせていただければよろし

いですね。分かりました。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、これをもって人権多文化共生推進課に係る質疑を終

了いたします。 

 ここで、市民部全体に係る質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 秋田委員。 

○秋 田 委 員  決算には直接関係ないかも分からんのですが、45ページで狂犬病の予

防注射、ずっとこれまでパーセンテージ上がってきたんですが、今年度

はコロナの関係でまだそういう行いをされてないと思うんですね。今時

点で分かってることで、今年度はどうされるのか、お伺いしたいと思い

ます。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 毛利環境生活課長。 

○毛利環境生活課長  秋田委員の御質疑にお答えいたします。 

 今年度、春計画しておりました狂犬病の集団予防注射が、吉田町、向

原町のみ実施して、あと中止になっております。残りの4町につきまし

ては、秋に実施するよう、春実施予定であった日程をそのまま同じ日程

が確保できるようにして、秋に実施するように計画中でございます。 

 以上でございます。 

○大下委員長  秋田委員。 

○秋 田 委 員  周知のほうをしっかりお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、これをもって全体質疑を終了し、市民部の審査を終

了いたします。 

 ここで、説明員交代のため2時45分まで休憩といたします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 ２時３６分 休憩 

      午後 ２時４５分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○大下委員長  休憩を閉じて、再開をいたします。 

 福祉保健部の審査を行います。 

 概要の説明を求めます。 

 大田福祉保健部長。 

○大田福祉保健部長  よろしくお願いいたします。 

 それでは、福祉保健部の事業概要について御説明を申し上げます。 

 本市では、少子高齢化が急速に進展する中、人口減対策の重点施策と
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して、24時間保育、子育て支援の充実に向けて、国策の幼児教育の無償

化の影響を調査しつつ、従前からの2子半額、3子の保育料無償化を継続

しつつ、教育委員会とも連携し、主食とおかずなどの副食に係る保護者

の費用負担をなくし、安芸高田市内の公立、私立にかかわらず、幼稚園、

保育園の3歳以上児につきましては、給食費の完全無償化を実施するこ

とができました。 

 令和元年度から、美土里町と高宮町の3か所の公立保育所は、保育所

型認定こども園に移行し、私立の幼保連携型認定こども園とも連携し、

園庭開放や地域子育て相談事業や一時預かり保育、病児・病後児保育な

ど着実に取り組むことができました。 

 また、家庭で乳幼児を育てる世帯へ、在宅育児世帯支援事業給付金を

継続支給し、乳幼児等医療費公費助成の対象年齢を18歳までとし、子育

て世帯の経済的な負担軽減に取り組んでまいりました。 

 ほかにも、子育て情報の積極的な発信のため、子育て情報誌、子育て

ガイドブック2020の発行や、スマートフォンを活用し予防接種の実施状

況、成長記録を写真やデータで記録する電子母子手帳の機能や園庭開放

等の子育てイベント情報の検索ができる子育てアプリあきたかたを導入

し、本市の子育て支援施策の魅力を伝えることに重点を置きました。 

 また、少子化対策として、母子保健事業の充実のため、産婦健康診査

受診率100％、赤ちゃん訪問の100％の実施、ハイリスクな妊婦の方につ

いては、点数化し、戸別訪問や電話相談により、妊娠から子育てまで、

切れ目のない継続的な支援を行いました。 

 高齢者等支援対策では、慣れ親しんだ地域で安心して住み続けられ、

地域の様々な支援により孤立することなく、その人らしい生活が送れる

社会を目指して、地域の結びつきを改めて認識する仕組みとして、高齢

者等の日々の安否確認・生活相談を行う生活支援員制度を20地域振興会、

19単位振興会と協定を締結し、地域の役員の皆さんと制度運営について

の課題や、地域での困り事など、意見交換を目的にした地域連携会議を

30地域で開催いたしました。 

 そのほか、健康づくり事業では、市医師会やＪＡ吉田総合病院等と連

携した生活習慣病の発症予防、重症化予防事業の実施や健康教室などの

取組による健康寿命の延伸と医療介護に要する経費の適正化に努めてま

いりました。 

 障害者福祉事業では、障害者総合支援法の障害がある人が普通に暮ら

せる地域づくりの位置づけに向けて、全ての人が障害の有無にかかわら

ず、相互に人格と個性を尊重し合える地域社会を目指す施策を進めてい

く必要があると考えております。 

 事務事業の詳細につきましては、各担当課長から説明をさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

○大下委員長  続いて、社会福祉課の決算について説明を求めます。 

 北森社会福祉課長。 
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○北森社会福祉課長  それでは、社会福祉課が所掌いたします事務事業の令和元年度におけ

る決算の概要について説明をいたします。 

 主要施策の成果に関する説明書の51ページをお願いいたします。 

 社会福祉総務管理事業です。 

 実施内容としましては、民生委員児童委員活動への補助や、市社会福

祉協議会等の社会福祉団体に対する助成を行い、社会福祉活動を支援す

るとともに、社会福祉事業の担い手である社会福祉法人等の指導監査を

実施をいたしました。 

 成果の主なものとしましては、福祉に関する分野別計画を横断的に接

続する安芸高田市地域福祉計画の第1次計画を策定いたしました。これ

により、地域共生社会の実現に向け、縦割りから横断的な取組へと進め

てまいります。 

 今後の課題としましては、社会福祉協議会活動事業について、地域づ

くりや包括的な支援体制を構築していく上で、より効率的な活動支援と、

一層の連携強化を図る必要があると考えております。 

 52ページをお願いします。 

 生活困窮者自立支援事業です。 

 生活保護に至る手前の第2のセーフティネットとして、生活困窮者の

自立相談支援と住宅確保給付金の支給に取り組みました。昨年度の新規

相談受付件数は79件で、住宅確保給付金の給付については0件でした。 

 成果としましては、生活困窮者の多様な相談を受け、必要な情報提供、

プラン作成、他制度へのつなぎ等による支援を行いました。 

 課題としましては、より一層の制度の周知と、生活困窮となる要因は、

就労の状況だけでなく、地域社会からの孤立などの多種多様であること

から、関係機関や地域とのネットワークづくりや包括的かつ継続的な相

談支援の強化を図る必要があります。 

 続いて、53ページをお願いします。 

 障害者自立支援介護給付事業です。 

 実施内容としましては、障害のある人が自立した日常生活、または社

会生活を営むことができるよう、相談支援や成年後見制度利用支援、意

思疎通支援などの様々な支援事業を実施しました。 

 成果としましては、障害者基幹相談支援センターの委託契約期間満了

に伴い、令和2年度からの委託法人を選定し、引き続き地域における相

談支援体制の充実を図りました。 

 また、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制、障害者地

域生活支援システムの運用を開始しました。 

 課題としましては、8050問題、ダブルケア、ひきこもり、ごみ屋敷な

ど、複合的な課題を抱える世帯の相談が増えてきており、障害福祉だけ

でなく、制度の枠を超えた相談支援体制の構築が必要となっています。 

 続いて、54ページをお願いします。 

 障害者自立支援訓練等給付事業です。 



76 

 実施内容は、障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービスの提供、

補装具費、自立支援医療費の支給を行いました。 

 成果としましては、個々のニーズに合わせた障害福祉サービスを提供

し、また報酬請求内容の審査や事業所の実地指導により、適正なサービ

ス提供と給付費の支給を行いました。 

 課題としましては、障害者の地域生活を支えるためのサービスを充実

させる上で、介護・福祉人材の不足が深刻な課題となっており、引き続

き各事業所や他分野とも連携して取り組んでまいります。 

 55ページをお願いします。 

 障害者福祉事業です。 

 実施内容としましては、障害のある人の自立と社会参加を支援する目

的で、タクシーチケット交付による重度障害者の外出支援や、障害者就

労施設優先調達推進事業の実施、通所や通院の際の交通費の助成等を行

いました。 

 成果としましては、障害者の就労支援、工賃向上を目的に、市が障害

者就労施設等から優先的に物品等を調達する取組は、共同受注窓口の利

用促進等により、目標額を上回る調達実績を上げることができました。 

 課題としましては、障害者の移動支援に関する各種事業や助成につい

て、効果等を検証しつつ、見直しの検討が必要な時期に来ていると考え

ております。 

 56ページをお願いします。 

 障害児福祉事業です。 

 児童福祉法に基づく、障害児に対する通所による療育支援と、肢体不

自由児通所医療や育成医療などの医療費の補助を行いました。 

 成果としましては、個々のニーズに合ったサービス提供を行いました。

また、自立支援協議会児童支援部会で定期的に課題の共有や連携強化を

図り、多様な関係者が協働した取組を推進し、新型コロナウイルス感染

拡大防止に係る学校休校に伴う放課後等デイサービス利用拡大について

も市と事業者間で連携して対応をしました。 

 課題としましては、児童発達支援放課後等デイサービスについては、

利用が増加してきており、来年度に向けてサービス提供体制を充実させ

ていくことが必要です。 

 続いて57ページをお願いします。 

 特別障害者手当事業です。 

 重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方

に対して、手当を支給し、負担の軽減を図ることを目的とした事業です。

令和元年度末の受給者数は、特別障害者手当36人、障害児福祉手当9人、

経過的福祉手当が0人となっています。国の法定受託事務であり、法律

に定められた規定に沿って、適切に事務を進めるとともに、様々な方法

で制度の周知を図っていきます。 

 58ページをお願いします。 
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 生活保護総務管理事業です。 

 実施内容としましては、最後のセーフティネットである生活保護の適

正な運営を行うため、職員の研修参加や生活保護システムの運用、医療

扶助の適正化対策、就労支援や健康管理支援を行いました。 

 成果としましては、稼働年齢層のうち、就労阻害要因がない人の就労

支援を行い、延べ16人が就労を開始、これにより4世帯が保護からの脱

却につながりました。 

 課題としましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響から生活保

護の相談が増えることも予測され、相談体制、実施体制、関係機関との

連携等を強化していく必要があります。また、就労支援については、就

労後のフォロー体制を推進していきます。 

 続いて59ページをお願いします。 

 生活保護扶助事業です。 

 被保護者の困窮の程度に応じ、経済的支援を行いました。生活保護の

動向を見てみますと、令和元年度末の保護世帯数が162世帯、保護人員

が237人で、保護率は1,000人当たり8.43人となっており、近年微減傾向

にあったものが横ばいに推移をしております。保護申請は25件あり、う

ち23件が保護開始となっています。一方、廃止は20件となっています。 

 課題としましては、保護の動向は社会経済情勢の悪化の影響を受ける

ものと考えられ、コロナ禍の影響等を注視しながら、保護が必要な人へ

の確実な保護実施を行っていきます。また、今後も関係機関や関係者と

連携し、就労自立支援、健康管理支援、医療扶助の適正化などの取組を

充実させていきます。 

 以上で、社会福祉課の説明を終わります。 

○大下委員長  これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 秋田委員。 

○秋 田 委 員  55ページの障害者福祉事業についてお伺いいたします。 

 ここで、障害者の方の、成果についてはタクシーの利用券の交付や交

通費補助ということで就労や社会参加の促進を図ったということで、ま

たそれに対して課題としては、移動支援に関する各種事業や助成につい

て、効果等を検証し、見直しについても検討する必要があるということ

と、会員の高齢化、会員減少等があるということを掲げておられる中、

その下にタクシー利用券の利用者の数値が計画値320人に対して、実績

値が250人というふうに出ておりますけれども、ここら辺りはどのよう

に私たちは判断すればいいんでしょうか。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 北森社会福祉課長。 

○北森社会福祉課長  タクシー利用券につきましては、年々対象者の方自体が減ってきてお

ります。その中で、実際には交付をしてもタクシー券を使って外出をさ

れる方というのも交付をされる方全員ではございませんので、その辺り

も数が限られてきております。 
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 そうした中で、やはり障害者の方の移動の問題というのは、常に何か

に参加しようと思っても、移動手段がないであるとか、付添いの方がい

らっしゃらないと、なかなか外出ができないというような意見も多々聞

いております。そうした中で、タクシーチケットにつきましては、お太

助ワゴンが利用できない方の補完事業として始まった事業ではございま

すけれども、それ以外のいろんな助成も含めまして、障害者の方がどの

ように社会参加をして移動の問題というものを解決をしていくかという

ことは、社会福祉課でやっております事業だけではなく、いろんな施策

と一緒になって、その移動の問題を今後は考えていく必要があるという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○大下委員長  いいですか。 

 秋田委員。 

○秋 田 委 員  大体分かりましたけれども、思いの中で、効果の検証とかいうことを

考えたときには、やっぱり外に外出されるのに、そういういろんな条件

があって、難しい部分があって利用券も使ってないというようなことが

あるのでしたらば、使える人にはもっともっと計画値というか、目標値

を上げていただきながら、外に出られる体制づくりをしっかりしていっ

てあげる必要があるという思いから質問させていただきましたんで、そ

うした検討を今後していただきたいと思います。 

○大下委員長  答弁はいいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 前重委員。 

○前 重 委 員  51ページ、社会福祉協議会、団体等助成事業の昨年度の5,700万円の

中で、介護人材確保補助金を含むということがありますが、この補助金

を出されとる中で、介護人材がどれぐらい確保できたのか、その辺の数

値とか。また、そうした確保できた中で、どれぐらいの方が実質そうい

う職務につかれておられるのか。その辺が分かれば情報提供いただけれ

ばと思います。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 北森社会福祉課長。 

○北森社会福祉課長  社会福祉協議会に対しまして、介護人材確保事業に係る人件費補助と

して250万の補助をさせていただいております。 

 これは、昨年度より介護人材の確保を目指しまして、安芸高田市福祉

介護人材確保等総合支援協議会を立ち上げ、その設立準備と事務局機能

を担っていただくということで、人件費補助をしております。昨年度に

つきましては、介護職員の初任者研修の実施をさせていただいて、14名

の方が受講されております。 

 以前、報告もさせていただいたかと思うんですけれども、この受講さ

れた方は全員修了はされたんですが、実際に介護の仕事に就かれたとい

う方は今のところはおられません。それには、いろいろと理由がありま
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して、今既にほかのお仕事に就いておられる、といったようなことです

とか、将来的には介護の仕事をしてみたいというような意見も伺ってお

りますけれども、実際にはそこまでまだ至っていないというところです。 

 ちなみに、今年度につきましても、介護職員初任者研修のほうを実施

することとしておりまして、15名の申込みを受けているところでありま

す。これにつきましては、それ以外の様々なその介護職員の確保のため

の取組というものも、この協議会の中で今後協議を重ねながら、介護職

員の方の確保に努めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○大下委員長  前重委員。 

○前 重 委 員  この辺の協議会で、協議をされる中で、地元の高校にそういった科が

ございます。そうしたところも含めて、協議をなされるときに、そうい

った情報の交換ですね。やはりそういったこれからの育成を含めて、昨

年はどういった形が取られたのか、あったのか、ないのか。高校生、大

学生も含めて、そうしたところへの話といったのは、出てないような状

況ですかね。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 井上保険医療課長。 

○井上保険医療課長  こちら吉田高校につきましては、職員が出向いて研修をする中で、介

護の仕事の説明等はさせていただいてはおります。前年度においては、

介護の制度の説明と、それから恐らく社協のほうで介護の実務の説明等

をされておると伺っております。 

 以上です。 

○大下委員長  前重委員。 

○前 重 委 員  やはり今、施設のほうも職員さんが不足されてるという情報が入って

ますので、せっかくこうした人材確保の形で補助金がなされることを含

めて、そこらの連携をしていただきながら、せっかく受講されてもその

後の形が全然できてない状況になれば、どうなるか。確かに将来的に考

えて、以前もそういったお話は聞いてますが、現実問題、施設へ入所し

ていただきたいのだが職員さんがいないので入所ができないといった現

状は聞いておりますので、その辺も含めて、今後しっかりとこのことを

検討いただいて、今年含めて、来年度もしっかりとそのことを見据えた

形で、しっかりと検討いただいて、子供たちができれば地元へ就職でき

るような形を取っていただくように、お願いをしておきます。 

 終わります。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 武岡委員。 

○武 岡 委 員  51ページですね。成果と課題のところに、社会福祉協議会人件費補助

金について、適正な補助金交付を行うことができるように、補助基準額

を定め、合意を得たというふうに書いてあるんですが、具体的にはどう

いうような内容なんでしょうか。 
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○大下委員長  答弁を求めます。 

 北森社会福祉課長。 

○北森社会福祉課長  これまで社会福祉協議会の人件費補助につきましては、市全体の補助

金交付の考え方を基にしまして、社会福祉協議会の役割や位置づけ等を

共有しながら財政状況や活動内容のヒアリング等を行って、適正な額を

算定して、補助をしてきました。 

 一方で、一般的な基準がないことから、毎年度額の算出に当たっては、

協議に時間を要したり、またお互いに先の見通しが立てにくいというよ

うな課題もございましたので、今回、算出方法を整理し、市の補助金の

基準額を定めて、これを上限とすることにより、適正化を図っていきた

いということで、そのことについて、社会福祉協議会とも合意を得てい

るところであります。 

 具体的な補助金の基準額につきましては、今年度、要綱等を定めて、

来年度の補助金からそれを適用していきたいということで、現在整理中

でございます。 

 以上です。 

○大下委員長  武岡委員。 

○武 岡 委 員  皆さん、御承知だろうと思うんですが、社会福祉協議会のベテラン職

員が相当数退職をされたということも聞いておりますが、そういったこ

とも含めて、やはり人件費補助をどのように受け止めて対応していくの

かと。人件費補助をしておきながら、大量にベテラン職員が退職をして

いくと。そこには何か大きな要素があるんだろうと思うんです。ぜひそ

ういったところを、しっかりと精査をしていただいて、適切な人件費の

補助というものを算出なりして、助成をしていただきたいと、それはお

願いでございます。 

 よろしくお願いします。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、これをもって社会福祉課に係る質疑を終了いたしま

す。 

 次に、子育て支援課の決算について説明を求めます。 

 久城子育て支援課長。 

○久城子育て支援課長  それでは、子育て支援課の令和元年度決算につきまして、主な事業

を説明させていただきます。 

 主要施策の成果に関する説明書の60ページをお願いいたします。 

 子育て支援センター運営事業でございますが、子育て支援センター事

業、ファミリー・サポート・センター事業、こども発達支援センター、

病児保育事業等を実施し、保護者の子育ての負担軽減を図りました。 

 中段、令和元年度の実施内容としまして、子育て支援センター事業と

してプレイルームの運営、親子体操、子育て交流会を開催しております。

ファミリー・サポート・センター事業と一時預かり事業につきましては、
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安芸高田市社会福祉協議会へ委託し実施いたしております。 

 こども発達支援センターでは、相談支援、親子で参加する教室活動や、

保育所支援を行っております。平成31年4月には、新たに甲田いづみこ

ども園に併設し、病児保育事業を開始いたしました。 

 成果の主なものでございますが、こども発達支援センターでは、職員

数を増やしたことにより、個別支援や早期の支援体制の強化につながり

ました。長年の課題でありました、病児保育を開始し、保護者の多様な

保育ニーズへの体制整備を行いました。美土里町、高宮町の公立保育所

を認定こども園に移行し、地域の子育て支援センターを開所し、子育て

世帯がいつでも利用できるようにしました。 

 そして、子育て情報誌、子育てガイドブック2020の発行や、子育てア

プリあきたかたの開始など、子育て支援情報の発信も充実いたしました。 

 課題の主なものですが、こども発達支援センターの親子教室へ3歳以

上児を対象とする教室への要望がありますので、教室の開催に向けて準

備をする必要がありました。これについては、令和2年度開始しており

ます。病児保育事業や地域の子育て支援センター事業については、ホー

ムページや子育てアプリを活用し、情報発信を行い、子育て世帯に周知

し、利用促進を図る必要があると考えております。 

 次に61ページ、公立保育所管理運営事業でございます。 

 公立保育所3園と公立認定こども園3園の管理運営を行う事業でござい

ます。 

 中段、令和元年度の実施内容でございますが、令和2年3月1日現在の

入所児童数は313名でございました。待機児童が7名でした。この7名は、

特定の保育所を希望されたもので、本来の待機児童には計上されないも

のでございます。 

 公立の美土里町のみどりの森保育所、高宮町のふなさ保育園、くるは

ら保育園の3か所を保育所から、保育所型認定こども園に移行しました。 

 成果としましては、3施設を認定こども園に移行し、常時の園庭開放

や一時預かりを開始するとともに、3歳以上児を保護者の就労条件に関

係なしに、預けることができるようになり、地域の子育て支援体制を充

実いたしました。 

 令和元年10月からの国の3歳以上児の幼児教育、保育の無償化に併せ、

本市独自に3歳以上児の給食費の無償化を実施し、保護者の負担軽減の

図りました。 

 課題といたしましては、保育所、認定こども園に実施しています。地

域子育て支援センター事業について、活動内容を子育て世帯により周知

する必要があると考えております。そして、閉園いたしました公立保育

所の跡地利用について、協議を進める必要があると考えております。 

 次に、62ページ、私立保育園支援事業でございます。 

 私立保育園4園と私立認定こども園2園の運営に関する事業で、令和2

年3月1日現在の入所児童数は471名でございます。待機児童は先ほどの



82 

公立保育所の説明と合わせております。平成31年4月1日に、甲田町内の

公立保育所3か所を移行する形で、甲田いづみこども園が創設されまし

た。 

 成果として主なものは、甲田町に、民設民営の幼保連携型認定こども

園の甲田いづみこども園が創設され、幼稚園希望者の受入れや地域子育

て支援事業や、一時預かりの充実が行われ、保護者ニーズへの対応の幅

が広がりました。国の3歳以上児の幼児教育保育の無償化に併せ、私立

施設にもこれまで実施していました、主食費の補助に加え、市独自に3

歳以上児の副食費の補助も開始し、保護者の負担軽減を図りました。 

 課題として主なものは、市内の保育園を運営する社会福祉法人の経営

基盤は脆弱であり、老朽化及び耐震化等に係る施設整備には、市から多

額な資金援助が必要であるため、当該法人と協議を行い、計画的に推進

することが必要であると考えております。待機児童が発生いたしました

ので、私立保育所の労働環境の改善や保育士の離職防止、及び新規の就

労促進を図る必要があると考えております。 

 次に、63ページ、放課後児童クラブ運営事業でございますが、令和2

年3月1日現在、16施設の入所児童数は664名でございます。待機児童は

発生しておりません。 

 成果として主なものは、新型コロナウイルス感染症予防対策として、

市内小学校が一斉休校となりましたので、3月2日から4月7日までの間、

日曜、祝日を除き、昼間家庭で見ることができない児童について、朝か

ら夕方までの預かりを行いました。そして、その間の利用料を無償とし、

保護者の負担軽減を図りました。 

 課題として主なものは、高宮町内の小学校統合に伴う施設整備が必要

であると考えております。 

 続きまして、64ページをお願いいたします。 

 児童手当給付事業でございますが、中学校を卒業するまでの子供を養

育する保護者に、児童手当を支給して、経済的な支援を行うものでござ

います。年3回の定期の支給と、転出等に伴う随時の支給を行っており

ますが、支給月額、対象児童数、受給者数は記載のとおりでございます。 

 成果の主なものは、毎年受給者から提出いただく現況届の提出が年度

中に100％を達成することができました。 

 課題といたしましては、マイナンバー連携機能の導入など、事務の合

理化をさらに進める必要があると考えております。 

 65ページをお願いいたします。 

 児童福祉総務管理事業でございますが、児童遊園地4か所の運営管理

を行いました。 

 成果として主なものは、遊具の安全点検を行うなど、子育て環境の維

持に努めました。 

 課題といたしましては、遊具等の老朽化や、利用者が減少している児

童遊園地については、廃止の検討をする必要があると考えています。 
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 最後に66ページ、児童扶養手当事業でございます。ひとり親、または

父母以外の養育者の家庭で生活する状況にある18歳以下の児童がいる世

帯を対象に支給をしております。定期の支給と転出等による随時の支給

をしておりますが、受給者、支給額等は記載のとおりでございます。 

 成果として主なものは、現況届の提出が年度中に100％を達成するこ

とができました。令和元年11月分より、支給が4か月分から2か月分に変

更となりましたが、受給者への周知を行い、遅滞なく支給を行うことが

できました。そして、令和元年度に実施されました、未婚の児童扶養手

当受給者に対する、臨時特別給付金につきましても、対象者への周知を

徹底し、対象者全員に支給することができました。 

 課題としまして、過払い金の返還金について、納付月額が少なく、完

納までに長期間を要する見込みのあるものについて、生活状況の聞き取

りをしながら、納付額の再考を促す必要があると考えています。そして、

そのような状況を防ぐためにも、事実婚や公的年金給付との併給などに

関する児童扶養手当の制度の周知に努め、過払い金の発生を未然に防止

する必要があると考えております。 

 以上で子育て支援課の説明を終わります。 

○大下委員長  これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 玉井委員。 

○玉 井 委 員  61ページの成果と課題のところで、閉園した保育園の跡地利用につい

て、課題であると、必要であるというふうになっております。 

 コロナ禍で大変だと思うんですが、やはり閉園したらすぐに、その跡

地をどうするかというところを考えていただかないと、近隣の住民の方

からもいろいろ意見が出ますし、本来でしたら順番があって、なかなか

進まないところではあると思いますが、できるだけ早く対応していただ

きたいというふうに思いますが、お考えをお聞かせください。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 久城子育て支援課長。 

○久城子育て支援課長  ただいまの御質疑にお答えいたします。 

 この件につきましては、確かに時間が相当かかっており、本当に申し

訳なく思っております。 

 今年度に入りまして、甲田町の甲立保育所、こちらにつきましては、

一定の整理がつきましたので、普通財産のほうに落としました。財産管

理課のほうに所管替えを行っております。今後、財産管理課のほうで利

活用について進められるものと思っております。 

 小田東保育所につきましては、甲田町の3園の物品等を集積しており

ます。集積しておりますその物品等を、今までもやってきましたけれど

も、今後地域の方々に地域振興会の方々に払下げをするとか、消防団に

払下げをする。一般にも払下げを検討しております。そういうことが済

みましたら、中の物品を処分いたしまして、きれいな形にいたしまして、

普通財産のほうに落としまして、利活用について進めていきたいと思っ
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ております。 

 小原保育所につきましては、つい昨日も、このことについて、地域振

興会の委員の方ともお話をしたりとかしております。ただ、まだはっき

りした方向性というのが、出ておりませんので、これについても地域振

興会の方たちとか、そういった方たちと協議を進めながら、進めさせて

いただきたいと思っております。 

 誠に時間がかかって申し訳ありませんけれども、御理解のほどお願い

いたしたいと思います。 

 以上です。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 熊高委員。 

○熊 高 委 員  子育て支援関係は、かなり取組を強化いただいて、一定の評価すべき

ことが多いのかなという気がして、見させていただいております。 

 その中で、62ページの課題である、保育士の労働環境の問題、これは

長年の課題でもありますけれども、こういったところをどのように考え

ていかれるのか。民間の運営にも随分移行しておりますので、そこらも

合わせて、どのように今後考えていかれるのかなというところを1点、

確認しておきたいと思います。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 久城子育て支援課長。 

○久城子育て支援課長  保育所の処遇改善につきましては、これは長い間の課題となってお

ります。これまでも、市の独自施策として、保育士の処遇改善事業、実

施しておりますし、給料として、給付金、出すことができないのだった

ら、労働環境を少しでもよくしてあげようということで、無資格の方を

保育補助者として、雇用するための補助金を出すこともしております。 

 ただし、今後もこういったことを続けていこうと思いましても、なか

なか財源的に厳しい面もございます。最近になりまして、国のほうも保

育所の処遇改善に対しあらゆる施策を打ってきております。その中には、

保育士の賃金の改善につながりそうなものもございます。 

 ただし、そのためには、国が示した条件にそぐわないといけません。

そうすることにより、逆に保育士の負担を増やしてしまう。そういった

部分もございますので、無理のない範囲内で国の補助金を活用しながら、

市は市で、独自に、処遇改善ができるものかどうかいうのを検討してい

きたいと思います。 

 以上でございます。 

○大下委員長  熊高委員。 

○熊 高 委 員  いろいろ手を打っていただいておるんで、引き続き頑張っていただき

たいと思います。 

 63ページの課題の中の多発する自然災害に云々っていうところで、小

学校との連携について、というふうなことが書いてありますが、具体的

にはどういった課題を、どのようにされようとしておるのか、お伺いし
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たいと思います。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 久城子育て支援課長。 

○久城子育て支援課長  このことについては、今年度、特に大雨警報が頻繁に出されたんで

すけれども、今まで小学校が休校すると児童クラブは休校するというこ

とを考えとして持っておりました。 

 ただ、今、小学校が、部分的に、この町の学校は開ける、この町の学

校は閉める、というような対応を取られておりますので、それに対して、

児童クラブはどういう対応を取るべきか、ということも教育委員会とも

協議を行いました。その結果、誠に申し訳ないんですけれども、児童ク

ラブにつきましては、指導員が基本的には2名ということで、もし災害

等有事の際には、対応することが非常に難しい部分がございます。基本

的には学校よりはより厳しい形で、休園ですね。そちらのほう取らせて

いただくようにはなります。ただし、保護者の都合もございますので、

その辺のことについては学校と連携しながら、進めていきたいと思って

おります。以上です。 

○大下委員長  熊高委員。 

○熊 高 委 員  いろいろ本当に自然災害、状況が局地的に変わる場合が多いんで、非

常に苦労されておると思いますが、そこらも含めて、地域も合わせて、

いろんな対応というのを検討すべきかなということもありますので、学

校等も地域との連携というのが強化されつつありますので、そこらも視

野に入れた検討いただくように、要望しておきます。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、これをもって子育て支援課に係る質疑を終了いたし

ます。 

 次に健康長寿課の決算について説明を求めます。 

 中野健康長寿課長。 

○中野健康長寿課長  それでは健康長寿課の主な事業につきまして、御説明を申し上げます。 

 資料の74ページをお願いいたします。 

 診療所運営事業でございます。 

 ＪＡ吉田総合病院様の御協力によりまして、高宮町川根地域において

週に3日川根診療所を開設をいたしました。 

 成果と課題欄にございますように、年間の利用者数907名の御利用が

ありました。課題といたしましては、利用患者数の減少、そして、施設

の老朽化といった課題がございます。 

 費用額の1,946万3,000円に対しまして、診療所の使用料が886万3,000

円。それから手数料、文書の証明等ですけれども、こちらが9万7,000円。

差引き約1,050万円が現在、市の持ち出しという形になってきておりま

す。患者数の減少に伴って、だんだんと収支の差が開いてきておるとい

った課題がございます。 
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 続きまして、75ページをお願いいたします。 

 医療体制整備事業でございます。 

 安芸高田市医師会とＪＡ吉田総合病院の御協力によりまして、24時間

365日対応の救急医療体制の確保を図ったところでございます。 

 実施内容欄、在宅当番医・救急医療情報提供事業では、安芸高田市医

師会から、高田地区休日夜間救急診療所、吉田総合病院に設置をしてお

りますが、こちらの診療所のほうに、休日の日中に医師会の医師の中か

ら当番医を派遣をしていただいて、救急診療に当たっていただいており

ます。年末年始歯科当番医では、12月30日から1月3日の間、市内で1か

所、当番制で歯科を開設をいただいております。 

 次に、ＪＡ吉田総合病院関係では、救急告示病院及び高田地区休日夜

間救急診療所運営事業負担金、医療設備の高度化の助成を行っておりま

す。このうち、医療設備の高度化に対します助成に対しましては、令和

元年度の主なものは、デジタルマンモグラフィー、約3,700万円、とい

った機械が中心となっております。 

 また、広島広域都市圏救急相談センター、＃7119に参加をしておりま

して、適正受診や救急医療情報の相談体制を整備をいたしております。

月平均、大体10件から11件ぐらいの御利用があるようでございます。全

体的には少ないところではございますけれども、貴重な医療情報の提供

手段として、今後も引き続き継続をしてまいりたいと考えております。 

 課題といたしましては、中核医療機関でありますＪＡ吉田総合病院内

に設置しています、高田地区休日夜間救急診療所、救急告示病院、こち

らはいずれも構造的に赤字体質でございまして、補助金の繰入後におい

ても赤字が生じているという現状でございます。利用患者数、受診者数

は、休日夜間救急診療所では、前年対比40人の減少。救急告示病院では

前年対比で140名の減少という形で、減少傾向にあります。また、医師

の働き方改革によります勤務時間の縮減、そして全国的な医師不足によ

ります人員確保も厳しさが増してきております。 

 今後とも、生活に欠かすことのできない医療資源の確保が重要と考え

ております。 

 続きまして、78ページをお願いいたします。 

 在宅福祉事業でございます。 

 実施内容欄を御覧ください。地域医療介護総合確保事業補助金は、吉

田町の特別養護老人ホーム百楽荘の移転増床に係ります補助金、6,712

万円を交付いたしております。生活支援員制度交付金は、20の地域振興

会と19の単位振興会と生活支援員制度に関する協定を締結をいたしまし

て、高齢者等の見守りと、生活状況の確認等を行っております。 

 次に、地域介護予防住民グループ支援事業は、ふれあいサロンでござ

います。年間で933回の開催、延べ1万1,872人の参加がございました。

こちらの活動に対しまして、補助金の交付をして、活動の支援をしてお

ります。 
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 課題といたしましては、独居高齢者、あるいは高齢者のみの世帯の増

加に伴いまして、在宅生活に課題を抱える高齢者が増加をしているとい

ったことがございます。地域でも支え合いの強化が必要となってくると

考えております。 

 79ページをお願いいたします。 

 老人保護措置事業でございます。 

 老人福祉法の定めるところによりまして、経済的、環境上の理由によ

り、居宅での生活が困難となった高齢者43名を養護老人ホームに措置を

いたしました。 

 課題といたしましては、入所者の介護度が重症化してきていること、

また、身寄りがない方や、関わりを拒否する家族など対応に課題が生じ

ているといったことがございます。 

 健康推進に関する事業については、特命担当課長のほうから御説明申

し上げます。 

○大下委員長  続いて説明を求めます。 

 中村健康長寿課特命担当課長。 

○中村健康長寿課特命担当課長  それでは、健康推進に関する主要事業の決算概要について、御説明

いたします。 

 67ページをお開きください。 

 健康づくり事業でございます。 

 市の健康増進計画であります、健康あきたかた21計画（第2次）に基

づき、健康あきたかた21推進協議会や食生活改善推進協議会と連携し、

健康フェスタや江の川健康ウォークなど、様々な啓発を実施いたしまし

た。 

 今後におきましても、市民の方の行動変容につながるような啓発を工

夫していく必要があると考えております。 

 次、69ページをお開きください。 

 成人健康診査事業でございます。 

 委託料の主なものとしまして、総合健診、人間ドック健診、健診のＷ

ＥＢとコールセンターを開設しての申込受付等の委託料でございます。

総合健診は、東広島記念病院に委託して、21日間、各町を巡回し、働き

盛りの方も受診しやすいよう、土曜日と日曜日の健診日を設けて実施し

ました。人間ドック健診は、県内13の医療機関へ委託して実施しており

ますが、年々受診者が増加傾向にあり、特定健診受診率は、52.2％で、

ここ数年県内では上位を推移している状況です。 

 また、令和2年度分の健診申込みをＷＥＢとコールセンター開設に変

更した額545万6,000円が支出増の要因となっております。ＷＥＢとコー

ルセンター開設の申込みに変更した結果、例年と比較すると約1割申込

みが少ない状況ではありましたが、申込時期がちょうど新型コロナウイ

ルス感染症が全国に蔓延し始めた頃であり、この感染症に対する不安か

ら、申込みを控えられた方もあるように推測しております。また、申込
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方法の変更が十分に周知されていなかったことも考えられますので、一

概に評価ができない状況ではありますが、健診の必要性について、今後

も十分周知をしてまいりたいと考えます。 

 また、令和元年度から市医師会の先生方の御協力を得まして、総合健

診や人間ドック健診以外にも大腸がん検診を受けることができる体制を

整備しました。今後におきましても、医師会等と連携を図り、受診率向

上に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、70ページをお開きください。 

 成人支援事業でございます。 

 市民一人一人の健康に対する自己管理意識の向上と健康的な生活習慣

の実践を図ることを目的に、ウオーキング事業やプール健康教室を実施

し、精神保健事業としましては、精神科医師によるこころの相談会や保

健師の家庭訪問や電話相談などを通しての相談支援を実施しました。ま

た、観光施設を利用した健康づくり事業を令和元年度から成人支援事業

費として計上しておりまして、負担金補助及び交付金360万円余り、支

出増となっております。 

 71ページをお開きください。 

 母子健康診査事業でございます。 

 妊婦や乳幼児を対象とした健康診査を実施しており、その結果に応じ

て医療機関の紹介をはじめ、必要な支援につなげております。2次審査

への対応としまして、電話や家庭訪問による再受診勧奨並びに保健所等、

関係機関との連携によりまして、全ての対象者の把握に努めております。 

 課題としましては、母子健康診査の受診率は、目標の100％には達し

ていない状況があります。子供の健診の必要性について、十分周知して

いく必要があると考えております。 

 次に、72ページをお開きください。 

 母子保健事業でございます。 

 妊娠前から子育て期のそれぞれの時期に応じて、不妊治療費の助成や

家庭訪問や相談事業を通して、就学前までの切れ目のない支援を行って

おります。また、生後2か月頃までには各家庭を保健師が家庭訪問し、

赤ちゃんとそのお母さんの健康状況を把握し、必要な支援につなげてお

ります。また、里帰り等で他の市町からの依頼分も含めまして、122件、

全ての赤ちゃんの家庭訪問を実施しました。 

 不妊治療費の助成につきましては、令和元年度からは助成額の上限を

設け、実件数で11件、延べ12件の助成申請があり、うち6件の妊娠届が

ありまして、うち1件の出産がありました。 

 次、73ページをお開きください。 

 歯科保健事業でございます。 

 事業費の主なものは、妊婦歯科健診委託料や歯科衛生連絡協議会の補

助金が主なものでございます。市歯科医師会等で構成する、歯科衛生連

絡協議会が中心となり、中学校1年生の歯科保健教室や健康フェスタで
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のいい歯の表彰を行っております。 

 今後におきましても、歯科医師会や歯科衛生連絡協議会等と連携しな

がら、歯科保健の啓発を図っていく必要があると考えます。 

 76ページをお願いします。 

 予防接種事業でございます。 

 対象の方に予防接種券を交付し、子供や高齢者、高齢の対象者の定期

予防接種、並びに国からの大人の風疹抗体検査と予防接種を実施してお

ります。任意の予防接種ですが、子供インフルエンザ予防接種助成事業

につきましては、高校3年生までに助成対象範囲を拡大し、1回の接種に

対し1,000円の助成をしております。全体は、平均しますと、26.4％の

方がこの助成を受けることができました。 

 今後におきましても、予防接種や、助成事業等について十分周知を図

り、より多くの子供さんや高齢者の方に予防接種を受けていただき、重

症化の予防や感染症の蔓延防止に努めてまいりたいと考えております。 

 以上で、健康長寿課の主要事業の決算概要についての説明を終わりま

す。 

○大下委員長  これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 熊高委員。 

○熊 高 委 員  74ページの川根診療所の件ですが、人口が減ってきて、診療を受ける

人も減ってくるという、当然の流れだと思いますが、課題としてそうい

うふうにいたしてありますが、それを受けて、今後どのようにしていく

のかというのが一つの課題であると思うんですね。 

 新しくリモート診療とか、そういったことも含めてありますけれども、

例えば北広島町の補助付き診療所ですか。当時の先生が終活の医療も含

めて、在宅看護といいますか、在宅医療というのを提供して、吉田病院

もそういった取組を数年前から始めておりますが。そこらも含めて地域

医療をどうするかということにも視点を置くべき課題だと思うんですね。 

 ですから、こういった状況をどのようにしていこうと考えていかれる

のか。この課題を踏まえて少し現状で考えがあればお伺いしたいと思い

ますが。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 大田福祉保健部長。 

○大田福祉保健部長  熊高委員の質疑にお答えいたします。 

 現在、まだ方向性を定めてはおりませんが、川根診療所の患者数、少

なくなっております。ただ、この関係で、佐々部診療所との連携ってい

うのはできないだろうか。それは、今ありますように、移動手段という

ことが当然出てまいりますので、その辺というのも考えていかなきゃい

けない。まだまだ、はっきりした構想であったり、考えであったりとい

うのは市長とまだ協議が済んでおりません。ただ、川根診療所の存続で

あったり、そういったものについては、今後さらに検討してまいりたい

と考えております。 
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 以上です。 

○大下委員長  熊高委員。 

○熊 高 委 員  当然大きな課題として、今後検討になるんだと思いますが。市民のい

ろんな意見も聞きながら、今のように交通手段ということになると、道

路網のことも含めて、きめ細かくどうするか。 

 現在でも、もやい便を活用して吉田病院に来られたとしても、たくさ

んいらっしゃいますので、そこらをさらに精査をして、市民が本当に納

得できるような方向性を定めてもらいたいなという気がしております。 

 以上です。 

○大下委員長  答弁はいいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 玉井委員。 

○玉 井 委 員  75ページの実施内容のところで、産科医などの確保支援事業をされて

いるようになっていますが、内容を教えていただきたいと思います。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 中野健康長寿課長。 

○中野健康長寿課長  産科医確保等支援事業でございます。 

 こちらは、県のほうの補助を受けまして、産科のほうで、出産1件当

たり、1万円の補助をするものでございます。こちらの、おおはた産婦

人科さんが昨年の5月末で閉院をされました。その4月、5月分の出産に

対する補助金ということで交付をしたものでございます。 

 以上でございます。 

○大下委員長  玉井委員。 

○玉 井 委 員  安芸高田市には産科がないので、本当に若い親御さんたちが、いろい

ろと悩んでいらっしゃいますね。課題のところに、市内に出産可能な産

院がないということは、もちろん状況のほうを十分承知されてることで

はありますし、先ほど、出産後の母子を見守りに行っていただいている

ということもありますから、いろいろ手だてはしていただいていると思

いますが、産院を増やすことは、もちろんできないと思いますので、そ

ういう補助的な手だてがしっかりとあって、里帰り出産しても安心と思

ってもらえるような方針になるように、何らかの手だてをしていかない

と、若い人たちがここに住んでくれないのではないかと思います。 

 しっかりと、いろんなところと連携しながら、これからも考えていた

だきたいと思います。 

○大下委員長  答弁はいいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 前重委員。 

○前 重 委 員  78ページの在宅福祉事業。これ生活支援員制度、この件につきまして、

成果が75歳以上人口に占める割合が10.5％上昇し、58.7％の成果が上が

っている中で、これに対する費用が949万1,500円の決算が上がってきて

おります。 
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 平成30年が700万ぐらいですね。これに対しての成果は分かるんです

が、どういった形でやることによって、どういった効果が表れてきてい

るか。2年間を通した中で、この辺が変わってきましたよと。今ここの

課題に上がっておりますが。在宅における高齢者の相談件数等含めて、

どういった効果が上がってきたか。その辺を伺いたいと思います。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 中野健康長寿課長。 

○中野健康長寿課長  生活支援員制度、実施の効果についてでございます。 

 なかなか目に見えて、これが効果ですよというふうにお示しできるよ

うな数値的なものというのは、なかなかないわけでございまして、これ

から地域づくりを進めていく中での、様々な活動の力になってくるので

はないかというように思っております。 

 現状では、昨年は、地域連携会議ということで、地域の方々と膝を交

えまして、地域の生活課題についての話合いをさせていただきました。

やはり、お1人、お1人感じてらっしゃること、いろいろありまして、違

います。また、地域の中で、そういった課題がしっかり認識できてない

といったところが、あったようでございまして、話をしていきますと、

まことそういうことがあるかといったようなお話が出てきたり、あるい

は、地域振興会自体がこういった高齢者福祉に対しての取組というのが、

敬老事業を通しておっていただくところもございますけれども、これま

でなされてないところがほとんどでございます。 

 そういった中で、この生活支援員制度の交付金を活用した、どういっ

たことができるだろうかというお話合いもしていただいて、中には実現

はいたしませんでしたけれども、75歳以上の方に病院に通うためのタク

シー券を地域で出したらどうかといったようなお話も出ておりました。 

 こういったことを地域と一緒になって考えるというのが、目に見えな

いところではございますけれども、この制度を進めてきた効果ではない

かというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○大下委員長  前重委員。 

○前 重 委 員  課長の言葉から、地域包括支援センターのつなぎが欲しかったなと。

ここへ向けてつなげられたよと。これが国の制度のところからおりてき

ていることを、まずもって理解をしてほしいなと。単独でやられること

は分かっております。 

 こうした方々を見守っていって、見守った中で、できないところを今

度上へつなげていく。そこで、やはりサービス提供者会議とか、そうし

たところへ、持っていくことが、この見守りをすることによって、お1

人、お1人の、サービス内容変わってきますよね。それが効果につなが

っていくという言葉が私聞きたかったです。本当にそこへつながってる

んじゃないですかね。 

 やはり、お1人、お1人、いろんな諸問題を抱えておられると思います。
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ですから、そうした形で、やはり初めて見守りに入っていただきました。

元気な方も含めて、やっていただいとる思うんですが、そうしたことを

受けてどう言いましょうか。介護認定とか、そういったところへ何件ぐ

らい、つなげられましたよとか、今後そういった、ある程度中身を変え

た中での報告をいただければと思うんですが、どうでしょうか。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 中野健康長寿課長。 

○中野健康長寿課長  生活支援員制度、実施をして、そして地域包括支援センター、あるい

は介護等の専門職との連携が一番大事じゃないかという、大変貴重な御

意見、私ども最も心にとめておかなければいけんことを改めて教えてい

ただきまして、大変ありがとうございます。 

 現在、この生活支援員制度、基本的には地域の中で生活されてる。ど

ちらかといいますと、お元気な方が対象で、割と介護保険サービス等受

けられる方というのは、地域の方も専門職が入ってるからねといったよ

うな見方もあることも事実でございます。 

 この成果の中で、具体的に何件が介護保険サービスにつながったとい

うのは、また制度の中で出てきてはおらないところでございます。ただ、

専門的なサービスとはつながらなくても、この生活支援員制度の中で挙

がってきた課題を、市の保健師、あるいは地域包括支援センターと一緒

になって訪問等しながら、生活を支えていっとると。まだまだ件数は少

ないですけれども、こういったつながりの中での支え合いというのも今

後も続けていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 児玉委員。 

○児 玉 委 員  この生活支援員制度っていうのは、最初いろいろ議論があったときに、

いろいろ説明が食い違われたんですよね。市長は、介護施設に、1人で2

か所も3か所も申し込んどるから、介護施設が安芸高田市にどれぐらい

足らんのか分からんから調べるために、こういうもんやるんだと言われ

る回答を、前々市長はしたかと思えば、例えば竹本前副市長なんかは、

これはそうじゃないですよというような考え方で、別の説明をされたり。

なかなか、これ最初のときに、そういった議論があったと思うんですね。 

 結局のところ、その民生委員さんとの役割も不明確なままでスタート

してって、結局お金が入るから地域振興会としては加入していこうかと。

いわゆるお金目当てですよね。そういった形で、地域振興会のほうが加

入が増えてきてるんじゃないかと思うんですが。 

 実際に、今までも議論がありましたように、見守りいうか、地域で、

過去のつながりの中であったものが、これをやることによって壊れてい

くというような議論もあったわけですよ。だけれども、そういうのをい

ろいろ考えながらも、これやられたわけですが、私はこれをもう一度見

直して、本当の目的、一体、何のためにやるのか。地域振興会、どんど



93 

ん今加入されて、それでもまだ、高齢者の方が50％しか見守りができな

いわけですから。もう1回そこのところから議論していく必要があるん

じゃないかと思うんですが、この辺はどう考えられますか。大田部長に

聞いたほうがいいですか。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 大田福祉保健部長。 

○大田福祉保健部長  児玉委員の御指摘のとおり、当初、いろいろあったかと思います。 

 現在、我々が認識しているものについては、この生活支援員制度が地

域の皆様の中で、いろいろな話すきっかけになったというお声も頂いて

おります。やはり、この地域の関係が希薄化になっている中で、どうい

った形で、心配をされる方、見守ってあげる方、なかなかそういう方っ

ていうのが出てこない。でも、この制度をお話しする中で、やっぱりち

ょっともう1回考えてみにゃいけんよね、というようなお声を頂いてお

ります。 

 これが、地域防災組織にもつながっている地域もあるというふうに聞

いております。なので、確かにこの制度自体を、どういうふうに展開し

ていくかというのは考えていかなければいけない。今の現状のままでも

いけないと思っています。これも、新しい市長と話を突き合わせながら、

どういう形で進めていくのか、改善できるものは改善していきたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○大下委員長  ほかに質疑はありますか。 

 山根委員。 

○山 根 委 員  私もこの生活支援員制度については、かねてから問題視をしておりま

したが、先ほど部長のほうがいろんな広がりが出てきているということ

をおっしゃいました。これについては、やはり地域で見守りをする中で、

各世帯の問題等が、高齢者世帯だけではなくて、ひきこもり、そんなこ

とも近所の方々は分かってらっしゃるけれども、改めてそういうことが、

上がってくると思います。 

 ひきこもりについても、以前、議場で問うたときに大田部長は、国で

さえ数値が分かってないものを安芸高田市で分かるわけがないというふ

うな答弁をされましたが、小さい町だからこそ、そういう生活支援員制

度で、地域の見守りの中で、分かってくるものがあると思いますので、

ぜひぜひ今まだこの事業があるうちに、しっかりとそういうところを取

り上げて、数値的なものを出していただけたらと思いますが、いかがで

すか。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 大田福祉保健部長。 

○大田福祉保健部長  山根委員さんの御指摘のとおり、ひきこもりの数というのは、掌握し

ておりません。ただ、おっしゃるとおり、この地域の中の広がりであっ

たり、今先般も説明をさせていただきましたけれども、保健師や保育士
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が外へ出ていく。要は地域の方々といろんなお話をさせていただく中で、

山根委員さんがおっしゃったような、ひきこもりの家庭であったり、食

事がうまく取れていない家庭であったりというところも、幾らか情報が

拾っていくことができるのではないかということも考えております。 

 なので、民生委員さんであったり、いろんな方々と連携をしながら、

そういう情報を集めて、地域のほうにお返ししていきたいと思っており

ます。 

 以上です。 

○大下委員長  山根委員。 

○山 根 委 員  さらにつけ足しておきます。 

 男性のお独り暮らし、高齢になって、かけごとのほうとかアルコール

に入っていく方もいらっしゃいますので、いろんな問題がありますから、

それも全てですね。関わっていただいたら、と思います。 

 以上です。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、これをもって健康長寿課に係る質疑を終了いたしま

す。 

 次に、保険医療課の決算について、説明を求めます。 

 井上保険医療課長。 

○井上保険医療課長  保険医療課が所管いたします、令和元年度一般会計の決算について、

御説明させていただきます。 

 主要施策の成果に関する説明書82ページをお願いいたします。 

 乳幼児医療公費負担事業でございます。 

 事業概要につきましては、18歳到達の年度末までの医療保険被保険者

を対象に医療費の自己負担分の一部を公費負担することによって、養育

者の経済的負担の軽減を図るものでございます。 

 令和元年度の受給者数でございますが、県の助成対象であります0歳

から就学前6歳までが1,079人、県補助の対象外で安芸高田市独自に助成

を行っている小学1年生から満18歳までの受給者数が2,541人、合わせて

3,620人の医療費の自己負担分に対して助成を行いました。本市におい

ては、一部を除いて0歳から18歳到達後の年度末までの間、乳幼児医療

費助成の対象としており、子育て世代の経済的な負担の軽減と、安心し

て子育てできる環境づくりに寄与しているものと考えております。継続

的な事業実施のため今後も予算確保を行ってまいります。 

 次に、83ページをお願いいたします。 

 介護保険事業でございます。 

 国の補助事業の名称として、介護保険事業としておりますが、事業の

内容といたしましては、社会福祉法人による、介護保険利用者負担軽減

制度でございます。生活保護受給者など、低所得で生計が困難な方に対

して、社会福祉法人が利用者の負担軽減を行った場合、対象経費の一部
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を、市が助成するものでございます。令和元年度におきましては、実施

内容欄の下段にありますように、負担軽減を行った3施設、対象者12名

分として25万9,000円を補助金として支出してございます。 

 今後も引き続き、制度の適正運用に努めてまいります。 

 続きまして、85ページをお願いいたします。 

 重度心身障害者医療公費負担事業でございます。 

 身体障害者手帳1級から3級、療育手帳のⒶ、Ａ、Ｂの手帳所持者で、

一定の所得基準を満たす方に対し、医療費の自己負担分を公費助成する

ものでございます。令和元年度は県費助成の対象となる受給者1,135人

の医療費自己負担分に対し、助成を実施いたしました。 

 本事業の実施により、重度心身障害者の医療費負担の軽減、早期治療

による重篤化の防止に寄与しているものと考えてございます。 

 課題でございますが、現在広島県におきまして、精神障害者福祉手帳

所持者の一部を県費助成の対象とするよう、検討がなされているところ

でございます。制度の改正時期に合わせて、システム改修や条例等の整

備、市民の方への周知、広報等を行ってまいりたいと考えております。 

 続きまして、86ページをお願いいたします。 

 ひとり親家庭等医療公費負担事業でございます。 

 事業の概要といたしましては、所得要件を満たす、独り親家庭に対し、

医療費の自己負担分を公費助成するものでございます。令和元年度の実

施内容でございますが、県費助成の対象となる286人の医療費自己負担

分に対して、助成を行っております。このことにより、独り親家庭の経

済的負担の軽減や健康維持、福祉の充実に寄与しているものと考えてお

ります。 

 課題といたしましては、受給者が所得税課税世帯であった場合、県費

助成の対象外となっていることから、受給者が就労している場合、該当

にならない場合がございます。独り親の就労を促進するためにも、所得

制限の緩和が課題と考えており、市長会等を通じて、県に対して要望し

てまいりたいと考えております。 

 続きまして、87ページをお願いいたします。 

 後期高齢者医療事業でございます。 

 75歳以上の方が対象の後期高齢者医療制度、保険者である広島県後期

高齢者医療広域連合への療養費給付費等負担金及び健康診査など、保険

事業に係る委託業務が主な事業内容でございます。 

 令和元年度の実施内容でございますが75歳以上を対象とした、個別健

診、集団健診、人間ドック健診の受診に係る費用助成、並びに75歳及び

80歳到達者を対象とした、歯科検診無料受診券の発行を行ったほか、複

数の調剤薬局等から6種類以上の薬剤を処方されている方に対して、服

薬情報通知を実施いたしました。 

 成果として、健康診査につきましては、対象者5,019人のうち、合計

1,616人の方が、歯科検診につきましては、無料受診券を発行した683人
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のうち、120人の方が受診されております。 

 また、服薬通知につきましては、平成30年10月診療分に基づき、該当

者993人の方に対して、通知を行いまして、令和元年5月診療分で検証を

行ったところ、重複服薬や相互作用等に関して、延べ471人の方に改善

が見られ、合計で62万3,540円の医療費削減効果がありました。 

 今後も、広報紙やイベント等におきまして、口腔ケアや健診の重要性

について啓発を行い、健診受診率の向上に向けて、取り組んでまいりた

いと考えております。 

 続きまして89ページをお願いいたします。 

 国民年金事務でございます。 

 国民年金法に基づき、国民年金被保険者及び国民年金受給者からの各

種申請、届出の受理、制度の手続等に関する相談受付を行いました。 

 成果でございますが、年金事務所と連携して、本庁あるいは各支所窓

口での各種申請受付や相談受付を行うとともに、加入の際に制度の説明

や保険料の口座振替納付の勧奨等を行い、納付率の向上につながる取組

を行いました。 

 課題といたしまして、市民の国民年金制度に対する理解を高めていた

だくため、継続的に広報活動を行う必要があると考えております。市広

報紙等を活用し、分かりやすい記事の掲載により、引き続き市民の方の

理解を得られるよう、努めてまいります。 

 以上で要点の説明を終わらせていただきます。 

○大下委員長  これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、これをもって保険医療課に係る質疑を終了いたしま

す。 

 ここで、福祉保健部全体に係る質疑を行います。質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、これをもって全体質疑を終了し、福祉保健部に係る

一般会計決算の審査を終了いたします。 

 ここで、説明員退席のため、4時20分まで休憩といたします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 ４時０６分 休憩 

      午後 ４時１７分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○大下委員長  時間の前ではありますが、休憩を閉じて、再開いたします。 

 ここで、認定第1号の審査を一時休止し、福祉保健部に係る特別会計

決算の審査に移ります。 

 認定第2号「令和元年度安芸高田市国民健康保険特別会計決算の認定

について」の件を議題といたします。 

 概要の説明を求めます。 

 大田福祉保健部長。 
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○大田福祉保健部長  それでは、令和元年度国民健康保険特別会計の決算の概要について御

説明を申し上げます。 

 令和元年度収支決算は、歳入が35億8,102万9,628円、歳出が34億

9,988万9,237円で、歳入歳出差引額は8,114万391円でございます。令和

元年度末の現在の加入世帯は3,987世帯、被保険者数は5,859人でござい

ます。保険者として被保険者の資格管理や保険給付、国民健康保険税の

賦課、収納業務に加え、生活習慣に起因する糖尿病性腎症予防を目的と

した生活習慣病重症化予防事業をはじめとする健診結果と、診療情報を

活用した安芸高田市国民健康保険データヘルス計画による保健事業等を

効果的に実施し、被保険者の健康寿命の延伸と医療費の適正化に向けた

取組を進めてまいりました。 

 なお、国保の資格異動、保険給付等に関する業務は保険医療課、国保

税の賦課収納業務は税務課、保健事業につきましては健康長寿課でそれ

ぞれ担当し業務を行っております。 

 詳細につきましては、それぞれ担当課長から御説明を申し上げます。 

 よろしくお願いいたします。 

○大下委員長  続いて、要点の説明を求めます。 

 井上保険医療課長。 

○井上保険医療課長  令和元年度国民健康保険特別会計の決算について御説明させていただ

きます。 

 主要施策の成果に関する説明書90ページをお願いいたします。 

 本市の国民健康保険の被保険者数は、令和元年度末現在で5,859人で

ございます。市全体の人口に占める割合は20.7％で、市民の約5人に1人

が国保の被保険者という状況にあります。 

 事業の実施内容といたしましては、国保の資格管理や給付管理のほか、

レセプト点検による過誤調整、ジェネリック医薬品を使用した場合との

差額通知、また複数の薬局等から6種類以上の服薬を処方されている方

への服薬情報を通知するなど、保険給付の適正化につながる事業を実施

いたしました。 

 成果といたしまして、レセプト点検で1,644万円、ジェネリック医薬

品差額通知により4,898万9,000円、服薬情報通知については15万5,231

円の医療費の削減効果がありました。これらの適正化対策事業と合わせ

て、健康長寿課と連携して、保険事業に取り組むなどし、1人当たりの

平均医療費を前年度に比べてマイナス1.8％の減とすることができまし

た。 

 また、国保税の収納率向上対策として、資格証明書や短期被保険者証

の交付や、税務課と連携して積極的な徴収、あるいは納税折衝の強化を

行った結果、現年度徴収収納率が97％と、前年度より0.09％向上してお

ります。 

 課題でございますが、平成30年度からスタートしております国保の県

単位化に伴い、令和6年度に県が示す準統一の保険料率に向けた段階的
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な税率改定を行う必要がございます。財政調整基金を活用することで、

急激な保険税の負担増とならないよう、調整を図ってまいりたいと考え

ております。 

 以上で、保険医療課の説明を終わります。 

 続きまして、保健事業について健康長寿課から御説明いたします。 

○大下委員長  続いて、説明を求めます。 

 中村健康長寿課特命担当課長。 

○中村健康長寿課特命担当課長  続きまして、健康長寿課が所掌します国民健康保険特別会計保健事

業の決算概要について説明いたします。 

 81ページをお願いします。 

 委託料の主なものは、特定健診や生活習慣病重症化予防事業受診勧奨

業務等でございます。 

 特定健診やがん検診につきましては、希望に応じて、総合健診、人間

ドック健診、個別医療機関健診の中から、一つ選び、受診していただい

ております。健診結果が要医療となった方に対しまして、受診勧奨を行

い、糖尿病の予備軍の方には糖尿病予防教室、そして、特定保健指導対

象者には生活習慣病予防のための保健指導を実施しております。また、

糖尿病や慢性腎臓病の方には、主治医と連携を取りまして、生活習慣病

重症化予防事業を実施いたしました。 

 成果でございますが、受診勧奨の取組等により、特定健診受診率は

52.2％で、県内でも上位を推移しておりますが、反面受診率が伸びてい

ない状況が課題であります。 

 今後も引き続いて受診勧奨に努めてまいりたいと考えております。 

 以上で、令和元年度国民健康保険特別会計保健事業の決算概要につい

ての説明を終わります。 

○大下委員長  これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 児玉委員。 

○児 玉 委 員  90ページの国民健康保険、これ広域化するときに、平均としては安芸

高田市の国民健康保険税は下がるんじゃないかと思っとったんですが、

現実には広域化になって、やはり上がったということで、判断したらい

いんでしょうか。どっちなんでしょうか。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 井上保険医療課長。 

○井上保険医療課長  安芸高田市の保険税でございますけれども、この県の広域化が始まる

時点におきまして、目標とする準統一の保険税率とほぼ同水準の金額で

ございました。 

 ただ、基金がございましたので基金で被保険者の方に還元していくと

いうことで、平成29年度に保険税率を一旦下げております。下げまして、

平成29年度から、今から準統一化に向かう令和6年度に向けて、徐々に

そこに近づいていくというような形で、現在考えております。 

 ですので、来年度、再来年度、準統一の保険税率に向けて、若干上が
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ってくることが予想されます。 

 以上でございます。 

○大下委員長  児玉委員。 

○児 玉 委 員  前々からお願いしとるんですが、結局ですね、広域化すると、何度も

言ってますが、安芸高田市で努力をしても、結局反映されないんですよ

ね。ジェネリック、あるいはレセプトをやって、安芸高田市としては、

一生懸命医療費を下げようと、いろいろ頑張られるんですが、でも、結

局のところ、広域化をしてしまうと、こういう効果は全然消されてしま

いますから、やっぱりやる気が出なくなってきてしまう。 

 その何度もお願いしていたのは、広域化するんでも、頑張っとるとこ

ろには何らかの御褒美を考えるような仕組みが要るんじゃないかという、

そういう話を何度もさせてもらっとったんですが、結局のところ、そう

いうことは、御褒美みたいな計画はないということで現状は考えてよろ

しいんでしょうか。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 井上保険医療課長。 

○井上保険医療課長  ただいまの質疑にお答えいたします。 

 県単位化になると、これまで各市町で行っていた医療費削減のための

事業については、無駄になるのではないかという御質疑でございますが、

国庫補助事業の中には、保険者努力支援制度交付金という制度と、特定

健診の受診率でありますとか、がん検診の受診率、あるいはジェネリッ

ク医薬品等への取組など、18項目によって配点される、いわゆるインセ

ンティブ交付金というのが交付されることになっております。 

 これら、交付金や、あるいは国保の財政調整基金を財源といたしまし

て、ほかの市町にはない独自の保健事業を実施することが可能となりま

す。保険料を独自に下げていくということは、どうしても準統一化の後

はできないんですけれども、市民の健康寿命の延伸でありますとか、生

活の質の向上に期することが可能となり、ひいては、県全体の保険税の

引下げにもつながっていくのではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○大下委員長  児玉委員。 

○児 玉 委 員  そういうことがあるんであれば、健康づくりで、例えば今の皆さん一

生懸命グラウンドゴルフなんかやられますけれども。高齢者の方、非常

によくやられてますがグラウンドゴルフなんかの、利用するときの料金

をもうなくしてしまうとか、そういった、頑張ってもらったから、これ

が無料になってるんですよというような、還元が目に見える形で、何か

頑張れば御褒美があるみたいな。昔は国保使わなかったら、それなりの

家庭にプレゼントが届いていますけれども、そういった仕組みが要るん

じゃないかと思うんですが。そこらがあると、より皆さんが頑張られる

んじゃないかと思うんですが。そういったお考えはありませんか。 

○大下委員長  答弁を求めます。 
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 大田福祉保健部長。 

○大田福祉保健部長  御提案のとおり、何らかの手だてであったり、皆さんがやる気を起こ

す何かというのは、とても大切だと思います。検討してまいりたいと思

います。 

 ただ、1点だけ。本市は資産割というものを持っておりました。なの

で、資産をもってこの4つのパターンで、所得、介護、後期高齢の形の

支援という形で、組んでいた。持家がたくさんある本市においては、国

保税の方は、資産割がなくなった以上、高齢化した方っていうのは多分

下がってこられる。要は年金だけの方であったりとかすると、資産割っ

ていうのがなくなりますから、そこの分は一定のものから考えると下が

ってきている。 

 全体の中で児玉議員さんがおっしゃったように、平均的に上がってい

るものっていう形にはなりますけれども、所得が少ない方には国保税を

下がっているというふうに考えていただいてもよろしいかと思います。 

 以上です。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 武岡委員。 

○武 岡 委 員  90ページですね、医療費適正化の関係なんですが、レセプト点検で

1,644万の効果額だろうと思うんですが。確認なんですが、今は国保連

合会のほうに点検業務は委託をされておるんですね。 

 そうすると、この1,644万の効果というのは、レセプト点検業務委託

料を控除した後の金額なんですかね。それとも、単純に過誤調整を行っ

た金額なんですか。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 井上保険医療課長。 

○井上保険医療課長  ただいまの質疑にお答えいたします。 

 レセプト点検事業につきましては、委員おっしゃるとおり、国保連に

委託しております。その委託料が経費として85万3,760円、これ令和元

年度の決算額でございます。 

 それに対しまして、全件レセプト点検を行いまして、効果額が1,644

万という額でございます。 

 ですので、純然たる効果額というのはこれを差し引いた額というふう

になっております。 

 以上でございます。 

○大下委員長  武岡委員。 

○武 岡 委 員  もう1点、ここの特定健診の受診率があったと思うんですが、広島県

においては、安芸高田市はその受診率かなり高い位置にあるんだろうと

思うんですね。それは担当課の方がいろいろ御尽力いただいた結果だろ

うと思います。 

 国保にしても、やはりそういった健診を受けた後に、疾病の。早期の

治療ですね。そのことが医療費の削減にもつながるわけでございますん
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で、これまでどおり、しっかりとそういった特定健診の受診についての

受診勧奨を積極的にやっていただきたいと、そのように思います。 

 これは要望でございますんで。 

○大下委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、以上で、認定第2号「令和元年度安芸高田市国民健

康保険特別会計決算の認定について」の審査を終了いたします。 

 次に認定第3号「令和元年度安芸高田市後期高齢者医療特別会計決算

の認定について」の件を議題といたします。 

 概要の説明を求めます。 

 大田福祉保健部長。 

○大田福祉保健部長  それでは、引き続きよろしくお願いいたします。 

 令和元年度後期高齢者医療特別会計決算の概要について、御説明を申

し上げます。 

 令和元年度収支決算は、収入が4億7,125万4,452円、歳出が4億6,085

万4,879円で、歳入歳出差引額は1,039万9,573円でございます。 

 保険運営につきましては、県内の全市町が加入する広域連合によって

実施しております。加入状況は、年度末現在で6,399人でございます。 

 詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上げます。よろしく

お願いいたします。 

○大下委員長  続いて、要点の説明を求めます。 

 井上保険医療課長。 

○井上保険医療課長  令和元年度後期高齢者医療特別会計の決算について御説明させていた

だきます。 

 主要施策の成果に関する説明書88ページを御覧いただきたいと思いま

す。 

 後期高齢者医療は、県内各市町の担当者で構成される広域連合によっ

て運営されておりまして、市の事務といたしましては、当該医療に関す

る資格管理、保険給付に係る窓口業務や、保険料の賦課収納に係る業務

が主なものであり、事業にかかる費用は被保険者の方が納付された保険

料及び市費負担分を広域連合に納付する負担金のほか、システム使用料

等の事務経費が主なものでございます。 

 後期高齢者医療の保険料率につきましては、2年ごとに見直しをされ

ており、平成30年度、及び令和元年度の2回につきましては、均等割が

年額4万5,500円、所得割が8.7％となってございます。 

 事業の成果といたしましては、滞納整理実施計画書に基づいた保険料

の徴収を実施し、新たな滞納を発生させないため、現年度分の徴収の徹

底に努めました。また、未納者に対しては、臨戸訪問を行うなどの取組

により、現年度分の収納率を99.84％とし、前年度を2.9％上回ることが

できました。今後も、継続した取組により、現年度分の徴収を強化し、

新たな滞納を生じさせない取組を行ってまいりたいと考えております。 
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 また、国保税を滞納される方が75歳の年齢到達により、新たに後期高

齢者医療の対象となられた場合は、税務課との連携を密にし、効果的に、

徴収の取組を行ってまいります。 

 後期高齢者医療の被保険者は、高齢の方であるため、制度や保険料の

納付方法など、説明を分かりやすく丁寧に行っていくことも重要と考え

ております。 

 なお、令和元年度の本市における後期高齢者の1人当たりの医療費は、

91万9,918円となっており、これは県の平均値であります105万9,090円

を約13％程度下回っております。 

 以上で、後期高齢者医療特別会計の説明を終わります。 

○大下委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、以上で、認定第3号「令和元年度安芸高田市後期高

齢者医療特別会計決算の認定について」の審査を終了いたします。 

 次に、認定第4号「令和元年度安芸高田市介護保険特別会計決算の認

定について」の件を議題といたします。 

 概要の説明を求めます。 

 大田福祉保健部長。 

○大田福祉保健部長  引き続き、よろしくお願いいたします。 

 令和元年度介護保険特別会計の決算の概要について御説明を申し上げ

ます。 

 令和元年度収支決算は、歳入が45億8,870万9,020円、歳出が45億

1,268万3,267円で、歳入歳出差引額は7,602万5,753円でございます。 

 令和元年度末の被保険者数は1万1,120人でございます。保険者として、

被保険者の資格管理や保険給付、介護保険料の賦課、徴収業務に加え、

保険の適正運営のためのサービス事業者の実地指導などを実施しており

ます。また、介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みとして、地

域包括ケアシステムの推進に向けた取組を進めてまいりました。 

 詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上げます。よろしく

お願いいたします。 

○大下委員長  続いて、要点の説明を求めます。 

 井上保険医療課長。 

○井上保険医療課長  令和元年度介護保険特別会計の決算につきまして御説明させていただ

きます。 

 主要施策の成果に関する説明書84ページをお願いいたします。 

 介護保険特別会計におきましては、介護保険の資格異動、介護認定、

保険給付、保険料の賦課収納業務に関する事業を実施しております。な

お、地域包括ケアの推進、介護予防事業、生活支援事業など、地域支援

事業につきましては、健康長寿課で担当しております。 

 令和元年度の介護保険運営事業の主な実施内容でございますけれども、

令和2年3月末における第1号被保険者数は1万1,120人で、そのうち要介
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護・要支援の認定を受けておられる方が2,636人となっており、認定率

は23.71％となっております。 

 サービスの利用状況でございますが、居宅サービスを受けておられる

方が、月平均1,520人、次に小規模多機能型介護施設や、認知症グルー

プホーム等の地域密着型サービスを利用しておられる方が、月平均195

人、本市市内及び市外の特別養護老人ホームや、老人保健施設など介護

施設へ入所しておられる方が、598人という状況でございます。平成30

年度に医療病床から転換が図られた介護医療院の入所者が増加したこと

が一因と考えられます。 

 介護給付の適正化に向けての取組と成果でございますが、1点目とし

て、利用者2,259人に対して介護給付費の利用明細の通知を行いました。

通知を行うことにより、不正請求を防止するとともに、介護保険制度に

対する理解を深めていただくことを目的としております。 

 2点目として、サービス利用に伴う介護サービス計画書（ケアプラン）

を任意に抽出して内容について精査を行う、ケアプラン点検事業を、4

か所の居宅介護支援事業所、12ケースのケアプランに対して実施いたし

ました。保険者としてサービス計画書作成の過程を共有し、ケアマネー

ジャーに対して、助言や指導を行うことにより、ケアプランに基づく適

正なサービス提供の重要性について、認識を共有することができました。 

 3点目には、実際にサービスを提供する事業者への実地指導を、県と

合同で8か所、市単独で2か所の事業者に対して行い、人員基準や施設基

準の確認、職員研修や資格保有の状況、書類の不備等の有無を精査し、

必要な指導や助言を行いました。 

 また、介護保険料の収納につきましては、保険財源の確保と負担の公

平性の維持のため、徴収の取組を強化し、収納率99.2％、昨年に比べま

して0.9％増と向上させることができました。 

 今年度は、令和3年度から令和5年度までの3年間の事業推計を見直す

介護保険事業計画の策定の年度となっております。保険料の上昇を最小

限に抑えた上で、必要なサービスが確保できるよう、事業計画の見直し

を図ってまいります。 

 以上で、保険医療課の説明を終わります。 

 続いて、地域支援事業について、健康長寿課より説明いたします。 

○大下委員長  続いて説明を求めます。 

 中野健康長寿課長。 

○中野健康長寿課長  それでは、説明資料77ページをお願いいたします。 

 介護保険特別会計の地域支援事業でございます。 

 地域支援事業では、事業の概要欄のほうにございますように、高齢者

の方々が要介護・要支援状態になることを予防するとともに、要介護状

態となった場合でも、可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活が

営むことができる体制の整備を進めたところでございます。 

 実施内容でございますけれども、介護予防・日常生活総合事業につき
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ましては、要支援1、要支援2の方の御利用される介護保険サービスの費

用額を記載しております。 

 続きまして、一般介護予防事業につきましては、介護予防教室、ある

いは、げんき教室等介護予防の取組を行ったところでございます。 

 地域包括支援センターでは、平成27年度から安芸高田市社会福祉協議

会のほうに業務を委託をして、地域包括支援センターの運営を行ってお

ります。毎月1回地域包括支援センターと健康長寿課の職員が合同で会

議を行っておりまして、困難事例の方々、月に40名程度、毎月フォロー

をして継続的な支援のほうを行っております。任意事業につきましては、

家族介護教室を、居宅介護支援事業所、在宅介護支援センター等で12回

開催をいたしております。また、認知症後援会につきましては、人権多

文化芝生推進課と共催をいたしまして、ボケますからよろしくお願いい

たしますと題した介護を考える映画上映を行いました。500名の方に参

加をしていただいております。認知症初期集中支援チームにつきまして

は、3件の方、延べ訪問回数31回、介護サービス等、専門職につながっ

ていない方々を専門職につなげていくための支援を行っております。 

 成果と課題でございますが、げんき教室につきましては、42会場で年

間1,580回の開催をいたしました。延べ参加者数は2万258人。平成30年

度が1,644回、2万1,552人でございまして、少し減っておりますが、こ

れは新型コロナウイルスの影響によるものでございます。 

 課題といたしましては、げんき教室の参加者につきまして、参加1年

目の方、新規の方が約17％ということで、2年目以降の方が多いと、参

加者の固定化が進行しているといったことが挙げられます。 

 以上で、介護保険特別会計地域支援事業の説明を終わります。 

○大下委員長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 児玉委員。 

○児 玉 委 員  84ページですが、成果のところで、ケアマネージャーが作成したケア

プランの点検を行い、とあるんですが、以前から、いわゆるケアマネー

ジャーはどっかの事業所に属して、その事業所に配慮した形でのケアプ

ランをつくっているんじゃないかと、いわゆる過剰なケアプランになっ

てるんじゃないかというような話もあったわけですが、点検をやられた

結果、どういう判断をされておるんか、ちょっとそこのところを教えて

いただけますでしょうか。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 井上保険医療課長。 

○井上保険医療課長  ただいまの御質疑にお答えいたします。 

 このたび、ケアプラン点検をさせていただいて、基本的にケアプラン

の作成の意義というのが、自立支援というのが最近重きを置かれており

ます。何もかも高齢者支援の必要な方に手取り足取り全てのことをやる

のではなく、本人にできることは、やってもらうと。決してヘルパーさ

んは、お手伝いさんではないんですよという観点で、過剰なサービスが
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行われていないかというのを判断をさせていただいております。 

 それから、ケアマネージャーさん、先ほどおっしゃられましたように、

事業所に属されておられる、あるいはデイサービスであったりとか、系

列の訪問介護事業所に属されておられる居宅介護支援事業所の方、おら

れます。ただ、報酬を計上する上で、一つの事業所に一定の割合以上を

一つのサービス事業所に集中させると、報酬が減算されるという仕組み

がございます。それによって、公平に自分のところの系列だけでなく、

本人の状況に応じた、あるいはまた本人の希望に応じた事業所を紹介し

ていくといえる仕組みができております。 

 以上でございます。 

○大下委員長  いいですか。 

 児玉委員。 

○児 玉 委 員  もう一つ、以前は押売みたいな形で、例えば保険きくから安くつけら

れますよと手すりをつけましょうと、いうような業者さんが、いろいろ

回られてましたけれども、近頃はその状況的にはどうなってるか御存じ

ですか。 

○大下委員長  答弁を求めます。 

 井上保険医療課長。 

○井上保険医療課長  介護保険のサービスの中に、住宅改修という事業がございます。20万

円を限度にその最高9割が保険によって償還払いされるといった事業が

ございます。 

 申請をされる際には、必ず事前に、今の本人の状況、それから家の状

況を写真に撮られて、介護保険係のほうに相談に来ていただくというの

が原則となっております。 

 その中で、必要でない住宅改修でありますとか、必要のないところに

手すりをつけられたりとかいう過剰な工事につきましては、そこでチェ

ックをさせていただいておる状況でございます。 

 以上でございます。 

○大下委員長  よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○大下委員長  質疑なしと認め、以上で、認定第4号「令和元年度安芸高田市介護保

険特別会計決算の認定について」の審査を終了し、福祉保健部の審査を

終了いたします。 

 以上で本日の日程は終了しましたので、これにて散会いたします。 

 次回は明日18日、午前9時より再開いたします。 

 御苦労様でした。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 ４時５２分 散会 

 


